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　　　質疑終了後（執行部入れかえ）

　　　市　　　　長　　中山　一生　　　副 市 長　　川村　光男
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副 主 査　　池田　直史　

17時54分以降追加　　

副 主 査　　塚本　裕紀　　　副 主 幹　　吉永　健男

議　　題

　　　　議案第32号　平成28年度龍ケ崎市一般会計予算（環境生活委員会所管事項）
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　　　　議案第34号　平成28年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算

　　　　議案第35号　平成28年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算

　　　　議案第32号から議案第39号までについて（討論・採決）
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山宮委員長

　皆さん，おはようございます。

　本日傍聴の申し出がありますので，これを許可いたします。

　傍聴の方に申し上げます。会議中は静粛にお願いいたします。

　前回の予算審査特別委員会に引き続き，ご出席お疲れさまでございます。

　ただいまから予算審査特別委員会を再開いたします。

　それでは，議案第32号から議案第39号までの平成28年度各予算８案件を一括議題といた

します。

　本日は環境生活委員会所管事項についての説明と質疑でありますが，委員長から予算審

査特別委員会の運営に当たり一言申し上げます。

　本会議における質疑では，「自己の意見を述べることができない」と制限が加えられて

いるのに対し，委員会の質疑については，会議規則第115条で「委員は議題について自由

に質疑し，意見を述べることができる」と定められております。

　ただし，本会議と同様に委員会においても「発言はすべて，簡明にするものとして，議

題外にわたり又はその範囲を超えてはならない」と定められております。

　また，質疑につきましては，一問一答で行いますので，挙手をして，事業名をお知らせ

いただくとともに簡潔明瞭にお願いいたします。

　さらに答弁者におかれましても，発言の際には，質問内容に対して，的確な答弁をされ

ますようお願いいたします。

　それでは，議案の審査に入ります。

　議案第32号　平成28年度龍ケ崎市一般会計予算の環境生活委員会所管事項について，項

目順にご説明をお願いいたします。

　加藤市民生活部長。

加藤市民生活部長

　それでは，平成28年度龍ケ崎市予算書の８ページをごらんください。

　第２表債務負担行為です。３番目，コミュニティセンターＬＥＤ照明リース契約，この

リース契約については，松葉，長戸，大宮，馴柴，長山，川原代の６館分が対象となりま

す。

　続きまして，９ページ，第３表地方債，これにつきましては，所管の事業の名称のみを

お知らせいたします。

　上から２番目ですね，市民交流プラザ整備事業，コミュニティセンター整備事業，経営

土地改良事業，市街地活性化施設整備事業。

菅原都市環境部長

　続きまして，地方道路等整備事業，排水整備事業，都市公園整備事業でございます。

　19ページをお開きください。

　19ページ，分担金及び負担金でございます。中ほどでございます。0001番，急傾斜地崩

壊対策事業分担金でございます。これにつきましては，長戸地区の崖崩れの補修の県事業

への負担金でございます。

加藤市民生活部長

　続きまして，同じページ，一番下ほど，使用料及び手数料，総務管理使用料となります。

0002西部出張所施設目的外使用料，東部出張所施設目的外使用料，いずれも市政情報モニ

ター設置に係る使用料となります。

　21ページをごらんください。

　続いて，0004市民活動センター施設目的外使用料，敷地内のＮＴＴ，東京電力の本・支

柱及び自動販売機の設置料です。

3



　0005コミュニティセンター施設目的外使用料，施設内の電柱，ガス管，自動販売機等の

設置料です。

　0006駐輪場施設目的外使用料，佐貫駅東駐輪場内の東京電力柱１本の設置料です。

　0007防犯ステーション施設目的外使用料，敷地内の自動販売機の設置料となります。

菅原都市環境部長

　続きまして，衛生使用料となります。0001斎場使用料，市営斎場の火葬室，待合室，葬

祭室の使用料です。

　積算根拠としましては，火葬室900件，待合室910件，葬祭室95件，通夜使用件数95件で

合計2,000件を見込んでおります。

　その下でございます。0002番，斎場施設目的外使用料，これにつきましては，自動販売

機２台と，それの電気料金の使用料でございます。

　その２段下でございます。清掃施設目的外使用料，これにつきましては，東電，ＮＴＴ

柱の使用料でございます。

加藤市民生活部長

　続きまして，労働使用料，0001職業訓練校施設目的外使用料，敷地内のＮＴＴ柱２本分

の設置料となります。

　続きまして，農林水産業使用料，0001市民農園使用料，龍ケ岡市民農園の使用料，107

区画のうち90％の貸し出しを見込んでおります。

　0002農業公園湯ったり館使用料，入館料や宿泊料等を前年度の実績を踏まえて見込んだ

ものです。

　0003農業公園農業ゾーン使用料，レンタルファームと総合交流ターミナルの会議室，実

習室の使用料となります。

　0004農業公園施設目的外使用料，敷地内の東電柱や自販機等の使用料です。

　続きまして，商工使用料，0001市街地活力センターコミュニティルーム使用料，まいん

２階のコミュニティルームの使用料です。１時間当たり1,020円で貸し出しをいたします。

　0002市街地活力センター施設目的外使用料，まいん２階の事務室，３階の会議室を商工

会に貸し付けておりますので，その使用料となります。

　0003にぎわい広場使用料，出店料で12件分を見込んでおります。

菅原都市環境部長

　続きまして，その下でございます。道路橋梁使用料といたしまして，0001番，道路占用

料でございます。これにつきましては，東電，ＮＴＴの電柱，あとガス管等が含まれます。

　その下でございます。駐車場使用料でございます。これにつきましては，佐貫駅東口の

コインパーキングの使用料でございます。

　その下でございます。法定外公共物使用料，これは先ほどの道路分でございまして，法

定外道路にかかわる東電柱，ＮＴＴ柱などの占用料でございます。

　その下でございます。河川使用料でございます。これにつきましては，西大塚川，八代

川などに設置されています橋梁カーブミラー，電柱などの使用料でございます。占有料で

ございます。

　その下でございます。法定外公共物使用料水路分，法定外の水路分の電柱及び鉄塔など

の使用料が含まれます。

　その下でございます。都市計画使用料でございます。これにつきましては，公園で行わ

れるお祭りや映画等の使用料でございます。

　その下でございます。都市公園施設目的外使用料，これにつきましては，都市公園内に

設置されております電柱等の占用料でございます。

　その下でございます。森林公園使用料，これにつきましては，宿泊施設及びかまどなど
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の使用料でございまして，年間9,500人程度を見込んでおります。

　その下でございます。森林公園施設目的外使用料，これにつきましては，売店の使用料

及び電気料でございます。

　その下でございます。住宅使用料といたしまして，0001番，市営住宅使用料でございま

す。これにつきましては，168件のうち150件を見込んでおります。

　その下でございます。市営住宅使用料滞納繰越分でございます。これは実績による見込

み額を計上しております。

　その下でございます。市営住宅駐車場使用料でございます。これにつきましては，市営

住宅の駐車場にかかる使用料でございます。

　その下でございます。市営住宅駐車場使用料滞納繰越分でございます。これは実績によ

る見込み額でございます。

　市営住宅施設目的外使用料でございます。これは，市営住宅にかかわる電柱の占用料で

ございまして，21本分を計上しております。

　23ページをお開きください。

加藤市民生活部長

　続きまして，0002放置自転車等保管手数料，竜ヶ崎駅前及び佐貫駅周辺の放置整備区域

より撤去する自転車及び原付バイクの保管手数料です。

　0003認可地縁団体証明手数料，認可地縁団体の印鑑登録証明書等，告示事項証明書の登

録手数料となります。

　続きまして，一つ飛ばしまして，0001税務手数料，西部出張所取扱分，西部出張所の納

税証明書，課税証明書の取扱分です。

　0002税務手数料，東部出張所取扱分，西部と同じく東部出張所の納税証明書，課税証明

書取扱分となります。

　0003税務手数料，市民窓口ステーション取扱分，これにつきましては，７月オープン予

定の市民窓口ステーションの取扱分となります。

　続きまして，0001戸籍手数料，戸籍，除籍，原戸籍などを合計１万5,750件の発行手数

料を見込んでおります。

　0002住民証明手数料，住民票，印鑑証明で合計６万8,400件の発行手数料を見込んでお

ります。

菅原都市環境部長

　続きまして，その下でございます。保健衛生手数料です。0001番，狂犬病予防手数料で

ございます。これにつきましては，新規登録400件，注射済み証の交付4,500件を見込んで

おります。

　その下でございます。清掃手数料でございます。犬猫等処理手数料，これは１件分を計

上してございます。

　その下でございます。一般廃棄物処理業許可申請手数料でございます。これにつきまし

ては５件分，５業者分を見込んでおります。

　その下でございます。粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料でございます。これにつき

ましては1,700件を計上してございます。

　その下でございます。一般廃棄物処理業許可申請手数料でございます。これにつきまし

ては４件分を計上してございます。

　その下になります。浄化槽清掃業許可申請手数料，これにつきましても４件分を計上し

ております。

加藤市民生活部長

　続きまして，農林水産業手数料，0001鳥獣飼養登録手数料，これにつきましては，県か
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らの委任事務で，鳥獣保護管理法に基づく鳥獣飼養の登録等の交付手数料で，メジロ２羽

分を見込んでおります。

菅原都市環境部長

　その下になります。続きまして，土木管理手数料といたしまして屋外広告物許可手数料

でございます。これにつきましては，電柱広告，広告板，広告塔を100件ほど計上してご

ざいます。

　その下でございます。優良住宅新築認定申請手数料でございます。これにつきましては，

科目設定でございます。

　その下になります。優良住宅造成認定申請手数料，これにつきましても科目設定でござ

います。

　その下になります。開発許可関係申請手数料でございます。これにつきましても30件分，

60条証明，10件分を計上してございます。

　その下になります。都市計画手数料といたしまして市街化証明手数料でございます。こ

れにつきましては６件分の計上になります。

　25ページでございます。

加藤市民生活部長

　国庫支出金，総務費国庫補助金，総務管理費補助金，0002個人番号カード交付事業費，

個人番号カード作成にかかる費用の全額が補助されるものです。

　0003個人番号カード交付事務費，通知カード，個人番号カード交付関連事務に係る事務

費相当分が補助されます。

　27ページをごらんください。

菅原都市環境部長

　中段になりますでしょうか，保健衛生費補助金でございます。その中の0003番，放射線

量低減対策特別緊急事業費でございます。これにつきましては，測定器の更正や空間放射

線の測定などを予定しております。

　その下でございます。衛生費補助金であります。これにつきましては，循環型社会形成

推進交付金でございます。合併処理浄化槽設置にかかわるものでございます。

加藤市民生活部長

　続きまして，農林水産業費国庫補助金，農業費補助金，0001農地耕作条件改善事業費，

農地中間管理機構による担い手への農地集積を加速するための区画拡大工事や暗渠排水工

事に対して補助されるものです。

菅原都市環境部長

　その下でございます。土木管理費補助金であります。0001番，社会資本整備総合交付金

住宅耐震化分等でございます。これにつきましては，市内の大規模造成地の位置と規模を

把握するための委託料を計上してございます。それの補助金でございます。

　その下でございます。社会資本整備総合交付金耐震診断分であります。これにつきまし

ては10戸分を計上しております。

　その下でございます。社会資本整備総合交付金耐震改修分であります。これにつきまし

ても，計画で10戸，改修で６戸を計上してございます。

　その下になります。道路橋梁費補助金でございます。0001番，社会資本整備総合交付金

狭隘道路整備分でございます。これは４件分の計上でございます。

　その下になります。社会資本整備総合交付金橋梁長寿命化分でございます。これにつき

ましては26橋分の点検分といたしまして計上してございます。
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　その下になります。同じく社会資本整備総合交付金橋梁修繕分といたしまして，これに

つきましては，八間堀堰橋の保守，修繕計画の委託分を計上してございます。

　その下になります。社会資本整備総合交付金舗装修繕分であります。これにつきまして

は，舗装修繕工事４路線分を計上しております。

　その下になります。社会資本整備総合交付金道路整備分でございます。これにつきまし

ては，佐貫３号線の測量分を計上しております。

　その下になります。都市計画費補助金でございます。その中の0001番，社会資本整備総

合交付金公園整備分でございます。これにつきましては，たつのこステージの板の張りか

えと緑町第一児童公園ほか７カ所の遊具の更新を計上しております。

　その下になります。社会資本整備総合交付金定住促進分でございます。これにつきまし

ては，住宅取得補助の分での計上でございます。

　29ページをお開きください。

　続きまして，委託金，総務費委託金となります。３段目，0001中長期在留者居住地届出

等事務費，外国人住民の居住地情報や住民記録事項である在留関連情報に係る本庁との情

報連携事務に対するもので，中長期在留者の住所届出等取扱件数に応じて交付されるもの

です。

菅原都市環境部長　

　続きまして，３段下でございます。都市計画費委託金でございます。浅間ケ浦排水施設

管理費でございます。これにつきましては，国道６号線バイパスのポンプ場でございまし

て，それに対する管理費の計上でございます。

　31ページをお開きください。

加藤市民生活部長

　一番上段です。総務費県補助金，0001事務処理特例交付金旅券発給事務分です。旅券法

に基づくパスポート受付発行事務にかかるもので，均等割20万円，件数割分を加算しまし

て，その合計額を計上しております。

　続きまして，33ページです。

菅原都市環境部長

　続きまして，災害救助費補助金でございます。それの0002番でございます。災害救助費

繰替支弁費交付金でございます。これは応急仮設住宅分でございます。28年度につきまし

ては９戸分を見込んでおります。

　その４段下でございます。保健衛生費補助金でございます。0004番，事務処理特例交付

金環境事務分でございます。これにつきましては，公害防止や道路愛護の県の事務を代行

してやっているところの交付金でございます。

　その下になります。清掃費補助金でございます。0001番，事務処理特例交付金浄化槽事

務分でございます。これにつきましても，県の受付事務を代行してやっているものでござ

いまして40件分を見込んでおります。

　その下でございます。合併処理浄化槽設置事務費でございます。これにつきましても，

浄化槽の入れかえの事務費でございまして22基分を見込んでおります。

加藤市民生活部長

　続きまして，４の農林水産業費県補助金です。0001農業委員会費交付金，農業委員会の

運営経費に対して交付されるものです。

　0002事務処理特例交付金農業委員会事務分，茨城県から事務移譲された農地法４条，５

条許可申請事務に要する経費に対して交付されるものです。

　0003機構集積支援事業費，農地中間管理機構が担い手への農地集積集約化を促進するに
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当たって，農業委員会が関連する業務を適切に実施できるための費用として交付されるも

のです。

　0004事務処理特例交付金農政事務分，有害鳥獣法許可の事務に対する交付金です。

　0005認定農業者育成確保資金利子補給費，農業近代化資金を借り入れる認定農業者に対

して，貸付利息が原則１％となるように市町村が利子助成を行うために交付されるもので

す。

　0006農業経営基盤強化資金利子補給費，農業経営基盤強化資金を借り入れる認定農業者

に対して，貸付利息が原則１％となるように市町村が利子助成を行うために交付されるも

のです。

　0007新規就農総合支援事業費，経営の不安定な就農初期段階の原則45歳未満の青年就農

者に対して，経営開始型の青年就農給付金，年間に150万円が上限で最高５年間交付され

る給付金となります。これは10名分を見込んでおります。

　0008機構集積協力金交付事業費，農地中間管理機構に農地を貸し付ける地域や個人を支

援するものです。

　0009環境保全型農業直接支援対策事業費，環境保全効果の高い特別米や有機農業などの

営農活動に取り組む農業者を支援するために交付されものです。

　0010家畜伝染病予防事務費，家畜伝染病予防事務にかかる手数料を徴収した場合に，県

から交付されます。

　0011事務処理特例交付金土地改良事業分，土地改良区の役員の変更等の届出事務及び印

鑑証明の発行事務として交付されるものです。

　0012多面的機能支払事務費，地域農転により農地周りの水路，農道の補修など，施設の

長寿命化対策の活動に対して交付されるものです。

　0013多面的機能支払推進事業費，県から事務費分が定額で配分されるものです。

　0014経営所得安定対策直接支払推進事業費，地域農業再生協議会の運営費として，事務

費，臨時職員の人件費などが交付されるものです。

　0015農業振興条件整備支援事業費，新規需要米の作付拡大に取り組む団体に対し，必要

な機械，設備等を導入する場合に交付されるものです。

　続きまして，２の林業費補助金，0001身近なみどり整備推進事業費，荒廃した平地林や

里山の手入れのために交付されるものです。

　続きまして，一番下になります。商工費県補助金，0001地方消費者行政推進交付金，給

食センターに設置の放射能測定器の保守点検業務に対して交付されるものです。

　35ページをごらんください。

菅原都市環境部長

　続きまして，一番上段でございます。土木管理費補助金でございます。0001番，大規模

盛土造成地マップ作成費でございます。これつきましては，先ほど説明いたしました社会

資本整備交付金の裏負担でございます。

　その下になります。事務処理特例交付金建築指導事務分でございます。これにつきまし

ては，屋外広告物，景観法の届け出の実績によるものでございます。

　その下でございます。木造住宅耐震診断費でございます。これは10戸分の計上でござい

ます。

　その下でございます。地籍調査費であります。これにつきましては，入地５，川原代10

の区域の７ヘクタール分の計上でございます。

　その下になります。河川費補助金であります。事務処理特例交付金河川事務分です。準

用河川にかかわる事務処理の交付金でございます。

　その下になります。都市計画費補助金です。事務処理特例交付金都市計画事務分です。

これにつきましては，国土法の届け出でございます。

　その下になります。緑の少年団活動費であります。これにつきましては２団体，松葉小，
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城ノ内小を予定しております。

加藤市民生活部長

　続きまして，中段，県支出金，総務費委託金です。35ページをごらんください。

　戸籍住民基本台帳費委託金，0001人口動態事務費，毎月人口の動態を調査し，県へ報告

する事務に対して交付されるものです。

　続きまして，４の統計調査費委託金，0001統計調査費確保対策事業費，各種統計調査の

登録調査員確保のため，募集チラシを作成しており，その費用などに充当されるものです。

　0002常住人口調査費，毎月県に報告する常住人口の定額調査費で，補助率は10分の10で

す。

　0004経済センサス調査区管理費，平成26年度実施の経済センサス基礎調査で設定した調

査区の必要な修正を行うための費用に充当するものです。

　0005経済センサス調査費，平成28年度実施予定の経済センサス調査に充当するものです。

　0006工業統計調査費，平成29年度実施予定の工業統計調査の準備行為に充当するもので

す。

　続きまして，社会福祉費委託金，0001人権同和問題市町村啓発事業費，法務省より茨城

県が委託された人権啓発活動のうち，市町村に対し，単年度の新規事業費として交付され

るものです。

菅原都市環境部長

　その下になります。土木管理費委託金でございます。建築確認取扱事務費です。10件分

の計上でございます。

　続きまして，その下になります。河川費委託金，防災調整池等維持管理費です。これに

つきましては，羽原川防災調節池，大正堀川防災調節池，破竹川残留域西調節池の雑草等

の費用でございます。

　その下になります。都市計画費委託金であります。破竹川調節池維持管理費であります。

これにつきましては，龍ヶ岡公園の占用料も含んでおります。

　37ページをお開きください。

加藤市民生活部長

　財産収入となります。上の表，中段ほど，0009農業振興基金利子，農業振興基金に対す

る利子収入となります。

菅原都市環境部長

　それの５段下でございます。0014筑波都市整備配当金でございます。これはこの名のと

おりでございまして，株式会社の配当金でありまして，平成27年の実績による計上でござ

います。

　それの３段下になります。物品売払収入であります。0002番，環境対策課資源物等売払

収入であります。これにつきましては，廃食用油，バイオディーゼル，飼料等の売払収入

でございます。

加藤市民生活部長

　一番下の表，繰入金，基金繰入金，0006農業振興基金繰入金，農業振興基金を取り崩し，

豊作村イベント，秋の収穫祭の経費に繰り入れる予定です。

　39ページをごらんください。

菅原都市環境部長

　上段より３段下になります。過料でございます。諸収入の過料でございます。0001番，
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歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金であります。これにつきましては，科目の設定で

はありますが，平成26年度は11件，平成27年度は５件でございます。

加藤市民生活部長

　20の諸収入です。５の自治金融資金貸付金元利収入，39ページの表を見ていただきます

と，0001の自治金融資金貸付金元利収入，自治金融制度の融資金利を引き下げるための原

資として，市内金融機関４銀行７支店に預託するもので，年度末に全額返還されるもので

す。

　続きまして，諸収入，農林水産業費受託事業収入，説明の欄，39ページをごらんくださ

い。

　0001農業者年金業務受託収入，農業者年金業務に伴う受託収入となります。

　0002農地中間管理事業業務委託収入，農地中間管理事業の受託収入で，嘱託職員の人件

費や郵送費等に充当されるものです。

　続きまして，一番下の表となります。納付金です。0001駐輪場指定管理者納付金，佐貫

駅東駐輪場と佐貫中央第１，第２駐輪場の指定管理者からの納付金となります。

菅原都市環境部長

　続きまして，３番下になります。団体支出金であります。0001番，清掃工場関連還元施

設整備事業費負担金であります。これにつきましては，「くりーんプラザ・龍」にかかわ

る道路工事や下水道工事に対する負担金でありまして，利根町，河内町より収入している

ものでございます。

　41ページをお開きください。

　同じく，0011でございます。牛久沼地域清掃作戦事業費であります。これにつきまして

は，牛久沼流域浄化対策協議会より支出されるものでございまして，空き缶拾いやごみ拾

いをやっている事業について支出されるものでございます。

　

加藤市民生活部長

続きまして，雑入になります。0014広告掲載料，広報紙りゅうほー，ホームページ，一般

用封筒，ＪＲ佐貫駅看板の広告掲載料となります。

　0028西部出張所の電話使用料，公衆電話の使用料です。

　0029広告掲載料，コミュニティバス分，コミュニティバス循環ルートの車内モニター７

件分の広告掲載料となります。

　0030コミュニティバス高齢者定期券売払収入，高齢者共通定期券「おたっしゃパス」は

70歳以上の高齢者の社会進出及び公共交通の利用促進事業で，市役所窓口で販売をしてい

る，その見込み分となります。

　0033コミュニティセンター電話使用料，事務室内の電話使用料となります。

　0034コミュニティセンター機器使用料，コピー機，印刷機の使用料です。

　0036県民交通災害加入推進費，県民交通災害保険の事務手数料で１件当たり70円が茨城

県市町村総合事務組合から加入推進費として交付されるものです。

　0037統計資料頒布収入，統計資料のコピー収入で１枚10円を見込んだものです。

　43ページをごらんください。

菅原都市環境部長

　続きまして，上段中ほどでございます。0048環境対策課刊行物頒布収入でございます。

これにつきましては「お宝の木」というものをつくっておりまして，それの頒布収入でご

ざいます。

　その下になります。0049雑草除去受託料でございます。これにつきましては，龍ケ崎市

内20ヘクタール分を計上してございます。

10



　その下になります。0050指定ごみ袋売払収入でございます。これにつきましては，可燃

袋，不燃袋合計で１万枚を計上してございます。

加藤市民生活部長

　続きまして，0051ブランド農産物ＰＲイベント収入，ブランド農産物ＰＲイベント収入

を見込んだものです。

　0052県民手帳頒布収入，県民手帳販売に係る手数料で，販売額の10％が収入となります。

　0053物産品等販売手数料，観光物産センターの売上金の15％が収入となります。

菅原都市環境部長

　0054道路事故賠償保険金でございます。これにつきましては，歳入歳出同額を計上して

おります。

　0055資源物売払収入です。これは科目設定でございまして，鉄くず等売払収入でござい

ます。

　その下になります。0056道路整備促進期成同盟会負担金です。これにつきましては，期

成同盟会への負担金であります。

　その下になります。0057都市計画図売払収入です。これは実績による計上でございまし

て，１万分の１が60枚，２万5000分の１が30枚，2500分の１が130枚の計上でございます。

加藤市民生活部長

　続きまして，一番下の表，市債となります。総務管理債，0002市民交流プラザ整備事業

債，市民交流プラザの改修工事に関するもので，充当率75％となります。

　0003コミュニティセンター整備事業債，松葉コミュニティセンターのトイレ，空調機の

改修工事に関するもので，充当率75％です。

　続きまして，農業債，0001県営土地改良事業債，経営土地改良事業，具体的には農免農

道整備と圃場整備の負担金に充てるもので，充当率は90％です。

　続きまして，商工債，0001市街地活性化施設整備事業債，市街地活力センターまいんの

外壁，漏水改修工事に関するもので，充当率75％です。

菅原都市環境部長

　その下になります。道路橋梁債の地方道路等整備事業債であります。これにつきまして

は，改良工事12件，舗装の修繕４件，舗装工事１件の計上でございます。

　その下になります。河川債です。0001番，排水路整備事業債であります。これにつきま

しては，入地地区，新町，宮渕地区の排水路工事と羽原地区の測量業務委託，直鮒地区，

高砂地区の測量業務委託が含まれます。

　その下になります。都市計画債であります。0001番，都市公園整備事業債であります。

これにつきましては，龍ヶ岡公園ステージの改修と緑町第一児童公園ほか遊具設置の裏負

担分でございます。

　所管の歳入につきましては，以上でございます。

　続きまして，歳出のほうに移りたいと思います。49ページをお開きください。

加藤市民生活部長

　中段ほど，コード番号01001400市民行政推進活動費，１報酬，市民協働推進委員会委員

10名，６回分です。

　８報償費，ポイント制度，寄附換金に30万円，ポイント制度交換商品代150万円です。

　19負担金補助及び交付金，補助金，ステップアップ補助金，５団体を見込んだ立ち上げ

支援補助となります。

　交付金，まちづくり協働事業，年度内に完了できる事業に対しての枠取りとなります。
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　59ページをごらんください。

　中段ほど，01003400西部出張所管理運営費，これ所管となりますけれども，主なところ

だけご説明いたします。１報酬，嘱託職員２名分となります。

　続きまして，コード番号01003500東部出張所管理運営費，これも所管となります。報酬

としまして，一般職非常勤嘱託職員１名分を見込んでおります。

　続きまして，コード番号01003560市民窓口ステーション管理運営費，これにつきまして

は，先ほど歳入でも若干触れましたけれども，７月にオープン予定のもので，１の報酬と

しましては嘱託職員４名分，14の使用料及び賃借料，これにつきましては，市民窓口ステ

ーションの事務室の賃借料が10カ月分で162万円，戸籍電算システム賃借料85万6,000円，

ファクシミリ付きデジタル複合機賃借料20万4,000円，駐車場使用料21万6,000円，コピー

使用料16万3,000円と，合計305万7,000円がこのオープンの使用料賃借料として費用とし

てかかってまいります。

　18の備品購入費，これにつきましては，カウンター，机，椅子などを購入するものです。

　61ページをごらんください。

　コード番号01003700市民活動センター管理運営費です。主なものを説明いたします。

　13協委託料，市民活動センター管理運営，ＮＰＯ法人茨城県南生活者ネットの指定管理

料となります。指定管理期間は，平成27年４月から平成32年３月までの５年間です。

　18の備品購入費，これはプロジェクター用スクリーンを購入するものです。

　コード番号01003800コミュニティバス運行事業費，22補償，補填及び賠償金，補償金，

この4,836万5,000円の中には，一つ目としましては，コミュニティバスの運行経費から運

賃収入を差し引いた補償金で，循環ルートが1,794万3,000円，ＡＢＣＤＥルートが3,022

万1,000円で，合計4,836万5,000円を補償金として計上しております。

　２点目は，駅名改称に係る車内音声表示の変更20万1,000円分を見込んでおります。

　コード番号01003850公共交通対策費，13委託料，地域公共交通網形成計画策定，これは

地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするもので，平成33年度を目標年次とし

た計画策定を今年度行うものです。

　19の負担金補助及び交付金，負担金，バス運行対策費，これにつきましては，地域間幹

線系統として，地域に必要なバス路線のうち，広域的な幹線バス路線の運行維持を図るた

めに県と一緒に協調で運行上のための負担金を支払っております。対象路線は取手線と江

戸崎線となります。

　続きまして，補助金，ノンステップバス購入費，これにつきましては，国・県・市が協

調してノンステップバスを導入するバス事業者に対して補助を行い，バリアフリー化を促

進するもので，国が140万円，県と市がそれぞれ70万円を補助するもので３台分です。

　交付金，まちづくり協働事業，これにつきましては，昨年度まちづくり協働事業として

竜ヶ崎線の歴史民俗資料館に飾られております４号機関車，あの実物大を段ボールで作製

するための協働事業が採択されておりますので，その採択分の100万円です。

　22補償，補填及び賠償金，補償金，これにつきましては，一つは，昼間割引分が350万，

乗合タクシー分が477万9,000円，深夜バスを４月より佐貫駅から竜ヶ崎駅までの深夜バス

を試行運行としまして２便予定しておりますので，その分の費用488万6,000円を計上して

おります。

　63ページをごらんください。

　01004050市民交流プラザ管理運営費，この施設については平成28年10月オープン予定で

現在準備を進めております。

　１報酬，施設管理嘱託員４名分，８報償費，オープニングコンサートや各種教室等の謝

礼分を見込んでおります。

　15の工事請負費は，記載のとおり，サロン等，コミュニティ等の改修工事，防犯カメラ

の設置工事を予定しております。
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菅原都市環境部長

　コード番号01004110定住促進事業でございます。これにつきましては，住み替え支援費

といたしまて，住み替え支援に対する補助金であります。これにつきましては，基本額で

170件，転入加算といたしまして65件，子育て加算としまして50件，追加近居加算としま

して15件を計上しております。

加藤市民生活部長

　続きまして，一番下ほど，01004120コミュニティセンター管理費，これはコミュニティ

センター13館の管理に必要な費用で，主なものを説明いたします。

　１報酬，センター長，副センター長それぞれ13名分，施設管理嘱託員36名分の人件費と

なります。

　15の工事請負費につきましては，記載のとおり，松葉コミュニティセンタートイレ改修

工事。

　65ページをごらんください。

　久保台の非常階段塗装工事，馴馬台非常階段塗装工事を予定しております。

　18の備品購入費につきましては，古くなった椅子，オーブンレンジ，冷蔵庫など，施設

の維持管理のために必要な備品の更新のためにかかる費用となります。

　01004130コミュニティセンター活動費，８報償費，これにつきましては，地域コミュニ

ティが設立されていない松葉，馴馬台の二つのセンターが主催する講座の講師謝礼となり

ます。１地区20万円。

　19負担金補助及び交付金，補助金，自治活動費として松葉，馴馬台，それぞれに70万円

を交付しております。

　中段ほど，01004300職員給与費，交通安全２名分，所管です。

　01004400交通安全対策費，11の需用費，一つが，消耗品として65万2,000円，これはキ

ャンペーン等の啓発品などを購入するものです。二つ目は，修繕料355万円，カーブミラ

ー及び赤色回転灯の修繕費などに充当されます。

　コード番号01004500放置自転車対策費，竜ヶ崎駅及び佐貫駅周辺の放置自転車区域内の

自転車等の警告札の貼付，撤去，返還，自転車一時預かり電磁ラックの賃借料などとなり

ます。

　67ページをごらんください。

　01005100自治組織関係経費，この費用は自治組織の活動を支援するもので，８の報償費，

一つ目は，住民自治組織活動推進奨励金，１世帯当たり1,000円見込んでいます。これが

3,050万円，二つ目が，研修会の講師謝礼20万円。

　19負担金補助及び交付金，補助金，地域づくり事業，地域コミュニティが設立されてい

ない松葉，馴馬台の住民自治組織が対象となりまして，基本額３万円プラス，戸数割300

円が交付されます。

　コード番号01005300防犯活動費，１報酬，防犯サポーター12名分の報酬となります。

　15工事請負費，防犯カメラ設置工事５台分を見込んでおります。

　コード番号01005400北竜台防犯ステーション管理費で，年末年始を除いて開館しており，

毎週火曜日は北竜台地区の防犯連絡員の皆さんに運営の協力をいただいております。

　01005500防犯灯整備事業，15工事請負費，昨年，一昨年と市内全体の市管理のもの，自

治会管理のものはほぼＬＥＤに交換が終わっておりますので，これについては新規設置分

160基分を見込んでおります。

　一番下ほどの事業です。01006060地域コミュニティ推進費，69ページをごらんください。

　19負担金補助及び交付金，補助金，地域コミュニティ推進事業です。地域コミュニティ

が設立された11地区に交付するもので，均等割100万円，戸数割500万円，これに加えまし

て設立加算金50万円も交付されます。設立加算金の50万円につきましては，３年以内で活

用できる，そういう仕組みとなっております。
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　01006090旧長戸小学校施設管理費，これも所管となります。主なものとしては，現在維

持管理のための費用が主なものとなります。

　続きまして，01006095空家等対策事業，１報酬，空家等対策推進委員会委員報酬13名，

６回分を見込んでおります。

　13委託料，空家等対策計画策定支援，平成27年度実施の実態調査を踏まえて，予防，適

正管理，活用，解体除去などの視点から具体的な施策事業についての計画策定を今年度に

行います。

　71ページをごらんください。

　中段下ほど，01006700職員給与費，戸籍住民13人分，所管です。

　01006800戸籍事務費，これは戸籍事務にかかる費用で，戸籍システムの使用料，保守料，

関連消耗品などの購入等が主なものとなります。

　続きまして，01006900住民記録等証明事務費，１報酬，窓口業務専門嘱託員１名，一般

職非常勤職員６名の報酬となります。

　73ページをごらんいただきたいと思います。

　19負担金補助及び交付金，交付金，地方公共団体情報システム機構，個人番号カードの

作成を一括管理します当該機構に交付するもので，先ほど歳入でもご説明しましたが，10

分の10が国より補助されます。

　01007000旅券発給事務費，１報酬，一般職非常勤の嘱託員２名分となります。

　75ページをごらんください。

　総務費の統計調査費，統計調査総務費，事業ナンバー01008300職員給与費，統計調査，

３名分，所管です。

　01008400統計調査事務費，これは登録調査員の募集を行うための費用が主なものとなり

ます。

　続きまして，01008710統計調査費，平成28年度実施予定の調査にかかる費用で，非常勤

嘱託職員の人件費などが主なものとなります。

　77ページをごらんください。

　中段ほど，コード番号01009500市民法律相談等事業，13委託料，市民法律相談，１回４

万4,000円の委託料で年33回実施しています。相談時間は１人約25分で１日８名です。

　19負担金補助及び交付金，負担金，この負担金につきましては，以下，人権問題に関す

る各団体への負担金となります。

菅原都市環境部長

　95ページをごらんください。

　上段になります。コードナンバー01015460応急仮設住宅費であります。14番の使用料及

び賃借料です。福島から来られている方が８戸，宮城から来られている方が１戸，計９戸

の計上でございます。

　99ページをお開きください。

　予防費のコードナンバー01016400狂犬病予防費です。まず，11番，需用費です。これは

消耗品で鑑札等，これ400個分と注射済票，これが4,500個分を需用費でみております。

　役務費でありますが，はがき及び切手代でございます。

　その下になります。コードナンバー01016500環境審議会費です。これは，１番の報酬で

す。会長と委員，５回の審議会分を計上してございます。

　続きまして，その下になります。01016600環境行政推進費です。主なものとしましては，

委託料といたしまして環境基本計画の改定を見込んでおります。

　19番，負担金補助及び交付金の負担金です。負担金といたしまして，霞ヶ浦導水事業建

設促進協議会への負担金を計上しております。補助金といたしまして，新エネルギーシス

テム導入，太陽光システム高効率給湯器への補助金でございます。さらに，交付金といた

しまして，環境フェア事業へ交付金を交付しております。
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　その下になります。01016700環境衛生対策費です。１番の報酬です。これは歩きたば

こ・ポイ捨て防止の指導員の２人，１日３時間，２人分を計上しております。

　13番，委託料です。雑草等除去の受託分でございます。先ほどもご説明してございます

が，龍ケ崎一円20ヘクタール分を計上しております。

　犬猫等処理費でございます。閉庁時のへい獣処理でございまして，75件分を計上してお

ります。

　その下でございます。佐貫駅前公衆トイレ清掃です。これは佐貫の西，東２カ所ござい

まして，２時間ずつ，年間を通して清掃を委託しております。

　その下になります。01016800不法投棄対策事業です。主なものとしましては，委託料の

処理困難物の処理であります。タイヤ，コンクリートがら等がこれに含まれます。

　101ページをお開きください。

　コードナンバー01016850放射線対策事業です。主なものとしましては，13番の委託料で

ありまして，空間放射線量の測定でございます。市内全域609カ所の測定をしております。

　その下でございます。コードナンバー01016900斎場管理運営費です。主なものとしまし

ては，13番の委託料でありまして，施設管理及び火葬，これは３年契約となります，の委

託料が主なものでございます。

　それと，15番の工事請負費であります。二次燃焼炉耐火物及びケーシングプレートの交

換工事と，空調機更新工事が工事請負費で含まれます。

　その下になります。コードナンバー01017000職員給与費公害対策分でございます。これ

は所管となります。２名分の計上でございます。

　その下になります。01017100公害対策費でございます。主なものとしましては，委託料

といたしまして河川及び湖沼水質調査と交通騒音，振動及び交通量測定と自動車騒音常時

監視を委託しております。

　19番の負担金補助及び交付金であります。負担金といたしまして，霞ヶ浦問題協議会，

牛久沼流域水質浄化対策協議会，竜ケ崎・牛久署管内産業廃棄物対策連絡協議会，稲敷地

方航空騒音公害対策協議会の加盟団体へ負担金として納めております。

　103ページをお開きください。

　コードナンバー01017500職員給与費清掃でございます。これも所管です。７名分を計上

しております。

　その下になります。01017600清掃事務費です。これにつきましては，３月，６月，11月

のクリーン大作戦の費用でございまして，主なものとしましては需用費で，消耗品で，ご

み袋等を買っております。

　19番の負担金補助及び交付金につきましては，県の清掃協議会への負担金を計上してお

ります。

　その下になります。01017700塵芥処理費です。主なものとしましては，13番の委託料で

す。ごみ収集運搬が主なものでございまして，運搬業務を委託しております。それと，指

定ごみ袋の製造，指定ごみ袋及び粗大ごみ袋の処理券などの販売をしております。

　19番，負担金補助及び交付金です。負担金といたしまして，龍ケ崎地方塵芥処理組合，

これにつきましては，分担金で職員の地域手当分でございます。

　その下になります。龍ケ崎地方塵芥処理組合基幹的設備改良分，これは長寿命化に係る

設備の改良分でございます。

　その下になります。清掃工場等整備事業債償還費であります。これにつきましては，

「くりーんプラザ・龍」工事費への償還費でございます。

　その下になります。01017800ごみ減量促進費です。主なものとしましては，13番，委託

料で，資源ごみ収集運搬，資源ごみコンテナ配布及び回収，サンデーリサイクル事業，一

般廃棄物等処理が委託料で計上してございます。

　105ページをお開きください。

　今の続きでございまして，19番の負担金補助及び交付金の補助金でございまして，集団
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資源物回収助成金であります。これにつきましては，子ども会，長寿会，自治会などの助

成金でございます。

　その下になります。行政資源物回収助成金，これは，行政区リサイクルステーションを

管理している自治会への助成金でございます。

　その下になりますが，生ごみ処理機器購入費であります。これは45件の計上でございま

す。

　その下の段でございます。01017900し尿処理費です。主なものとしましては，19番の負

担金補助及び交付金でありまして，負担金といたしまして，龍ケ崎地方衛生組合に一般経

費として負担をしております。

　その下になります。し尿処理施設等整備事業債償還費であります。これは工事費等の負

担金でございます。

　その下になります。01018000合併処理浄化槽設置助成事業であります。主なものとしま

しては，負担金補助及び交付金の補助金でございまして，合併処理浄化槽設置事業にかか

る補助金でありまして，22基分を計上しております。

加藤市民生活部長

　中段の表です。労働費，01018100労働事務費，所管となります。

　一番下の表です。農林水産業費，農業委員会費，01018300職員給与費，農業委員会１名

分，所管です。

　01018400農業委員会事務費，農業委員会運営のための事務費で所管となります。主なも

のといたしましては，１の報酬，農業委員22名分となります。

　107ページをごらんください。

　続きまして，01018500農業者年金受託事業，受託業務の事務経費となります。

　01018600職員給与費，農業総務８名分，所管です。

　01018700農業総務事務費，農業振興を図るための費用で，19番，負担金補助及び交付金，

各種団体への負担金が主なものです。

　01018800農業経営基盤強化促進対策事業，１報酬，窓口業務専門嘱託職員１名，ほか各

種協議会委員の報酬です。

　19の負担金補助及び交付金，主なものを説明させていただきます。補助金３，青年就農

給付金，これは歳入でもお話ししましたが，経営の不安定な就農初期段階の青年就農者へ

の補助でありまして，10名分です。機構集積協力金，地域の中心となる経営体の農地集積

に協力する農地所有者に対して補助するものです。

　01018950龍ケ崎ブランド育成事業。

　109ページをごらんください。

　主なものをご紹介しますと，減農薬米普及促進事業，これにつきましては，特別栽培米

の普及促進事業で，30キロ当たり1,000円を補助しております。

　産地アップ支援事業，龍ケ崎産農産物，小菊とトマトのイメージアップを図るために農

産物の出荷時の段ボールの経費を30％助成するものです。

　01019000環境にやさしい農業推進事業は，負担金補助金が主なものとなりますが，補助

金の有機堆肥配布，有機農業の推進を図るもので，堆肥の製造販売にかかる経費の一部を

龍ケ崎市有機肥料生産組合に補助するものです。

　環境保全型農業直接支援対策事業，この事業は，環境保全効果の高い営農活動に取り組

む農業者に対して補助するものです。

　01019100市民農園管理運営費，これは，まちづくり文化財団への指定管理料となります。

　01019200農業公園湯ったり館管理運営費，13の委託料，農業公園湯ったり館管理運営，

まちづくり文化財団への指定管理料となります。

　01019300農業公園農業ゾーン管理運営費，13委託料，農業公園農業ゾーン管理運営，こ

れも同様に，まちづくり文化財団への指定管理料となります。
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　01019450農業振興事業，19負担金補助及び交付金，補助金，地域農業振興支援活動費，

兼業農家及び高齢者農家等の離農者から優良農地を借り受け，担い手に貸し付ける農地利

用集積円滑化事業並びに農地中間管理事業のための補助金で，担当する職員の人件費や事

務経費などに充当されます。市まちづくり文化財団，これは秋の収穫祭や，たつのこマル

シェ，たつのこマルシェは年11回開催されますけれども，これらの地域交流事業や担い手

へのパソコン講習，農業ヘルパー制度の運営，観光物産センターの管理運営費などに充当

されます。

　01019500農業振興基金費，25積立金，農業振興基金利子の積み立てです。

　01019560農作物風評被害等対策事業，主なものとしましては，１の報酬，放射能測定嘱

託員１名分です。

　続きまして，01019600畜産振興農業，これは団体への負担金補助金が主なものとなりま

す。

　01019700職員給与費，農地，１名分，所管です。

　01019800土地改良助成事業，これは，負担金補助金が主なものとなりますので，111ペ

ージをごらんください。

　主なものをご説明いたします。四つ目の江川排水路改修事業，県稲敷土地改良事務所が

整備した江川の改修事業に係る地元負担のうち，牛久沼土地改良区が農林金融公庫から借

り入れた15％分を市が地元負担として償還するものです。

　地域資源保全事業，地域ぐるみで農業用水，農道等の維持管理を行い，地域の自然環境

や環境保全を行う地区を支援するもので，老朽化が進む農業用排水などの補修の取り組み

を支援するもので，補助の枠組みとしては国が２分の１，県４分の１，市が４分の１の負

担割合となります。

　補助金，農地耕作条件改善事業費，農地中間管理機構による担い手への農地の集積，集

約化を加速するため，区画拡大や暗渠排水等の耕作条件の改善を進めるために補助するも

のです。

　01019900土地改良整備事業，13委託料，経営体育成促進計画策定，川原代地区基盤整備

に管区する計画策定の委託料となります。県が２分の１，市が２分の１の負担割合となり

ます。19負担金補助及び交付金，以下それぞれ各団体の負担金となります。

　３番目の土地改良施行予定地区計画調査員については，茨城県が平成30年度から事業を

予定しておる農業基盤整備事業で，事前調査を27年から29年の３カ年間で実施するもので，

費用の２分の１を負担するものです。

菅原都市環境部長

　次に移る前に，訂正がございます。

　95ページをお開きください。

　保健衛生総務費のコード番号01015500職員給与費，保健衛生でございます。これにつき

ましても，所管となります。人数につきましては，保健センター分も含まれますので，人

員については確認させてください。

　それでは，111ページのほうにお戻りください。

　コード番号01020000農業集落排水事業特別会計繰出金です。これにつきましては，特別

会計の健全化のため繰り出すものでございまして，事業費と給与費を繰り出しております。

加藤市民生活部長

　先ほど01019900土地改良整備事業の13の委託料で，私，経営体育成促進計画策定，県が

２分の１，市が２分の１という負担割合をご説明したんですが，これは間違いでして，こ

の計画策定分は市が全額負担いたします。

　コード番号01020100牛久沼土地改良区農業排水路管理費，これにつきましては，土地改

良区との覚書に基づく農業排水施設等の維持管理費用で，上限が1,000万円で年度末に精
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算されます。

　01020200生産調整推進対策事業，19負担金補助及び交付金，補助金，１番目の生産調整

推進対策事業，これにつきましては，生産調整達成者で転作を実施した農家への助成，大

豆，麦等は10アール当たり１万5,000円，飼料米などは10アール当たり１万円を助成して

います。市の助成対象面積は267.3ヘクタール。

　転作定着化促進事業，生産調整達成者で１ヘクタール以上の連担団地及び土地利用集積

に助成するもので，助成面積は72ヘクタール。

　加工用米集荷促進事業，生産調整達成者で加工用米，備蓄用米出荷者に，10アール当た

り１万6,000円を助成するもので，対象面積は156ヘクタール。

　経営所得安定対策直接支払推進事業，これは龍ケ崎市地域農業再生協議会の運営費を助

成するもので，県の補助金も充当されております。

　農産振興条件整備支援事業，地域の農地を集積している担い手が新規需要米の普及拡大

や買ってもらえる米づくりの条件整備のため，農業機械などを購入するための費用を助成

するものです。

　続きまして，01020300身近なみどり整備推進事業，これにつきましては，住宅地周辺の

平地林や里山を保全する事業で，下草刈りや間伐を実施するもので，対象地区が，28年度

は若柴と貝原塚になります。

　続きまして，一番下の表です。商工費，商工総務費，01020400職員給与費，商工総務，

５名分，所管です。

　113ページです。

　01020500商工事務費，主なものを説明いたします。19負担金補助及び交付金，補助金，

企業立地促進奨励金，この企業立地促進条例につきましては，今議会に条例改正を上程し

ておりますが，市内に工場や事務所等の立地をする企業を支援するもので，６社分を見込

んでおります。

　続きまして，中小企業事業資金制度信用保証料補給金，金融機関から自治振興金融の融

資を受けた中小企業者が，県保証協会に納付すべき保証料を市が全額負担するものです。

　コミュニティビジネス等起業者支援，１件当たり50万円で２件分を見込んでおります。

交付金，地域振興対策事業，自治金融，振興金融の貸付事務に対して商工会に交付するも

のです。

　21貸付金，自治金融資金貸付金，融資金利の引き下げの原資として金融機関に預託する

もので，年度末に全額返還されます。

　24投資及び出資金，県信用保証協会損失補償寄託金，貸付金の代位弁済が発生したとき

の損失補償金で，市８％，保証協会８％，金融機関20％，保険が64％の負担割合となりま

す。

　続きまして，01020600市街地活性化対策費，１報酬，まいん嘱託員の７名分の人件費と

なります。13委託料，（仮称）龍ケ崎まちなか再生プラン基礎調査，この調査は中心市街

地活性化の取り組みの検証や中心市街地周辺の環境変化などを整理しながら，市民ニーズ

の把握などに努め，今後の活性化の方向性を検討するための基礎的な調査を実施するもの

です。

　19負担金補助及び交付金，交付金，一番下ほど，龍ケ崎コロッケ日本一事業，これにつ

きましては，第４回全国コロッケフェスティバルｉｎ龍ケ崎を今年10月に開催予定であり，

その事業費となります。

　続きまして，01020700市街地活性化施設管理運営費です。１報酬，嘱託職員７名分の人

件費となります。

　15の工事請負費，市街地活力センターまいん外壁防水改修工事を28年度に予定しており

ます。

　01020800職員給与費，観光物産３名分，所管です。

　01020900観光物産事業，８報償費，これは撞舞時の舞男への演技謝礼２名分です。
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　115ページをごらんください。

　15の工事請負費，（仮称）撞舞広場外灯設置工事，昨年度購入いたしました，（仮称）

撞舞広場にＬＥＤ灯３基を設置するものです。

　19負担金補助及び交付金，交付金，伝統芸能伝承事業，これにつきましては，撞舞保存

会に46万円，龍ケ崎小唄会に10万円を交付しております。

　観光推進事業，これにつきましては，桜まつり50万円，牛久沼水辺公園での「龍ケ崎と

んび」凧あげ大会35万円，龍ヶ岡公園での竜ＫＯＩ舞祭20万円，ＲＹＵとぴあ音頭180万

円，花いっぱい推進事業に３団体にそれぞれ10万ずつで30万円，駅前イルミネーション事

業90万円，撞舞支援事業，これは66万円，市商品開発及び販路拡大等支援事業に200万円，

観光アンバサダー３名の運用事業に43万1,000円，合計714万1,000円を観光推進事業とし

て計上しております。

　01021000消費生活センター運営費，これは消費生活センター運営のための費用が主なも

ので，１報酬，消費生活相談員３名分となります。

菅原都市環境部長

　続きまして，土木費でございます。コードナンバー01021100職員給与費，土木総務でご

ざいます。これにつきましても所管となります。24名分でございます。

　117ページをお開きください。

　コード番号01021500公共施設維持補修事業です。これも所管となります。主なものとし

ましては，まず，13番の委託料で産業廃棄物等処理，これにつきましては，アスファルト

がら，コンクリーがらの処分料でございます。

　その下でございます。一般廃棄物等処理費用です。これは，公園等剪定の枝の処理を委

託しております。

　続きまして，16番，原材料費です。これは，道路補修に係る合材，採石，砂などを購入

しております。

　18番，備品購入費といたしまして，歩行型草刈り機と刈り払い機，ブロアーなどを購入

するような予算を計上しております。

　次のその下でございます。01021550宅地耐震化推進事業です。主なものとしましては，

委託料で大規模盛土造成地変動予測調査というものを委託しようとするものです。これは，

龍ケ崎市内の大規模盛土造成地の位置と規模を把握するためのものでございます。

　その下になります。建築指導費です。コードナンバー01021600職員給与費，建築指導分

です。３名分です。これも所管となります。

　その下になります。01021700建築指導事務費です。これにつきましては，主なものとし

ましては，11番の需用費の建築開発等の図書代と，負担金といたしまして県宅地開発協議

会への負担金でございます。

　その下になります。01021800住宅建築物耐震改修促進事業です。主なものとしましては，

負担金補助及び交付金の中の補助金でございまして耐震診断費，これは10戸を計上してお

ります。耐震改修費，これにつきましては，高齢者分といたしまして４戸分，一般としま

して２戸分を計上しております。耐震改修計画費でございます。これも10戸分の計上をし

ております。

　その下になります。地籍調査費です。コード番号01021900職員給与費，地籍調査です。

これも所管となります。２名分の計上でございます。

　その下になります。地籍調査事業です。主なものとしましては，委託料でございまして，

測量及び地籍調査の測量です。境界復元等につきましては，道路工事に伴う基準点の復元

を計上しております。地籍調査の測量につきましては，川原代10，入地５地区の測量でご

ざいまして，７ヘクタールを計上しております。

　119ページをお開きください。

　道路橋梁総務費になります。職員給与費，道路橋梁総務です。６名分の計上です。これ
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も所管となります。

　その下になります。道路管理事務費です。主なものとしましては，12番の役務費といた

しまして，火災保険全国市有物件災害共済会への契約でございまして，道路の保険，市道

の延長としましては874キロメートル，法定外道路につきましては150キロメートルを共済

会のほうと契約してございます。

　13番の委託料といたしまして，道路台帳の補正をしております。これにつきましては，

毎年度，工事が完了しましたところの道路の加除というような仕事でございます。

　その下でございます。法定外公共物管理システムの保守と佐貫駅東口駐車場の管理でご

ざいまして，シルバー人材センターのほうに委託しまして，毎日の駐車場の集金業務を委

託しております。

　その下になりますが，佐貫駅東口駐車場機械の保守，これはパーキングメーター12台分

の機械保守の委託料でございます。

　その下になりますが，エレベーター及びエスカレーターの保守でございます。これも所

管となります。

　19番の負担金補助及び交付金であります。狭隘道路整備事業で，４件分の補助金を計上

しております。

　その下になります。道路整備促進費です。これにつきましては，主なものとしましては，

負担金補助及び交付金の負担金でありまして，関東国道協会，県道路整備促進協議会，龍

ケ崎土木協会への加盟団体負担金であります。

　その下になります。道路維持補修事業です。主なものとしましては，委託料でございま

す。産業廃棄物処理，アスファルトがら，コンクリートがらの処理をしております。一般

廃棄物等処理としまして，道路上の草と剪定の枝を処理していまして，年間大体68トンの

計上をしております。

　その下になりますが，道路清掃等維持管理です。これにつきましては，道路の除草，剪

定，害虫駆除などを委託しております。

　道路側溝等汚泥運搬処理でございます。これにつきましては，道路側溝等の清掃いたし

ました汚泥の処理運搬の委託料です。

　清掃作業等交通整備，これにつきましては，道路清掃とか道路の草刈りとか，それに伴

います交通整理員を計上したものでございます。

　15番の工事請負費です。これにつきましては，佐貫駅名改称に伴う標識の表示の変更を

しようとするものでございまして，工事請負費として計上させていただきました。

　続きまして，道路排水管理費です。これの主なものとしましては，11番の需用費であり

まして，ポンプ場の電気代と13番の委託料，維持管理手数料でございます。

　121ページをお開きください。

　それと，雨水排水ポンプ場維持管理でございまして，18カ所のポンプ場を維持管理して

おります。

　その下になりますが，交通安全施設整備事業です。主なものとしましては，工事請負費

で，カーブミラー，区画線，フェンスなどの交通安全施設の工事を発注しております。

　その下になります。道路新設改良費の職員給与費，道路新設改良です。３名分でありま

す。これも所管となります。

　その下になりますが，道路改良事業です。主なものとしましては，13番の委託料としま

して佐貫駅東口駅前広場の測量と佐貫駅東口駅前広場の基本設計を委託しようとするもの

です。

　15番の工事請負費です。これにつきましては，改良工事が12件，道路保守修繕工事が４

件，舗装工事１件の工事請負費の計上でございます。

　22番，補償，補填及び賠償金であります。これの補償金につきましては電柱など，工事

に係る移設を計上しております。

　その下になりますが，市道第３－113号線整備事業，主なものとしましては，工事請負
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費で，道路改良工事を行おうとするものです。延長につきましては310メートルを予定し

ております。

　その下になります。市道第２－７号線整備事業です。これにつきましては，川原代小学

校から入地駅に向かう路線の道路計画を進行しようとするものでございまして，主なもの

としましては，17番の公有財産購入費で，土地の購入をしてまいります。1,900平米を予

定しております。

　22番の補償，補填及び賠償金，これにつきましては11件分の就業不能損失補償と物件移

転が２件ということでの計上でございます。

　123ページをお開きください。

　河川総務費でございます。一番上段でございます。河川事務費であります。これにつき

ましての主なものとしましては，負担金補助及び交付金でありまして，負担金といたしま

して，県河川協会ほか五つの団体に負担金を計上しているところでございます。

　その下になります。準用河川等管理費であります。主なものとしましては，13番の委託

料で，準用河川堤敷の清掃と，西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理，羽原川調節池

堤敷の清掃維持管理，破竹川残留域西調節池の堤敷の清掃維持管理，大正堀川調節池堤敷

の清掃維持管理，河川及び排水路等の維持管理を委託しようとするものでございます。

　19番，負担金といたしましては，豊田新利根土地改良区への負担金で排水路維持管理費

の負担金を計上してございます。

　その下になります。急傾斜地崩壊対策事業であります。主なものといたしましては，負

担金補助及び交付金の負担金でございまして，塗戸地区の工事に係る県への負担金と県の

砂防協会への負担金となります。

　その下になります。職員給与費，河川費でございます。これにつきましては１名分の計

上で，所管となります。

　その下になります。排水路整備事業です。主なものとしましては，15番の工事請負費で，

入地地区排水路工事，新町排水路分岐改修工事，宮渕地区排水路工事の工事請負費を計上

してございます。

　補償，補填及び賠償金で，補償金としまして排水路工事に伴う支障物件の移転補償とな

ります。電柱であるとか地下埋設物が，これに含まれます。

　続きまして，都市計画総務費でございます。まず，職員給与費，都市計画総務でござい

ます。これは４名分でございまして，所管となります。

　125ページをお開きください。

　都市計画事務費でございます。主なものとしましては，13番の委託料で，都市計画図電

子データ作成，これにつきましては，27年，28年の継続事業であります。

　都市計画マスタープランの改定，これも委託料で計上してございます。これにつきまし

ても，27・28の継続事業でございます。

　続きまして，14番，使用料及び賃借料でございまして，都市計画図電子データに伴いま

す都市計画図のシステムのリース料を計上してございます。

　19番の負担金補助及び交付金でありまして，負担金につきましては，霞ヶ浦二橋建設促

進期成同盟会と県都市計画協会と圏央道建設促進期成同盟会への負担金を計上しておりま

す。

　その下でございます。職員給与費，街路であります。２名分の計上です。これも所管と

なるところでございます。

　続きまして，その下になります。街路事務費であります。これにつきましては，主なも

のとしましては19番の負担金補助及び交付金でございます。負担金といたしまして，県街

路事業促進協議会と県用地対策連絡協議会への負担金の計上であります。

　その下になります。佐貫３号線整備事業です。主なものとしましては，委託料といたし

まして，測量と道路予備設計と交通量の推計を委託しようとするものでございます。

　その下になります。公共下水道事業特別会計繰出金であります。これにつきましては，
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公共下水道事業特別会計の健全化のため，不足分を一般会計より繰り出しするものでござ

います。

　その下になります。都市下水路管理費であります。主なものとしましては，13番の委託

料で，雨水排水ポンプ場維持管理であります。

　その下も委託料でございまして，調節池ポンプ維持管理でございます。これにつきまし

ては，立羽，米町排水ポンプ場であります。

　その下でございます。電気工作物保安管理です。これにつきましては，浅間ケ浦排水ポ

ンプ場の計上でございます。

　その下になります。職員給与費，公園管理であります。４名分の計上でございます。こ

れも所管となります。

　その下になりますが，都市公園管理費であります。主なものといたしましては，13番の

委託料で，破竹川調節池維持管理，公園清掃等維持管理と電気工作物保安管理，飲料水滅

菌装置の保守でございます。これが委託料として計上してございます。

　127ページをお開きください。

　続きまして，遊具の点検がございまして，これが99公園，391基を点検しようとするも

のでございます。15番，工事請負費です。緑町第一児童公園ほか遊具設置工事です。遊具

の更新，これは緑町を含めまして８公園を予定しております。それと，龍ヶ岡公園親水施

設改修工事です。これは龍ヶ岡公園の水時計を改修する工事でございます。さらに，龍ヶ

岡公園ステージ改修工事です。経年劣化で傷みました床の張りかえを行おうとするもので

ございます。

　続きまして，森林公園管理運営費であります。主なものとしましては，13番の委託料で

ございまして，森林公園管理運営費であります。これは，シルバー人材センターのほうに

管理運営を委託しているところてございます。

　その下になりますが，森林公園宿泊施設内消毒でございます。これは６月15日から９月

15日に森林公園内のログハウス７棟，キャビンハウス20棟，これが宿泊できるようになり

ますので，それの消毒を委託するものでございます。

　その下でございますが，樹木の剪定であります。毎年25本程度を予定しております。樹

木の消毒でございます。森林公園内にある桜180本ございまして，それの消毒を予定して

おります。

　続きまして，松くい虫の防除で，森林公園内にある松113本を５エリアに分け，５年に

１回ずつのローテーションでやってございます。

　飲料水滅菌装置保守でございます。これは年４回を基準にやっておるところでございま

す。浄化槽維持管理，これも年に４回に分けまして維持管理しているところでございます。

　それと，14番，使用料及び賃借料でございます。大きなものとしまては，やはり土地の

賃貸料でございます。９名様の土地を賃貸しておりまして，その賃借料ということでござ

います。あと，夏場宿泊時のシーツ，毛布，ベッドパットなどの賃貸料もこの中に含まれ

ております。

　その下になります。緑化推進事業であります。主なものとしましては，負担金補助及び

交付金の中の負担金でありまして，県公園緑化推進協議会，県緑化推進機構への負担金を

計上しております。補助金といたしまして緑の少年団活動費でありまして，松葉小学校，

城ノ内小学校への活動への補助を計上しているところでございます。

　住宅管理費に移ります。まず，職員給与費住宅分でございまして，２名分の計上です。

これも所管となるところでございます。

　その下でございます。市営住宅管理費であります。主なものとしましては，まず，11番

の需用費であります。これにつきましては，退去に伴う修繕費が計上してございます。

　13番の委託料です。市営住宅管理システム保守と施設の除草でございます。これにつき

ましては，富士見住宅の除草をこれで委託しております。

　下にいきまして，15番の工事請負費であります。これにつきましては，市営奈戸岡住宅，
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砂町住宅の共用部のＬＥＤの工事を計上しております。

　18番の備品購入費としまして，浴槽の２台を計上しているところでございます。

　147ページをお開きください。

加藤市民生活部長

　147ページ，中段ほど，公民館費がございます。コードナンバー01030700都市再生機構

公民館償還金，これは，松葉地区公民館の駐車場用地取得費と長山地区公民館建設費の償

還金となります。

　説明については以上となります。

山宮委員長

　これより質疑を行います。

　質疑に当たっては一問一答でお願いをいたします。また，質疑及び答弁におかれまして

は，挙手をされるようお願いいたします。

　それでは，質疑ありませんか。

　後藤光秀委員。

後藤（光）委員

　少しだけいいですか。99ページなんですけれども，一番下の不法投棄対策事業について，

処理困難物処理のこの委託料，委託先というのはどういうところなんでしょうか，ちょっ

と教えてください。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　処理困難物につきましては，コンクリートがらとか廃タイヤに分けて処理をしていると

ころでありまして，具体的にはそういった集める箇所がありまして，土浦先だったと思う

んですけれども，ちょっと名称は忘れましたんで，すみません。

山宮委員長

　後藤（光）委員。

後藤（光）委員

　ありがとうございます。わかりました。

　あと，119ページの道路維持補修事業の15番，道路標識表示変更工事，これは先ほど部

長のご説明で佐貫駅名改称に伴って道路標示を変更するということだったんですけれども，

どんな変更をされるのかちょっと具体的に教えてもらっていいですか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　道路標識表示変更工事につきましてですが，信号機や交差点内に「佐貫駅」と書かれて

いる信号機の書かれている表示を「龍ケ崎市」と直していく形になります。それと，この

中には佐貫駅東口広場にある大きい四角い龍ケ崎市のサイン，誘導サイン看板ですが，色

あせしているので，それの塗装もやりかえ，それらを含めた工事費となっております。
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山宮委員長

　後藤（光）委員。

後藤（光）委員

　ありがとうございました。

　最後なんですけれども，125ページの一番下の都市公園管理費で，次のページになりま

す。一番下の15番のところで，龍ヶ岡公園親水施設改修工事で，先ほど水時計の改修とい

ったご説明だったと思うんですけれども，ちょっとこれもまた具体的に教えてもらってい

いでしょうか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　親水施設工事，こちらにつきましては，現在，水時計の柱があるところから水が時間に

よって出てくる仕組みになっているんですが，そちらのポンプが今，故障しておりまして，

そちらを直すのと，それと防水のほうがそろそろ弱ってきていますんで，そちらの防水工

事もあわせてやっていく形になります。

山宮委員長

　後藤（光）委員。

後藤（光）委員

　ありがとうございます。

　これ1,200万って結構高いなと思ったんですけれども，そのポンプの故障しているのを

直すといったことだと思うんですが，こうやって今まで故障したことって，これまである

んですか，ほか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　ご質問のポンプの故障，今まで故障してからちょっと直す予算のほうを確保できずにい

まして，ようやく来年度で着工していこうかというような状況でございます。

山宮委員長

　後藤（光）委員。

後藤（光）委員

　わかりました。ありがとうございます。

　その下の，龍ヶ岡公園ステージ改修工事なんですが，床の張りかえというご説明だった

と思うんですけれども，この床の張りかえって，木でできた床を全部，全体ということな

のでしょうか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長
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　たつのこステージの床全部と正面から上がる階段，あれも板になっていると思うんです

が，あちらも全部張りかえる形になります。

山宮委員長

　後藤（光）委員。

後藤（光）委員

　ありがとうございます。

　これもちょっと結構高いんだなと思ったんですけれども，ちなみに，今，予定されてい

るその改修工事の期間とか，いつ頃を予定されているのか，どれぐらい期間かかるのかと

か，その辺教えてもらっていいですか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　床の張りかえ工事につきましては，入札をかけて約３カ月程度かかるかなと思います。

それと，ポンプにつきましては，地下のほうに入っているポンプですので，こちらも３カ

月はかかるかなと思っております。

山宮委員長

　後藤（光）委員。

後藤（光）委員

　３カ月，結構かかるんですね。

　いろいろイベント等があると思うんで，そういうところにかぶらないように，ぜひもち

ろんその辺考慮していると思いますけれども，あともう１個なんですけれども，そのステ

ージの改修工事に当たって，あれスピーカーとかありましたよね，たしかね，スピーカー

とかも上にありますよね。音響，それって所管じゃないですか。じゃ，いや，その辺って

ご検討されたのかなっていうか，結構割れちゃっているんですよね，あれね，音が，音響

は。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　音響設備の話でよろしいですか。

　音響設備は，今のところはまだ大丈夫ではないかとは思っているところなんですが。

山宮委員長

　後藤（光）委員。

後藤（光）委員

　ありがとうございました。

　結構いつも私，いつもいって，ごめんなさい，何回か見ていて思ったんですけれども，

あそこの音響が結構間に合ってなくて割れちゃっていて，だから，ほかに別に音響のスピ

ーカーをつくってというふうにやるのが，ほぼ今のやり方だと思うんですけれども，そう

すると，結構もったいなというふうに思っていたんで，その辺ちょっと見直したりするの
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もいいんじゃないかなと思いましたので，今後ぜひその辺はちょっとご検討ください。

　以上です。

山宮委員長

　ほかにございませんか。

　福島委員。

福島委員

　幾つかお聞きしたいと思います。まずはじめに，59ページ，下のほうの下４桁3560市民

窓口ステーションなんですけれども，７月オープンということで先ほどご説明ありました

けれども，出張所機能が主かなとは思うんですけれども，西部出張所，東部出張所との違

いといいますか，その辺ちょっとどのように差があるのかというのをご説明いただければ

と思います。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　現在の東部出張所，西部出張所ございますけれども，それと現在のこちらの市役所本庁

ですね，そちらの間ぐらいの機能を行おうかというふうに考えております。具体的には，

出張所業務はもちろんのこと，それに土日しか来られない方，結構いらっしゃいますので，

パスポートの交付，またあと，個人番号カードの交付，それとあと，転入者の方の学校の

入学届，そういったことをメーンに考えております。

　また，こらちのほうは，今後もいろいろな皆様のご要望を聞きながら，改善していきた

いなというふうには考えております。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　ありがとうございます。

　前にもちょっと委員会の中でお話ししたことあるんですけれども，日々，買い物の方が

たくさん通る場所ですから，いろいろなサービス機能をこれから付加していっていただけ

ればと思いますので，よろしくお願いします。

　続きまして，61ページ，下のほうの公共交通対策費のまちづくり協働事業，ご説明で段

ボールという話がありましたが，詳しく教えていただきたいと思うんですけれども。

山宮委員長

　休憩いたします。

　午後１時，再開の予定であります。

【休　憩】

山宮委員長

　休憩前に引き続き会議を再開いたします。

　執行部より発言の申し出がありましたので，これを許可いたします。

　菅原都市環境部長。
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菅原都市環境部長

　先ほど歳出の説明の中でページ数95ページになります。衛生費の保健衛生総務費の中で

コード番号01015500職員給与費の保健衛生の欄でございます。これにつきましては，所管

でございます。それと，人数につきまして確認がとれていなかったので，人事行政課に確

認いたしましたところ８名分でございます。

　以上でございます。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　先ほどの後藤光秀議員の質問についてお答えを申し上げます。

　99ページの不法投棄対策事業におきます委託料の処理困難物処理の中でのタイヤでござ

いますけれども，こちらにつきましては，茨城県の茨自販リサイクルセンター，小美玉市

にございます。こちらのほうと契約をしております。それから，コンがらにつきましては，

つくば市の日の丸商事，こちらと委託をする予定でございます。

　以上です。

山宮委員長

　後藤（光）委員，大丈夫ですか。

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　61ページ，公共交通対策費のまちづくり協働事業についてです。詳細についてです。こ

れにつきましては，協働事業提案制度によりまして，龍ケ崎機関車推進協議会という団体

のほうから提案された事業でございまして，主催がそちらのほうになってございます。具

体的には，強化段ボールを使いまして，歴史民俗資料館に展示してあります竜ヶ崎線のＳ

Ｌ４号車，４号機関車を強化段ボールでつくるという事業でございます。４月からボラン

ティアを募集しながら，７月までを目途に製作をしていくという予定になっておりまして，

製作後はいろいろな市内のイベントに展示していくという予定です。

　ちなみに，大きさですけれども，長さでいうと７メートル70センチ程度，幅ですと２メ

ートル20センチ，高さでいうと3.4メートルぐらいの大きさになりますが，結構な大きさ

になろうかと思います。

　以上でございます。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　ありがとうございます。

　長戸小学校でつくるということですけれども，段ボールですから耐久性というのもある

んでしょうけれども，できるだけ多くの市民の皆さんの目に触れるように活用していただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

　続きまして，63ページ，上のほうですね。1004050市民交流プラザ管理運営費なんです

けれども，以前からご説明ありまして，今コミュニティセンター，各地にあるものは，ど

ちらかというと高齢の方々が集まって活動しやすい形になってしまっているので，若い世

代の方たちが集まって活動できる場所にしたいというような説明があったかと思うんです

が，具体的にイメージしている事業とか，そういったものがあれば教えていただきたいん
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ですけれども。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　市民交流プラザについてでございます。ただいま福島委員のほうのご質問にありました

とおり，コミュニティセンターにつきましては，シニア層の方の利用が多いといったよう

な状況でございます。そういったことから，子育て世代を対象としたソフト事業を展開し

たいと，その具体的なソフト事業，今，考えているところのものについては，例えば親子

のイベントとしての木製のおもちゃ広場であったり，あと，茨城県立近代美術館の出前イ

ベント等がございますので，そういったものもやっていきたいと，また，そのほかちょっ

としたお子さんが楽しめるようなサイエンスショーであったり，あとは人形劇といったよ

うなソフト事業のほうをやっていきたいというふうに考えております。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　これはオープンというのは，いつ頃なんでしたっけ。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　オープンにつきましては，28年の10月中にはオープンさせたいというふうに考えており

ます。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　新規に，既存の建物であるといっても新規にできるスペースなわけですから，そのオー

プンに合わせて，ある程度大々的な告知も含めてオープニングイベントというのがあった

らどうかなと思うんですけれども，いかがでしょうか。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　オープニングイベントについてでございますが，今度の交流プラザの周りのロケーショ

ンといいますか，そういったところに合わせまして，現在考えておりますのがバイオリン

などの弦楽器奏者による演奏会，ミニコンサートといったものをオープニングイベントと

して考えてございます。

山宮委員長

　福島委員。
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福島委員

　なるべく多くの市民が集まって，楽しめるような施設の運営をぜひお願いしたいと思い

ます。

　それでは，次の質問に移ります。67ページ，真ん中辺の5300防犯活動費の中の防犯カメ

ラの設置５台ということでご説明ありましたけれども，具体的に設置場所というのを教え

ていただけますでしょうか。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　具体的な箇所ということでございますが，平成26年度から防犯カメラにつきましては，

警察との協議が進んでいる14基を段階的につけている状況です。その中で，まだ８基ほど

残っておりますので，その中の８基のうちで警察と協議しながら，犯罪，また，不審者情

報等が多い場所の交差点を中心に，まず３基をつけていきたいと，残りの２基につきまし

ては，各地域でいろいろ防犯についての意識が高まっている中で，コミュニティセンター

の付近でつけてほしいとか，そういうお話もありますので，市内をよく見ながら，そうい

った需要の高いところを２カ所ばかりつけていきたいと考えております。

　以上です。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　とりあえず，この５台ということでしたよね。この５台の設置場所は，まだしっかりと

定まってはいないということでよろしいでしょうか。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　はい，それにつきましては３台分の警察分につきましては，来年度分つけたい箇所とい

うことで，警察と協議の通知を出して，今，協議しているところでございまして，残りの

２台につきましても今後検討していく予定になっております。

　以上です。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　いろいろなところで要望があると思うんで，決まり次第，また，お知らせいただきたい

と思います。

　それでは，次にいきます。113ページ，真ん中の20600市街地活性化対策費の中の（仮

称）まちなか再生プラン基礎調査，来年度どのように進めていくのか具体的なところが決

まっていればお知らせください。

山宮委員長

　島田商工観光課長。
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島田商工観光課長

　こちらにつきましては，平成14年３月に中心市街地のほうの活性化基本計画が10年を経

過し，現在迎えているわけなんですが，それにつきまして，例えば進んでいるもの，ある

いは未達成なものというんでしょうか，そういったところのまず評価をすべきではないか

というふうに考えております。そういったところから，計画の準備行為といたしまして，

平成28年度はその中心市街地のほうの市民の方を中心にアンケートをとりましたり，今後

進める市民との方の検討会を進めるに当たってのコンサルティング，業務支援，そういっ

たところを委託契約をしたいと，そのように考えております。

　以上です。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　まだ，その委託先というのはどういった感じのところかは，これからということでしょ

うかね。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　はい，ただいま申し上げましたのは，行政のほうで考えたところでございまして，新年

度に入りましてから入札によりまして業者のほうは決めていきたいというふうに考えてお

ります。

　以上です。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　これもまちなかの特に若手の事業者たくさんいますので，いろいろな方の声を反映して

進めていっていただくようにお願いしたいと思います。

　続きまして，その下のほうの龍ケ崎コロッケ日本一事業，これは10月に予定されている

イベントということで把握しているんですけれども，これは商工会への交付金ということ

でしたでしょうか。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　はい，こちらは商工会への交付金となります。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　このコロッケ日本一になった活動の中には，コロッケクラブの活動も大きく影響してい

たかと思うんですけれども，この事業に関してコロッケクラブとの関連性というのは，何
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かどういったものがあるんでしょうか。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　もちろん中心となってやっていただける方だというふうに思っております。本年度につ

きましては，平成28年度におきましては，先ほど委員からありましたとおり，10月を予定

しておりますが，そのイベントの内容ですとか，そういった様々な企画といいますか，そ

ういったところにおいてはコロッケクラブの方に活躍をしていただきたいなというふうな

内容で考えております。

　以上です。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　コロッケクラブと商工会，また直接の関係というのは薄い部分もあるかと思うんで，コ

ロッケクラブの皆さんにも，ある程度配慮した事業になるようにお願いしたいと思います。

　それでは，その下のほうんなんですけれども，20700市街地活性化施設管理運営費の中

の工事請負費，市街地活力センターまいんの工事なんですけれども，このスケジュール的

なものだけ教えていただきたいと思います。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　今，委員のほうからスケジュールということでありましたが，今回の工事のいわゆるボ

リュームといいますか，期間で考えますと，おおよそ４カ月というふうに想定をしており

ます。もちろん町なかで行われる工事でもありますし，まいんを利用される方がいらっし

ゃる施設でもありますので，商工会とも調整の上，適切に対応してまいりたいというふう

に考えております。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　まだ，いつ着工で，いつ完成するというのは，まだこれからということでよろしいでし

ょうか。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　商工会との打ち合わせが，まだこれからでございますので，新年度に入りましてから，

そういったスケジュール等々調整の上，図ってまいりたいというふうに考えております。

山宮委員長
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　福島委員。

福島委員

　わかりました。よろしくお願いします。

　それでは，115ページ，観光物産事業の工事請負費，撞舞広場外灯設置工事とあります

けれども，この撞舞広場の概要について教えていただきたいんですけれども。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　平成26年度におきまして，土地開発基金でこちらの既に土地のほうは購入をしておりま

して，ごらんのとおり仮称という名称で，まだ広場についてはなっております。

　平成28年度におきましては，先ほど部長のほうからも説明がありましたとおり，防犯灯

のようなＬＥＤの単独柱のＬＥＤ照明を三つつける予定でございます。こちらにつきまし

ては，撞舞保存会，あるいは鳶職組合，さらには観光物産協会と綿密に進めている事業で

もありますので，今後のスケジュールといたしましては，何年間にわたってというふうな

考え方でおるんですが，例えば，本柱，練習柱，あるいは撞舞の所要の備品等もあります

ので，こういったものを，この広場のほうに順次設置をしていきたいなという計画で考え

ております。現在のところ，その詳細なスケジュール等は決まってはおりませんですが，

まずもっては，その土地のほうへの不法投棄といいますか，あるいは広場については暗い

部分がありまして，地元の方も不安ということから，一番先に照明で安心・安全というと

ころの工事を28年度においてさせていただきたいなというふうに考えております。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　ありがとうございます。

　日常的なこの広場の活用というのは，何かお考えがあるんでしょうか。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　特段使用というものはございませんが，３月の26，27が般若院のシダレザクラのライト

アップも計画しております。この般若院の桜につきましては，ホームページ等々では市役

所をご利用いただいて，歩いて般若院のほうまで見に来てくださいとのＰＲをさせていた

だいているところでありますが，昨今はカーナビゲーションなどで直接般若院のほうに伺

ってしまう方も多いというふうに聞いております。そんなところから，これからの調整で

はありますが，まあまあ般若院のほうが交通渋滞，あるいは駐車場等で困っているという

場合がもしありましたならば，根町の方と協議をしながら，そういったところの臨時的な

車の回転ですとか，あるいは多少なりの駐車ということも利用できるのではないかという

ような考え方で，現在，調整を進めているところです。

山宮委員長

　福島委員。

32



福島委員

　わかりました。ありがとうございます。

　それでは，121ページ，22800道路改良事業なんですけれども，佐貫駅東口駅前広場基本

設計のところなんですけれども，この駅前広場，ロータリーの改修が終えるそのスケジュ

ール，予定されているものがあればお知らせください。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　駅前広場の改修スケジュールということでございますが，平成27年度，今年度におきま

して，一応交通工学の専門家である交通工学教授を交えた中で，いろいろなアンケート調

査やら駅前広場の動態調査，これを行いまして，平成28年度には，それらを踏まえた中で

検討会議等を立ち上げまして基本設計のほうに入っていきたいと，その調査の中で，駅前

広場がかなり混雑状況と今の交通の流れ等の解析ができ上がってきますので，無駄なスペ

ース等も出てくる可能性がありますので，そういった中で基本設計の中で余剰スペース等

をどう活用するかとか，その辺のところも検討していきたいということになります。そう

いった検討会議を経て，29年度に実施設計，詳細設計ですね，細かい外灯やら地下排水，

その他の詳細な設計を行いまして，30年度で工事を完成させたいという思いで頑張ってい

るところでございます。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　やはり車を利用されている方，渋滞のことは常日頃よく耳にしますので，一応目安は平

成30年の完成ということで予定しているということですね，はい，わかりました。よろし

くお願いします。

　続きまして，125ページ，真ん中辺ですね，23950佐貫３号線整備事業なんですけれども，

これもロータリの改修とともに，この道が整備されれば大分佐貫周辺の渋滞緩和にもなる

のかなと思っているんですけれども，これも道路が完成するまでのスケジュールというの

が予定されているものがあれば教えていただきたいと思います。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　佐貫３号線につきましてのスケジュールといたしましては，まず，今年度ですね，今年

度が，ここ都市計画決定道路になっておりまして，基本設計の中で現在の都市計画図面の

中に画かれている線形，これを図上で拡大しまして，その線形がどの位置に入ってくるか

というような調査と，富士の下踏切というのですが，庄兵衛新田地区にある踏切，前の日

立照明の会社のほうへ入っていくところの踏切，その辺の扱いをどうするかというような

ことを今年度検討いたしております。

　来年，28年度につきましては，基本設計，道路の予備設計ですね，こちらを入れていき

まして，正式な協議，ここから始まっていくのですが，まず，踏切関係でＪＲとの協議，

それから，踏切のところへ持ってくる交差点については茨城県警との協議，それと，接続

する部分，今現在でき上がっている部分の接続する部分，あそこに江川が流れていまして，

あれに対する橋，それから，こちらの田んぼの中は相当な軟弱地盤地帯，これに対する道

33



路を築造するに当たっての工法ですね，どういった工法を採用して地盤沈下等を抑えてい

くか，その辺の予備的な調査を行っていきたいと思っております。29年度にそれをもとに

詳細設計という形で入っていきたいと思います。

　それから，用地買収のほうがかなり１キロ強ありますので，用地買収が想定では約平成

33年ぐらいまでかかるかなという想定をしているところでございまして，工事のほうはそ

の用地買収，ある程度の距離ができれば進めていくことができますので，工事も並行して

やっていきたいとは思っているところなんですが，全て完了まで行くのには最短で平成27

年から平成35年の９カ年を見込んでいるところでございます。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　まだ先の長い話だとは思うんですけれども，その最短のスケジュールでできるようにご

努力のほうをお願いしたいと思います。

　最後ですけれども，127ページ，一番上のほうの工事請負費，先ほど後藤委員のほうか

らも質問あったんですけれども，一つだけ，龍ヶ岡公園のステージの改修で，この床の張

りかえということなんですけれども，床材は従来と同じようなものを使うんでしょうか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　床材につきましては，従来と同じものを使っていきたいと思っております。床板でのス

テージというのはなかなかないんで，風情があっていいのかなという形で，そのままやっ

ていきたいと思っております。

山宮委員長

　福島委員。

福島委員

　風情があっていいと思うんですけれども，あれできた当初に，結構釘が打つつけてある

ような感じで，はだしだとちょっと危ない，けがをするようなことがあるって，できた当

初から聞いていたものですから，はだしでも利用できるようなステージだといいんだけれ

どもななんて声があったものですから，なるべくそういうけが防止なんかも考えていただ

いて，何かいいステージにしていただけるようにお願いしたいと思います。

　以上です。

山宮委員長

　ほかにありませんか。

　坂本委員。

坂本委員

　よろしくお願いします。43ページの雑草除去受託，約20ヘクタールですよね。この歳入

があって，現実的に出ていくのが99ページだと思うんですが，99ページの環境衛生対策費

の除草の除去ということで，2,110万4,000円，この辺の数字のこの違いというのは，経費

か何かということなんでしょうか。
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山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　歳入で見てますのが，先ほどの43ページ，これ単価を100円で想定をして見込んでおり

ます。

　そして，先ほどの99ページにおきましては，入札等があって下がってくるということを

見越して，97円70銭で想定をしておるものでありまして，その辺の差異によってなるもの

であると思っております。

　それで，消費税が絡んでいますので1.08掛けますと増えます。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございます。

　この辺，でも，結局はあれですよね，この除草を委託されてやるという形でしょうから，

そこに対して経費分，もう少し逆に100円じゃなくて110円取ったりとかということも検討

されたほうがいいと思うんですよね。中にはきっと草刈り，空家対策じゃないんですけれ

ども，苦情があって刈るような場所なんかもきっと中にはあると思いますので，その辺の

単価というのは，もう１回ちょっと見直ししたほうがいいのかなというふうに思ったので，

その辺は検討してください。

　続きまして，61ページです。公共交通対策費です。深夜バス，今回試行ということで，

まずやってみようということで，試みとしてはすごくいいなと思うんですが，要はこれも

現実的には，ただやるというわけじゃなくて，ある程度想定されて，１日２便とか，そう

いう考えをしているんだと思うんですが，一応利用者数とか金額とかというのは，どの辺

で設定されているんでしょうか。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　利用者数，想定と申しますか，まず，便数につきましては２便を予定しております。関

東鉄道竜ヶ崎線が11時19分に最終電車が出てしまった後に２便を予定しておりまして，東

口を出発して竜ヶ崎駅までで１便目は23時45分，２便目が24時20分，ただ，ＪＲ常磐線の

最終便についての対応は，申しわけございませんが，タクシー事業者との調整がなかなか

難しいものですから，それにつきましてはタクシーのほうをご利用いただきたいというこ

とでなっております。

　関東鉄道からのこのお見積もりをいただいたときに，１日50人の利用，毎日乗っていた

だければ，採算がとれる事業だということで，490万円程度の見積もりをいただいており

まして，その予算を計上しているところでございます。

　試行運行ということでございますので，５年程度は試行でやらせていただければと思っ

ておりますので，また，これについてもアカデミックなことでいくと，予算のこともある

ので４年半の実施を受けて検討するというような状況だと思っております。

　以上です。

山宮委員長

　坂本委員。

35



坂本委員

　ちなみに，単価は。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　料金につきましては，佐貫駅東口から竜ヶ崎駅まで乗った場合，運賃が410円になりま

す。

　以上です。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございました。

　結構いい値段だなと思うんです。でも，あくまで利益を求めてやっているものじゃなく

て，あくまでその後のフォローアップということでの試行と思いますので，そういった意

味では試みとしては，すごくいいなと思います。ただ，新規事業ですので，ＰＲとか，そ

の辺というのをもうちょっと周知をしていったほうがいいのかなと思いますので，その辺

を十分ＰＲのほうをお願いしたいと思います。

　次です。63ページです。定住促進事業です。住み替え支援費ということで2,500万です。

ある程度の件数とか話は出てきていたのですが，これって，たしか去年からやっていると

思うんですよね。きっと去年の実績ベースか何かで，件数を出してきていると思うのです

が，その辺の件数が何件だったので，この件数にしましたということを説明していただけ

ますか。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　定住促進事業でございます。今年，平成27年度からということで開始しました事業でご

ざいます。27年度については103件ということでございます。今回予算については基本額

として，大体170件を予算要求しております。これは平成27年度も予算要求時には170件を

させていただいております。この170件については，平成25年当時の資料等を勘案して計

上させていただいたということでございます。今年度については，その170件を予想とし

て計上させていただいたというような状況でございます。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございます。

　今年まだ始まったばかりで今年やっていた段階だったんで，もしかしたら，すごく殺到

していたらこの金額で大丈夫かなということがちょっとあったものですから，その辺の話

をさせていただきました。これもやはりあくまで住み替え支援で，龍ケ崎定住促進につな

がる事業ですので，ＰＲのほうをお願いしたいと思います。

　続きまして，67ページです。
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山宮委員長

　坂本委員，すみません。木村課長のほうからちょっと挙手がありましたので，どうぞ。

木村都市計画課長

　すみません。訂正をお願いします。103件申請がありまして，１件はちょっと資格がな

いということで，実際に交付を決定したのは102件ということでございます。申しわけあ

りません。訂正をお願いいたします。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございました。

　それでは，続きまして67ページにいきます。防犯カメラ，先ほどお話しがあったんです

が，これはちょっと質問というよりは要望になってしまうんですけれども，前に自治会の

ほうで防犯カメラ，自分たちでつけたいなという自治会がありまして，その要は，その撮

ったカメラの画像をどういう管理するとか，そういった規約というか，そういうのをはっ

きり固まってからじゃないと，なかなか自治会に落とせないかなという話はしていたんで

すが，今回この防犯カメラ，あくまで交差点と，先ほど言っていたコミュニティセンター

ということだったと思うんですが，ほかにも今，公園なんかにもついてきているわけです

から，そういった意味ではそういった自治会単位とか，そういった形の，こちらにつける

というわけではないと思うんですけれども，そういう推奨というか，そういった考えとい

うのはあるのでしょうか。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　防犯カメラにつきましては，やはり各テレビ等々でいろいろ犯罪捜査の手段になってい

るということで，かなり意識としては高まっておりますので，現在，例えば自治会もしく

は商店会とか，そういった団体がつける場合についての助成ですとか補助について，今い

ろいろ全国の事例を参考にしながら検討しているところでございまして，一番やはりそう

いった任意の団体がつける場合のプライバシーとか，そういうところで地元のご理解が必

ず得られていると，説明会を必ずやってもらうとか，そういったことがいろいろ基準とし

て，ほかの自治体を見てみますとありますので，そういったものを総合的にちょっと調べ

て検討してみたいと思っております。

　以上です。

山宮委員長

　質問される方に申し上げます。

　質問される場合には，ページ数，コードナンバーを言っていただいてから質問のほうを

よろしくお願いいたします。

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございました。

　それでは，防犯カメラのほうは順次内容をいろいろと調べていただきたいと思います。

　続きまして，69ページです。コードナンバー下４桁6095空家対策事業です。今年度中に
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空家の調査ということで市内関係を調べていっていると思うんですが，その調査の結果，

この空家対策の計画を今度委託をして，どういう形にしていこうかということでやられる

んだと思うんですが，これ現実的なところで，大体いつぐらいに発注をして，成果として

上がってくるのはいつぐらいと想定しているのでしょうか。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　実態調査の件でよろしいかと思います。契約としては６月30日までに実態調査の報告書

を上げていただくということになっておりまして，今回一般質問でもお答えしたんですけ

れども，２月いっぱいで，ある程度市内の空家については全戸調査は一応おおむね終わっ

ているという状況ですので，今度は，所有者の特定を行って，所有者に意向調査をして，

今後の利用状況などを把握した上で一件一件のデータベースのカルテをつくって，報告書

としてまとめていただく予定になっております。

　以上です。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　それで，今度その先のこの空家対策の計画策定に今度移行すると思うんですが，これの

スケジュールというか，その辺はわかるでしょうか。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　これにつきましては，来年度いっぱいで計画をまとめていくという予定になっておりま

して，逆算をしていきますと，10月過ぎ，11月までにはパブリックコメントをかけていく

予定でございますので，その案がまとまっていくような状況かと思います。

　以上です。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　特に空家に関しては，もう各議員，一般質問でこれだけ話をしているということは，や

はり注目がありますし，逆に言うと，もうそれだけ取り組みというのはしなくちゃいけな

いところだと思いますので，この辺十分注意して，計画のほうを進めていただきたいと思

います。

　続きまして，99ページです。コードナンバー6600環境行政推進費の中の環境フェア，毎

年やられている事業なんですが，これは，前にもちょっとお話ししたんですが，なかなか

環境フェアだけだと，裏で豊作村でもイベントはやっているんですが，なかなかあそこの

場所だと人が集まることが少ないといいますか，なかなか苦しんでいるなというふうに見

ているんですが，今年も一応計画としては同じような形でやる計画なのでしょうか。

山宮委員長
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　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　確かに，ほかのイベントとタックを組めばいいんでしょうけれども，やはりあの時期で

すと，湯ったり館の豊作祭り，あの部分とあわせてということで，なおかつ塵芥処理の事

務所をお借りしましてやっているものですから，あそこが一番ベターであるのかなと，今

年度も考えております。

　以上です。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　前にちょっとたしか雨で中止，台風か何かで中止になったときに，商業祭りか何かのと

きにイベントとして，ブースとして，たしか出られたときもあったんですよね。だけれど

も，なかなかやはり急にぽんと行ったんで人も集まらなくて，ＰＲもなかなか難しかった

と思うんですが，ですから，あくまで，環境フェアなんで，ごみ処理場を見ていただくと

いうのも一つだと思うのですが，小学生が見て見学する分にはいいでしょう。一般の人が

ぱっと来て見ても，なかなか楽しめるものではないと思う。リサイクルやっていると言っ

ても，なかなかＰＲするスペースがもうちょっと実は難しくて，それを考えるとちょっと

何か外に出ていくような形というのも，そろそろお考えになってもいいのかなと思います

ので，改めて提案させていただきます。

　続きまして，101ページです。コードナンバー7100公害対策費です。その負担金の牛久

沼流域水質浄化対策協議会という会があるらしいんですが，どのようなものなんでしょう。

要は牛久沼，これから道の駅等々，佐貫方面やろという，いろいろ計画をされている中で，

牛久沼の活用というのがこれから進んでいかなければいけないんだろうというところで，

ちょっとこの名目を見ると，どんなことをしているのかという質問がしたくなったので，

お願いします。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　この水質浄化対策協議会には，流域の４市，龍ケ崎，牛久，つくばみらい，つくば市と

４市が入ります。そして，そこに関係団体であります土地改良とか，あと関連団体が入っ

て，この水質浄化に向けての協議を行っているところであります。

　なおかつ，うちの中山市長がその会長になっておられまして，その牛久沼をきれいにし

ていこうということで，いろいろな中で協議を図っているところでありまして，今年は牛

久沼の湖底を，釣り協会によりまして清掃していただいた。つい先だって，５日間におい

て清掃していただいて，中から自転車やらテレビやら，そういうものが全部上がってきま

して，それを無料で回収をしていただいたということで，こういったことを行っておりま

す。

　以上です。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

39



　ありがとうございました。

　さっき４市って，あれ５ではないん，どこかつくばが抜けている……

　取手が抜けている，取手が入っている，すみません。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　取手は入っていません。つくば市，つくばみらい市，龍ケ崎，牛久です。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございました。

　でも，そういった今の協会とかにそのごみを拾っていただいているとか，そういったと

ころのＰＲとか，そういったものも必要なのかなと思うんです。根本的なところからの考

えだとは思うんですが，やはりこういった事業をしていることでも，やはり市民の方にＰ

Ｒをしていって，今，佐貫方面にみんな目が集中していますので，そういったところでは

話をどんどんと進めて，さらに牛久沼で人が泳げるぐらいの浄化をしていただければと思

います。

　続きまして，111ページです。コードナンバー9900土地改良整備事業です。負担金の中

で工事の負担金ということなんですが，板橋伊佐津線，あと，圃場整備の利根北部ですね。

川原代はこれからの話でしょうから，いいんですが，この上二つに関して，いつ頃までの

事業なのかというのはおわかりでしょうか。要は，いつ頃終わるのかなと思いまして。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　まず，板橋伊佐津線ですが，こちらの工事完了予定が平成28年度でございます。そして，

利根北部地区，こちらにつきましては工事完了予定が平成32年度となっております。

　以上です。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　農免道路は，来年度で終わりということ，28年ですからね。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　板橋伊佐津線につきましては28年度が予定となっております。

山宮委員長

　坂本委員。
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坂本委員

　ありがとうございました。

　この辺については，もう時期だけ教えていただければ大丈夫だったんで，すみません，

続きます。

　次ですね。113ページです。コードナンバー0700市街地活性化施設管理運営費，工事費

の中のまいんの外壁と屋根防水がやられると思うんですけれども，これちょっと提案だけ

させてください。塗装ですよね。ですから，やはりあそこら辺，町なかですから，そうい

った意味ではカラーリングとか，あと「まいりゅう」のイラストですとか，そういったと

ころをちょっと考えていただいたほうがいいのかなと，特にあと，工事の期間につきまし

ては，やはりコロッケの祭りも今回ありますし，商業祭り，あと夏のお祭りもありますの

で，そういったところは避けていただいてということでお願いしたいと思います。

　続きまして，いきます。117ページです。ちょっとこれ内容がわからなかったので教え

ていただきたいんですが，コード番号で下４桁1500公共施設維持補修事業というのがあり

まして，次のページに道路維持補修修繕というのが2400があるのですが，これ先ほど，産

業廃棄物処理ということで，両方とも何かアスファルトの舗装とか，そういうようなとこ

ろだったと思うんですけれども，この違いというか中身は何が違うのかなと思いまして，

その辺お願いいたします。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　公共施設維持補修事業と道路維持補修事業，こちらの中身，処理量とかその辺，コンク

リートがらとかアスファルトがらの処分は同じものですが，公共事業施設整備事業のほう

は公園とか，そういうところのも入ってきております。それから，道路維持補修事業につ

きましては，龍ケ崎市道全部の箇所ということで道路だけの補修事業になっています。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　公共施設維持のほうには道路の補修とかは入っていないくて，あくまで公園とか違った

ところの施設の中の修繕したやつですよということで，区分けでたまたま分かれていると

いうことでいいですよね，はい。

　単価とかは，まさか一緒ですよね，はい。わかりました。ありがとうございます。

　あと，119ページのほうの道路維持修繕事業ですね，2400のほうなんですが，清掃作業

所の交通整理ということで，交通整理員が入っているんですが，これというのは，あくま

で自営というか市役所の職員たちがやるときに使う交通整理員ということでよろしいでし

ょうか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　はい，そのとおりでございまして，一応38日分を予定で入れております。

山宮委員長

　坂本委員。
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坂本委員

　ありがとうございます。

　よく安全管理とかっていろいろ話出ると思うんですけれども，今の安全管理って，もう

職員もそうですが，業者もそうですけれども，ほかの一般市民にけがをさせるようなこと

って，仮囲いをしているので，まずないとは思うのですが，本当に交通整理員をやってい

るということは，車の通行する中での作業，要は草刈りとかやっているということで，違

った事例で結構今，交通整理をしているのだけれども，気がつかなくて一般の車が逆に作

業員のことを事故させてしまうということもありますので，そういった意味では，こうい

った交通整理員を逆に違ったところに委託をしてやる，お願いをするということでしょう

から，その辺の安全な教育とか，そういったものはしっかりとしていただきたいなと要望

をしておきます。

　続きまして，121ページです。2800道路改良事業なんですが，この市道１－３号線，２

－４号線という道路標示があると思いますが，この辺ってなかなか我々これを言われても

場所がわからなくて，そういった意味では，この表示を逆に括弧書きでどの辺だよという

のを入れていただくとわかりやすいと思うのですが，その辺はいかがでしょうか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　確かに私どもにしかわからないところもあると思うんですが，予算書の文字数の関係も

ございまして，地区名までがなかなか入っていかないというのが現実ですが，皆様にお配

りされている予算の概要，こちらのほうで使用して何の何号線という形をとらさせていた

だいていますので，そちらを参考にしていただければ幸いかなと思います。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　わかりました。

　もし，そういうことができるようであれば検討して，こちら見れば場所的なものも，特

に何号線といっても違う地区もありますから，そういった意味では，この地図見ればいい

ことなんですけれども，なかなか予算書だけぽっと見ると，どうしてもわかりにくいとこ

ろがあったので，もしそういったところも表記できればお願いしたいと思います。

　それでは，続きまして，125ページです。都市計画事務費のほうの負担金なんですが，

この辺もちょっと夢の話のような話があって，霞ヶ浦二橋建設推進期成同盟会というのが

あるんですが，この辺というのはどのような道路の話なんでしょうか。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　霞ヶ浦二橋，これは千葉茨城道路を延伸しまして，今の茨城航空，昔の百里基地まで，

霞ヶ浦に二つ橋をかけまして，そこまで持っていくと，それが茨城県の千葉茨城道路，今

の美浦栄線バイパスと大体同じルートなんですけれども，そこを指定している道路になっ

ております。それの促進期成同盟会ということで近隣市町村が集まってつくっているとこ

ろでありまして，県のほうに対して年に１回，要望等を行って，霞ヶ浦のその二橋道路の

早期建設促進を要望しているような団体でございます。
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山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございます。

　霞ヶ浦に大橋をかけて，あの飛行場まで行くぞという，丸い点々がある，本当に未来の

話をされているんだと思うんですが，全体できっと同盟ということでやられているので，

これをどうのこうのということではないんですが，逆に言うと，こういう霞ヶ浦二橋の話

があるのであれば，美浦栄線のほうの早期完成といいますか，龍ケ崎市内のというための

何か同盟みたいなものをつくって，逆につくるというのはあれかもしれませんが，そうい

ったことがあるんでしょうか。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　美浦栄線バイパス自体で早期で同盟をつくるということはないんですけれども，この現

実には霞ヶ浦二橋，道路線形からいいますと，今，美浦栄線とある程度重なるような部分

もありますので，当然龍ケ崎市が入っているということは，それがその促進につながると

いうようなことで捉えております。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございました。

　でも，何とか美浦栄線のほう，なるべく早く工業団地のところまでつなげていただけれ

ば，交通量の関係とかも非常にいいと思いますので，その辺関係を考えていただきたいと

思います。

　続きまして，125ページ，……

山宮委員長

　坂本委員，菅原部長が挙手をされておりますが，よろしいでしょうか。

菅原都市環境部長

　すみません。補足でございます。美浦栄線の延伸につきましては，別団体で同郷会とい

うのがございまして，そちらのほうで鋭意，県のほうには申達しているところでございま

す。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ぜひ力を入れてやっていただきたいと思います。

　続きまして，コード番号下４桁3950佐貫３号線整備事業なんですが，私ちょっと余り聞

いたことがない言葉で，交通量推計ということで，要は新規の道路なので，ある程度の予

測ということで考えていらっしゃるのでしょうか。
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山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　交通量推計，これをこの中で分けて上げてありますが，今までですと，この予備設計の

中にこの交通量推計も含まれた委託として発注していたところでございます。この交通量

推計というのは，道路の企画，道路にはＬＡＢＣＤ交通というものがございまして，この

道路をＡにするのかＢにするのかというような交通量の推計，将来予測を立てる委託でご

ざいます。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございます。

　結局この設計，トータル的なところである程度の道路のＬ交通，Ａ交通変わって，そう

すると，道路の構造から何から全部変わってきますからね，その辺がはっきりしてくるん

だろうというふうに思います。でも，この辺も先ほどお話しあったように，ちょっと地場

の悪い部分が随分多いと思いますので，そういった意味では計画十分，線形から何からっ

て考えれば，いろいろと方法あると思いますので，十分注意してやっていただきたいと思

います。

　私からは以上です。

山宮委員長

　ほかにありますか。

　深沢委員。

深沢委員

　どうぞよろしくお願いいたします。59ページです。59ページの01003560市民窓口ステー

ション管理運営費のところです。先ほど７月オープンで４名の方でやられるということで，

土日もパスポートとか個人番号カードとかいうお話も聞きました。それで，ああいうお店

というのは，年末年始ぐらいしかお休みはないと思うんですけれども，そのお店のあいて

いる間は全部あいているという考え方でよろしいのでしょうか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　基本的には，年末年始以外は全て毎日オープンする予定ではおりますけれども，市役所

内部にあります税と住民基本台帳のコンピュータ，こちらのシステムがとまってしまうと

き，年間数日あるんですが，そちらの日はお休みとさせていただこうかと考えています。

そのときには事前にお知らせしたいと思います。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございます。
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　これだけいろいろなことをやっていただける窓口ステーションですので，ぜひ市民に大

きくアピールしたほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども，イベント的なものは

どうでしょうか，オープンのとき。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　そうですね。とても市民の方に大きな期待をしていただいて，ありがたいところです。

こちらのほうなんですけれども，窓口ステーションの設置場所がとても人通りの多いとこ

ろですので，サプラのほうと協議を重ねながら，何らかの形でオープニングイベントはし

ていきたいと思います。また，そのイベントに限らず，様々な形でＰＲのほうもさせてい

ただこうと思っています。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございます。

　皆様すごく期待をしておりますので，どうぞよろしくお願いしたいと思います。

　次にいきます。63ページです。01004120コミュニティセンター管理費，松葉コミュニテ

ィセンタートイレ改修工事です。この辺の工事期間と安全対策と，そのときのトイレの確

保がどうなるか教えてください。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　松葉コミュニティセンターのトイレ改修工事についてでございます。

　工事の期間につきましては，約90日程度を想定してございますが，工事の具体的な日程

につきましては，コミュニティセンターの職員，また，利用状況を確認しながら進めてま

いりたいというふうに考えております。

　次に，安全対策についてでございます。

　こちらにつきましては，やはり工事ということになりますので，特に資材の搬入の際で

すね，そういった際には利用者の方々に細心の注意を払っていきたいというふうに考えて

おります。また，現場の状況に応じて，適宜，注意看板またはバリケードなどの安全対策

なども講じてまいりたいというふうに考えております。

　なお，利用者の方々に影響があるというような作業が考えられた場合には，休館日に工

事を集中的に行うなどの，そういった対策をしていきたいというふうに考えております。

　また，トイレの確保についてでございますが，松葉コミュニティセンターの正面玄関か

ら入りまして，突き当たりのところに裏口に抜けるドアがございます。そういったことか

ら，建物の裏のほうに仮設のトイレを設置して対応していきたいというふうに考えており

ます。

　以上です。

山宮委員長

　深沢委員。
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深沢委員

　ありがとうございます。

　住民に支障のないように，あるものを休館日にやるということで，支障は住民には差し

さわりはないということでよろしいんですよね。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　工事の中で１階，２階の男女のトイレ，また，多目的トイレの全面改修になりますので，

下の床というかタイルの床をはがすといいますか，そういったときに結構大きな音が出る

場合もございますので，そういったときにつきましては，例えばそういう毎週読書会とか

ある日は避けるなど，そういった配慮をしていきたいというふうに考えております。

　以上です。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございます。

　ぜひいろいろな配慮をしながらやっていただきたいと思いますので，よろしくお願いい

たします。

　次に，久保台，馴馬台コミュニティセンターの非常階段塗装工事，次のページになりま

す。工事期間と安全対策を教えてください。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　コミュニティセンターの非常階段の塗装工事についてですが，こちらは両方とも外側に

非常階段が設置されておりまして，現在，塗装がはがれてさびてきているといった状況で

ございます。こういったことのため，さびを落として塗装し直すというような工事でござ

いますが，工事期間といたしましては，両方とも約45日程度を見込んでおります。こちら

につきましても，安全対策といたしましては，非常階段の周りを足場等で囲いまして，そ

の周りに塗装と，また，塗装はがしをやるものですから，そういったほこり等の飛散防止

のネットをかけるなど，コミュニティセンターの利用者に迷惑をかけないような形で工事

を施工したいというふうに考えております。

　以上です。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございます。

　ぜひ無事故でやっていただければと思いますので，よろしくお願いします。

　次に，71ページです。71ページの01006900住民記録等証明事務費のところです。番号通

知カードは全て配付が済みましたか。
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山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　通知カードにつきましては，昨年12月３日に郵便局のほうで全戸訪問は終わっておりま

す。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　宛先不明の方もいたんじゃないかなと思うんですけれども，その人数とか，受け取り拒

否という方もいたんじゃないかなと思うんですけれども，その人数はどれぐらいでしょう

か。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　先ほど全戸訪問終わったという話をしました。龍ケ崎市内で３万2,644件ございました。

そのうち不在などで戻ってきてしまったのが2,989件ございました。こちらの方々に普通

郵便で再度通知を差し上げております。その結果なんですけれども，３月９日時点になり

ますが，受け取りに来られた方が1,762件，残りの方は宛先不明の方が232件，受け取り拒

否の方が12件，まだ受け取りにいらっしゃっていない方が983件となります。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　この232件と983件ですか，この方の保管期間というのは，これからどのぐらい保管して

いただけるんでしょうか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　国のほうでは３カ月間保管という話でいただいてはいるんですけれども，龍ケ崎は独自

に判断させていただきまして，平成28年度いっぱいは保管する予定でおります。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　龍ケ崎がそんなふうにやっていただけるのはありがたいと思います。

　その平成28年度以降はどうなりますか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。
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谷川市民窓口課長

　こちらのほう，保管期間過ぎた場合は残念なんですけれども，廃棄処分となります。市

民課職員監視のもとで厳重に廃棄させていただきたいと思います。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　マイナンバーカード配付の進捗はどうでしょうか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　これも３月９日現在でのお話をさせていただきます。こちらのほう，Ｊ－ＬＩＳという

ところがあるんですけれども，こちらのほうで受付済みとなった分，マイナンバーカード

を申し込まれた方ですね。こちらが4,700人，そのうちカードをつくりまして市のほうに

届きまして，お客様のほうに届いたよという通知を差し上げた方が2,530人，そのうち受

け取りに来られた方が1,392名となっております。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　その受け取りに来ない方に対する対応，また，マイナンバーカードのこれからの推進は

どのように考えていらっしゃいますか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　取りに来られない方につきましては，来年度以降，また様々な形でお知らせをしたいと

思っております。

　それと，促進のほうなんですけれども，マイナンバーカード，こちらのほう，おかげさ

まで予想以上に非常に多くの方にお申し込みいただいております。国のほうでは龍ケ崎市

は３月末までに約6,300件ぐらいのお申し込みがあるだろうということで推計を出してお

ります。こちらのほうなんですけれども，申請したんだけれども，まだ通知が来ないよと

いうお客様もたくさんおられまして，そちらのほうに対応することとか，あと今現在，取

りに来られる方がたくさんいらっしゃいまして，１階のほうに特設窓口を開いて，そちら

のほうをさせていただいているところなんですけれども，こちらのカードの申し込まれて

いる方の交付を今，第一に考えております。そちらのほうが落ち着いた段階で，様々な形

でその促進のほうを考えていきたいとは思ってはいるんですけれども，市全体のマイナン

バー制度の統括課であります情報政策課，こちらのほうでは普及促進のための指針，こう

いったものを作成しておりまして，こちらのほうで市としての考え方とか促進検討のスケ

ジュールなんかも書いておりますので，そちらを参考に進めていきたいと考えています。

山宮委員長

　深沢委員。
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深沢委員

　マイナンバーカード，また，番号通知カードなんですけれども，なくされたという方が

結構茨城県内でも多いって聞いているんですけれども，龍ケ崎ではどうでしょうか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　通知カードなんですけれども，こちらのほうをなくされたというお申し出があった方，

65件いらっしゃいました。うち４件が自宅外でなくされた方で，残りの61件についてはご

自宅の中でどこかへ行っちゃったよとおっしゃる方とか，あと間違って捨てちゃったよと

いうそういう方になります。個人番号カードについては，今のところ，まだなくしたとい

う方はいらっしゃっていません。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　この番号通知カードをなくされた方はどのような対応をされているんでしょう。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　こちらのほうも国のほうからそういったガイドが出ておりまして，まず，自宅以外でな

くされた方，この方につきましては警察のほうに遺失届を出していただきます。その後，

市役所のほうに来ていただいて紛失届を出していただきます。先ほどちょっと話ししまし

た，自宅でなくされた方についても紛失届を出していただいて，こちらのほう，Ｊ－ＬＩ

Ｓのほうに通知を差し上げますと，今現在の通知カードとかマイナンバーカードと同じよ

うに，向こうのほうで，また再度つくって送られてくるような形になります。ただ，こち

らのほう，今，大変混んでおりまして，３カ月から４カ月かかっているというふうに話は

聞いています。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございました。

　その他トラブルというのはありませんか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　カードの交付に関してのトラブルなんですけれども，こちらのほうは報道等でもご存じ

かと思いますけれども，先ほどのＪ－ＬＩＳのほうのサーバーが全国からアクセスが集中

して，不安定になってしまって，つながらないという事象が頻繁に起こっています。こら

ちのほうで全国的にちょっと交付ができないという事例もたくさん出ています。ただ，こ
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ちらなんですけれども，龍ケ崎は交付に関して直接そのお客様に対面で交付する方法以外

に，郵送でお申し込みいただく方法も独自にとっておりますので，そういった方に対して

の対応，またあと，混雑したときにもそういったことで対応しておりますので，今のとこ

ろトラブルにはなっておりません。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございます。

　これからも丁寧に，またよろしくお願いしたいと思います。

　次にいきます。103ページです。103ページの01017800ごみ減量促進費のところの補助金

です。集団資源物回収助成金，行政資源物回収助成金，このごみの収集は増えていますで

しょうか。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　このごみ減量促進費の中の集団回収と行政資源回収の増えているかどうかという話でご

ざいますけれども，そちらにつきましては，逆に減少傾向にございます。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　課長，減っているというのは，ほかのところのごみが増えているという場合もあります

ので，増やすにはどうしたらいいかなというのは，どんなふうにお考えでしょうか。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　集団資源回収と行政回収のほか，市で集めております資源物の総量は，平成26年度は

4,151トンですが，民間回収分を調査いたしましたところ，3,516トンの回収をしているこ

とが報告されております。合計で7,667トン回収されております。

　そして，この民間回収の要因の一つとしましては，大型ショッピングセンターや新聞販

売店などの事業者による店舗回収が行われたことによりまして，いつでも，好きなときに

排出できるなどの選択肢が増えたことによりまして，市の回収量が減っております。とい

うことで考えております。

　以上です。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございます。

　店舗回収で増えている分には全然問題ないと思うんですよね。違うほうのごみに出され
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ていたときに，そちらのごみは随分増えていますので，市民のところ，回収のところもも

う少しちょっとアピールしながら，この集団と，それから，行政のほうも増えるように，

またよろしくお願いしたいと思います。

　次にいきます。113ページです。01020500商工事務費のところの補助金です。企業立地

促進奨励金，中小企業事業資金制度信用保証料補給金，コミュニティビジネス等起業者支

援，それぞれが先ほど６社分とか，１件50万とか，中小企業にやっているんだよとかいう

お話がありましたが，活用例なんかをちょっとお聞かせいただければと思います。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　まず，企業立地促進奨励金のことでありますが，これは６社ということでございまして，

先ほど委員のほうからありましたとおり６社でございまして，こちらにつきましては，社

名で申し上げますと，全て工業団地の会社でございます。ダイライト，中本パックス，マ

ルタツ，日本板硝子，積水メディカル，ニップン冷食，こちらは現在の企業誘致条例の奨

励金の対象ということで，今年から対象になる方，さらにはこれ３年間税金分が奨励金と

して返される形になりますので，ちょっと重なっている部分あるんですが，平成28年度分

につきましては６社分の予算を計上させていただいたところでございます。

　さらに，中小企業事業資金制度信用保証料補給金のことでございます。こちらにつきま

しては，龍ケ崎市中小企業事業資金信用保証料補給分の要綱に基づきまして，金融機関か

ら融資を受けました中小企業が茨城県信用保証協会に納付すべき保証料を市が全額負担を

するということでございます。

　現在の自治金融，振興金融，こういった資金あっ旋審査会というのを開いておるわけな

んですが，直近の融資の実績をちょっと申し上げさせていただければと思います。

　本年度，平成27年度につきましては３月現在なんですが99件，これ自治金融，振興金融

合わせましてですが，99件の申し込みをいただいております。融資総額につきましては６

億8,570万円，平成26年度と比較をいたしましても，かなり数の融資が伸びているという

ことでございます。

　最後になりますが，コミュニティビジネス等起業者支援でございます。こちらにつきま

しては，２件分のコミュニティビジネスのお申し込みをいただいた場合に予算を計上させ

ていただいたところです。

　平成27年度のお話をさせていただきますと，なかなかこの対象となるところが今回ちょ

っと出ませんで，２件ほどお申し込みをいただいたところではあったんですが，残念なが

ら１件は既に創業されていたということで該当にならなかったと，もう１社の方につきま

しても，ちょっとしばらく見送りたいということで，今回，平成27年度の話ではございま

すが，残念ながら実績はなかったところでございます。

　地域の課題をビジネスの手法をもって解決する，そういった目的のコミュニティビジネ

スということでございますが，現実的には，なかなか対象となるところがないということ

でもありまして，我々のほうでは様々な機会を通しまして，ホームページ，あるいはフェ

イスブックを念頭には考えておるんですが，ＰＲをさせていただきながら，掘り起こしに

努めさせていただきたいというふうに考えております。

　以上です。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員
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　ありがとうございました。

　中小企業のほうもかなり伸びているということですので，そのまま続けていただくとい

うことで，やはりこのコミュニティビジネス，地域の課題を掘り起こしていく，これ何と

かやれる方が出てくればいいかなと思いますので，ぜひ掘り起こしのほうをよろしくお願

いしたいと思います。

　次にいきます。01020600市街地活性化対策費，もう先ほどから出ている龍ケ崎コロッケ

日本一事業のお話なんですが，前回は食の祭典か何かでしたかね，佐貫駅から竜ヶ崎への

アクセスなんかもありましたよね。そういうのも含めて，規模的にはどういうふうにされ

るのかなというのをちょっとお聞かせください。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　この今回のコロッケにつきましては，名称としましては「第４回全国コロッケフェステ

ィバルｉｎ龍ケ崎」ということで，10月に開催をさせていただきますというのは，先ほど

も申し上げたとおりでございます。

　本年の27年度につきましては，この平成28年度にはずみをつけるということで，10月17

日なんですが，たつのこやまのほうで「コロッケ横町」という名称でやらせていただきま

した。本年度のこのコロッケ横町につきましては，約３万人の来場者の方がおいでをいた

だきまして，たしか一番早いところでは11時近くには，もう売り切れたお店が続出してい

たというふうに記憶をしております。

　平成28年度の第４回全国コロッケフェスティバルにつきましては，龍ケ崎での全国大会

が２度目ということとなります。第１回目の話を伺いましたところ，大変多くの方でまち

の中が人でいっぱいだったということでございまして，この第２回，平成28年度に行われ

る場合につきましても，市内の中心市街地のほう，おおよそ今の商工会との打ち合わせの

中では，まいんの建物があるところから竜ヶ崎駅の区間におきまして，30から40ぐらいの

全国のコロッケでまちおこしをしている店舗，あるいはにぎわい広場でのステージ，そう

いったことを計画をしているというふうに聞いております。佐貫駅から来る，竜ヶ崎鉄道，

こちらにつきましても，大変重要な交通機関であるというふうに考えておりますので，な

るべく竜ヶ崎鉄道を使っていただきながら，この龍ケ崎の中心市街地への人の流れ，こう

いったものも大切に考えていきたいなというふうに考えております。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　ありがとうございます。

　やはりこれ一つのチャンスだと思いますので，前回は10万人来たとかと言っていません

でしたか，食の祭典のときにね。だから，やはりそれ以上に来るような，そういうイベン

トにできるようによろしくお願いしたいと思います。

　次にいきます。01020700市街地活性化施設管理運営費のところの市街地活力センターま

いんの外壁と防水改修工事なんですけれども，いろいろな安全対策とか，いろいろ出まし

て，カラーリングとかっていろいろなお話が出たんですけれども，まいんってどこにある

のって，そういうふうに言われる場合もすごく多いんですね。目立たないというのが一つ

ありますので，これは本当に要望なんでけれども，まいんといったら，あそこにあるのよ

というのが一目でわかるような，そういう改修をしていただければなと思います。「まい

りゅう」君でも何でも入れていただいて，目立つということもやはり大事だと思いますの
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で，そういう改修工事をぜひお願いしたいと思います。

　次にいきます。115ページです。01021000消費生活センター運営費です。件数のほうが

平成25年が681件，平成26年が718件，平成27年が12月までで762件って，この間お話を聞

きました。被害額というのはどれぐらい出ているんでしょうか。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　まず，被害，あるいは詐欺の状況はというお話になるのかなというふうに，詐欺イコー

ル被害というような形になるかなというように思うんですが，実を申しますと，消費生活

センターといいますのは，詐欺のような，いわゆる犯罪行為というような相談というのは

受けておりませんで，どちらかといいますと，弱い立場の消費者，そして，そのいわゆる

プロフェッショナルの業者との間の力関係のバランスで，消費者の方が大変弱いというふ

うに言われております。そんなところから，その消費者が抱える悩みですとか，あるいは

消費者とその事業者との間のトラブル，そういったものを本来は法の趣旨からしますと，

自主的な解決が望ましいんですが，当然相手もプロですので，そういったところをあっ旋

をしたり，あるいは解決に導くというようなお仕事が実は消費生活センターだというふう

に言われております。もちろん委員のおっしゃるような詐欺なるものは現実的にあるわけ

でありますが，消費生活センターの職員といいますのは，そういった民事にかかわる部分

の対応というのは，実は認められておりませんで，先ほど委員からありましたような，そ

の件数というのは食品，商品に対するクレームであるとか，要望ですとか，あるいは納得

できない，そういった様々な相談を受けた件数というのが内容でございます。

　以上です。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　わかりました。

　でも，課長，やはり詐欺のお話も相談に来る場合ありますよね。そういうときは，どう

いうふうに対応されているんでしょう。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　詐欺の場合というのは，相手が誰か限定できないというのが，まず一つの大前提である

ようです。そういった場合には，もちろんこれは警察の範疇になりますので，消費生活セ

ンターのその仕事の中では関係機関への連絡通報，あるいはそういった相談事が合った場

合には，速やかに解決に導くということですので，場合によりましては速やかに警察のほ

うへの通報を呼びかけをさせていただいております。

　以上です。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員
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　わかりました。ありがとうございました。

　次にいきます。117ページです。01021500宅地耐震化推進事業のところの大規模盛土造

成地変動予測調査で，位置と規模を把握するものだというようなお話を先ほど伺いました

が，もうちょっと詳しく教えていただけますか。これで何がわかって，何のためにこの調

査をするのかというようなところを教えていただければと思います。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　大規模盛土造成地変動予測調査ということでございます。

　これまでの大地震において，盛り土部分の崩壊によって宅地が被害が発生するという例

がございました。今回の調査は，盛り土が行われた造成地のうちに谷を埋めた宅地，低い

谷を埋めた宅地で面積が3,000平方メートル以上の土地，これは谷埋め型大規模盛り土造

成地といいます。これと傾斜地ですね，傾斜地に横から盛り土をしていったところで，地

山の傾斜が20度以上，かつ盛り土の高さが５メートル以上の土地，これを腹づけ型大規模

盛り土造成地といいます。この二つの盛り土造成地が市内にどれくらいあるのか，これを

国が示すガイドラインに基づいて調査するものです。

　具体には，最初に，古い造成前の地形図や航空写真と現在の造成後のデータを比較して，

それぞれの大規模盛り土工事を抽出していきます。その結果をもとに，宅地カルテや大規

模盛り土造成地のマップを作成していくものです。これらの調査結果を見ますと，その市

内にこれらの大規模盛り土造成地と言われるものがどれくらいあるのかというのが，一目

でわかるようになります。

　なお，これは29年度にも予定をしておりまして，抽出した大規模盛り土造成工事，それ

は盛り土造成工事が，ここがあったよということですので，その造成工事について，さら

に調査をするための計画書を作成してまいります。これは現地調査や概略の危険度調査を

行って，その評価結果により２次調査の必要性を検討し，２次調査の実施度，優先度合い

を設定する計画書を作成していくというようなことになります。最終的には，それらの計

画書をもとに調査に入る場所を決め，危険な場所を調査しながら，その崩落のおそれのあ

る宅地を最終的には改修して，大地震にも耐え得る盛り土造成地にするというのが国の最

終的な目標ということでございます。

山宮委員長

　深沢委員。

深沢委員

　課長よくわかりました。ありがとうございました。

　以上です。

山宮委員長

　ほかにございませんか。

　大竹委員。

大竹委員

　先ほどから質問にもなっていますけれども，59ページ，コードナンバー3560市民窓口ス

テーション管理運営費についてご質問させていただきます。賃貸面積は幾らですか。

山宮委員長
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　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　専有面積が47.53平方メートル，約15坪になります。

山宮委員長

　大竹委員。

大竹委員

　15坪ですか。そうすると，坪当たりだと２万円ぐらいに当たるのかな。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　実は，こちらのほう，サプラで大分勉強してくれるようなお話はいただいておりまして，

具体的にはまだ数字は固まってはいないんですけれども，共益費相当分ぐらいですか，今，

大竹委員がおっしゃっていた額の半額ぐらいになるのかなということで今，相談させてい

ただいているところです。

山宮委員長

　大竹委員。

大竹委員

　場所が物販のところとフードコートのところでは，共有の面積が変わってくるので，大

分違うと思いますけれども，ほぼ一般的なお値段かなというふうに思います。そういう中

では，官民が一体になって市民サービスするということは非常に進歩的な形で，私は好ま

しい，一つの前進だというふうに評価します。

　そういう中で，当然市民サービスが始まるわけですけれども，先ほどのお話だと７月オ

ープンだと。ただ，その西部出張所と距離では恐らく500メートルか600メートルぐらいの

距離感かなという感じを受けます。そういう中では，公共再編成もこれから考えなければ

ならない。そういう時点の中のスタートだというふうに私は解釈させてもらいまして，以

前，平成24年度の事業報告の中で西部出張所利用件数が２万6,607件なんですよ。それで，

開館日数が244日，そして，１日当たりに計算すると109件なんです。総経費が3,091万

6,000円かかっている。総収入が351万7,000円なんです。割り算をすると，１件当たり

1,030円のコストがかかっているんですよ，西部出張所の場合。

　ですから，今後このステーションの動向を見ながら将来を考えて，その辺のところをし

っかり精査してほしい。これは総務と当然ながら環境生活のほうでコストの面とか，いろ

いろ減価償却の問題とか，それから，市民の利用度はどうなっていくのかとか，そういう

ことをしっかり精査しながら，その公共再編成に向かって考えていただきたいことをご提

案申し上げまして，以上で終わりにします。

山宮委員長

　ほかにございませんか。

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　お願いします。まず，71ページのコードナンバー01006900の住民記録等証明事務費の次
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のページにいきまして，交付金のところの地方公共団体情報システム機構に支払いの723

万1,000円については，個人カードの手数料ということでしたけれども，これは28年度中

に交付予定の個人カードに対する手数料なんでしょうか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　こちらにつきましては，今年度に発行しました通知カードと，同じく今年度に発行しま

したマイナンバーカード，こちらの分の発行手数料になります。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　この金額でマイナンバーカードは何枚ぐらいを予定しておりますか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　当初は，国のほうから示されていたのが約6,000枚ほどでした。ただ，先ほども申し上

げましたとおり，今のところ4,700枚ほどの申し込みということになっていますので，若

干今のところ，ゆっくり目にスタートしているのかなというふうには考えております。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　現在は１階に特設の窓口をつくられているわけですけれども，これはいつまで開業され

ている予定ですか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　こちらのほうは今年度いっぱい開設させていただこうというふうに考えております。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　そうしますと，個人カードについては先ほど３月末までで，本来は6,300枚の目標で，

現在は4,700の申請受け付けをしているということでしたので，これプラス28年度中で

6,000枚ぐらい予定しているということですか。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。
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谷川市民窓口課長

　当初，国のほうでは27年度中に約7.8％，人口の約7.8％，その後，来年度につきまして

は４％程度の申し込みがあるだろうということで予想はしていたんですけれども，今のと

ころ，Ｊ－ＬＩＳ，先ほども言いました国のほうなんですけれども，そちらのほうで申請

を受け付けた件数ということでは，まだちょっとそこまでの数字には至っておりませんが，

何分にも１カ所で全市町村分の交付の手続からカードの作成までしているので，そこら辺

のところ，実際の数字よりもおくれているのかなというふうには考えております。28年度

につきましても，龍ケ崎市につきましては様々な形で，こちらの促進を図っていきたいと

いうふうには考えておりますので，国のほうの数字に大分近づいてくるのかなというふう

には思っております。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　わかりました。

　次にいきます。103ページの01017700の塵芥処理費の中の負担金の塵芥処理組合に対す

る基幹的設備改良分２億4,000万について，これは塵芥処理組合の３年計画で行われてい

る延命化に伴うものの，今年度が最後の年ということになることと思いますけれども，今

までで工事のおくれとか金額とか，その辺は順調に予定どおりなんでしょうか。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　今，金剛寺委員がおっしゃったように，これは施設の長寿命化に伴う改良工事の３カ年

の最終年であります。そして，この事業のおくれとか収支については予算立てさせられた

中で順調に来ておるということでございます。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございました。

　次へいきます。105ページの01018000の合併処理浄化槽設置助成事業で，先ほどの説明

で今年度は22基分を予定しているということでして，これはちょっと今までよりは少ない

かと思うんですけれども，ただ，希望者がいるかどうかという問題もありますけれども，

ちょっと近年の設置台数について教えてもらえますか。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　28年度は22基ということなんですけれども，実際，25年度に公共下水道の区域を見直し

た段階で，それまで約45基程度の推移できていたわけなんですけれども，それで26年度は

50基の予算を計上したわけなんですけれども，実際37基でした。27年度は，そのようなこ

とから45基に戻しまして，実際，今年度25基というような状況でございます。
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山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　今年度予算22基ではなかったですか。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　今年度と言っていましたが，27年度は25基で終わったというようなことでございます。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　すみません。わかりました。

　それで，これは国・県との補助になっていますけれども，もし，その22基を超えた場合

でも受け付けは可能なもんですか。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　27年度の状況なんですけれども，やはり７月，８月までで20基以下，10何基ということ

で，すごく少なかったわけなんですけれども，今年度の７月，８月の状況を見まして，国

で３回ほど要望のほうの変更ができますので，その辺の状況，要望の状況を見ながら補正

をして対応していきたいと思っております。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございます。わかりました。

　次へいきます。107ページのコードナンバー01018800の農業経営基盤強化促進対策事業

の中の青年就労給付金1,500万で，これは１人150万で10人分ということでしたけれども，

現在，継続で出ている方は何名おりますか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　継続者は７名でございます。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。
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金剛寺委員

　あと３名，そうすると，増加予定ということだと思いますけれども，多少の見込みなん

かはあるのでしょうか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　３期分は交付できるということで計上しております。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございます。

　次へいきます。次のページの109ページの中の01019000環境にやさしい農業推進事業の

中の一番下の環境保全型農業直接支援対策事業，これは堆肥を使った農業に対して補助と

いうことでしたけれども，具体的に補助対象としている団体とか申請等が，もう既にある

のでしたらお願いいたします。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　この事業は，稲作，田んぼの中に10アール当たり，おおむね１トン以上の堆肥を使用す

るといったことで，長戸北部営農組合のほうから要望がありましたので，4,000アール，

それを予算計上したものでございます。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　そしたら，もうほぼこれは確定ということで，次へいきます。次のページの……

山宮委員長

　植竹課長より挙手されておりますので，どうぞ。

植竹農業政策課長

　要望はあったものの，この堆肥のほうがある基準，県の基準がありますので，その基準

に合格しなければ，この交付金というのは交付されませんので，今後，今，検査にも出し

てありますので，それは見守っていくしかないなと今のところは思っております。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員
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　わかりました。

　次に，111ページのほうにいきまして，これは今のところですね。この下にある農地耕

作条件改善事業費の6,097万2,000円について，これの内容についてもう少し教えてもらえ

ますか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　農地耕作条件改善事業につきましては，農業の競争力強化に向けて，農地の区画拡大や

暗渠排水等の耕作条件の改善を進めるものでありまして，区画拡大工事が３件，田の畦畔

撤去を行い農地を拡大するものです。それと，暗渠排水工事14件，田に暗渠排水管を布設

し，排水機能を高めるといったことでございます。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　わかりました。

　そしたら，同じページの下にあります01020200の生産調整推進対策事業という中で，補

助金がずっと五つほど並んでいて，先ほどの説明で転作で飼料米であったり，加工用米と

いうのは，ここにあるんですけれども，その他大豆とか，いろいろなことが言われていま

したので，最初にこの項目がどういう転作に適用するのか，まず教えてもらえますか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　まず，生産調整推進対策事業費，こちらにつきましては，生産調整達成農家に対して市

より助成するもので，麦，大豆，ソバ，こういったものを作付したものに対しての市から

の補助でございます。こちら27年度と28年予算比べますと10万5,000円の減額となってお

ります。

　失礼しました。この生産調整推進対策事業費，説明しますと，そのほか，野菜，景観形

成作物，地力増進作物というのがありまして，こちらも27年度と28年度比べますと10万円

の減となっております。

　続きまして，直播栽培米，こちらが主食用米で直播をするということで，27年度当初８

ヘクタールで予算要求しておりましたが，結果的に実績がゼロだったもので，今年度５ヘ

クタール予算要求しておりますので，その当初８ヘクタールの見込みが５ヘクタールにな

ったということで，こちら15万円の減となっております。

　そして，飼料用米，こちらにつきましては，27年度が114ヘクタール，そして，それが

27年度の実績で211ヘクタールとなっておりますので，その211ヘクタールの実績を今年度

予算要求しております。970万円の増となっております。この970万円から先ほどの減にな

った部分差し引きまして934万5,000円，こちらが生産調整推進対策事業費，こちらになり

ます。

山宮委員長

　金剛寺委員。
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金剛寺委員

　ちょっと転作がいろいろな形にいっていて，今，生産調整でもいろいろな作物があるこ

とがわかったんですけれども，例えばこの生産調整推進対策事業は，その麦とかソバとか

大豆とか，どういう転作に対して補助になっているのかという，まずその項目，あと，飼

料米もこの中に今の説明だと入るということだと思ったんですけれども，例えば生産調整

の中にはどういう転作のものが入るのか，あと，そのほかには転作についてはないのかど

うかというのもお聞きしたいんですけれども。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　生産調整推進対策事業費ですか，ここである2,620万5,000円，こちらの中には麦，大豆，

ソバ，これらをつくったもの，あと野菜，景観形成作物，地力増進物，こういったものを

つくったもの，そして，飼料用米，あと直播栽培米，主食用米で直播で，直接種をまくと

いった，そういったことに対する補助，そういったものがございます。

　あとまた，この下にあります転作定着化促進事業，こちらにつきましては，生産達成者

で１ヘクタール以上の連担団地に助成ということで，１ヘクタール以上４ヘクタール未満

の団地に対してといったことで，そういったもの，あと面積で４ヘクタール以上で麦，大

豆，そして，４ヘクタール以上で大豆，麦以外といったことで，そういったもの，あと，

その下にあります加工用米集荷促進事業，こちらにつきましては，飼料用米の加工用米，

備蓄用米の作付をすることによって補助が出るというのが，この加工用米でございます。

この３点が，そういった補助のものでございます。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　すみません。詳しくありがとうございます。

　今の加工用米の中にも飼料米についても入るということなんですか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　加工用米の中には飼料用米は入りません。申しわけありません。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　そうしますと，加工用米は純粋ないわゆる加工米ということですね。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

61



　はい，そうです。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　そうしましたら，生産調整のほうについては今，面積，金額について教えていただきま

したので，あとの加工用米集荷促進事業は155ヘクタールと言われたと思ったんですけれ

ども，その辺の確認をしたいんですけれども。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　156ヘクタールであります。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　すみません。そうすると，もう一つ，一番下にある農業振興条件整備支援事業について

の中身について教えてもらえますか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　農業振興条件整備支援事業でございますが，新規需要米の普及拡大条件整備型というの

がありまして，これは飼料用米，米粉用米の作付拡大に必要な施設の改修や機械設備等に

対しての助成でございます。こちらコンバインに対する補助で今，上がっております。そ

れと，もう一つが，買ってもらえる米づくり条件整備型ということで，消費者のニーズに

対応した大粒のおいしい米や環境に配慮した米づくりなどに必要な営農用機械設備等に対

して助成ということで色彩選別機，それに対する補助ということで上がっておるものでご

ざいます。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございます。

　そうしますと，今のものは飼料米の転作に伴わないと，その機械設備については補助が

出ないということになりますか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長
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　はい，飼料用米の作付拡大ということで受けております。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございました。

　次にいきます。119ページのコードナンバー01022400の道路維持補修事業の中の工事請

負費の道路標識表示変更工事で，これは前に少し伺ったときに佐貫駅名の変更以外のもの

も一部含まれているというようなお話でしたけれども，この中のこの1,073万6,000円のう

ち，佐貫駅名の駅名変更に伴う表示変更は何カ所で，金額どのくらいになりますか，教え

てほしいんですけれども。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　佐貫の駅名変更に伴う案内表示でございますが，こちらについては誘導サインの塗装を

行うものでございまして，まず，案内標識６カ所７枚，信号に添架されている交差点名称

看板が４カ所で11枚，誘導サインに添架されている案内看板が４カ所５枚，その他公共施

設看板が１カ所５枚ということになっております。

　それと，県道千葉竜ヶ崎線に３カ所，竜ヶ崎潮来線に２カ所，八代庄兵衛新田線に１カ

所となっております。それから，旧６号国道，今，６号国道は茨城県道のほうに，旧６国

道のほうが茨城県道のほうに移管されまして，旧６号国道に１カ所，それから，佐貫停車

場線が２カ所，そういう形になっております。全部で多分15カ所になるかなと思います，

箇所数では。

　そういった中の金額ですが，その全ての金額，ここに出したもの今ちょっとございませ

んので，大型シンボルサイン等も含めての金額で，こちらのほうにはじいておりますので，

今，報告した箇所数だけの金額というのは後ほどお知らせさせていただきたいと思うんで

すが。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　お願いします。

　次にいきます。123ページの01023300の排水路整備事業の中の工事請負費で，今年度と

いうか28年度で入地，新町と宮渕の３カ所が予定されていて，これは去年からの継続事業

になっていると思いますけれども，この３地区についての終了時期はいつになるでしょう

か。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　入地地区の排水路工事につきましては，どうしても田んぼの場所ということで，９月の

稲刈り等が終わった後の工事になります。それでも年度内工事ということで，それから，

新町排水路につきましては，できれば，これについても用水時期を避けた時期の施工にな
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ると思います。

〔発言する者あり〕

鈴木下水道課長

　28年度の中で全部終わります。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございます。

　この３地区は，28年度中で終了ということでしたんで，ただ，龍ケ崎全体を見ると，か

なり多くの部分で排水路整備というのは要求されているかと思うんですけれども，その上

に委託料で羽原地区ほか測量というので350万計上されていますので，こういうのが次の

29年度以降の事業になるかなとも思うんですけれども，今のところ，次のようなどの程度

で計画されているのかちょっとお聞きいたします。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　29年度以降の整備についてなんですけれども，中期事業計画の中で計上しながら考えて

いるわけなんですけれども，今，予定している中では今後の予定という中で，委託料に入

っていました羽原地区，それから，直鮒，高砂地区，そのほかに砂町，大徳，それから，

川原代の知手地区あたりを中期事業計画の中でも計上しております。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　かなりの要望があると思いますので，どういう順番でやっていくかは難しいところです

けれども，ぜひ多くの地域のところで排水路整備についてお願いをしたいと思います。

　私のほうからは以上です。ありがとうございます。

山宮委員長

　休憩いたします。

　午後３時15分，再開の予定であります。

【休　憩】

山宮委員長

　休憩前に引き続き会議を再開いたします。

　宮本施設整備課長より発言の申し出がありましたので，これを許可いたします。

宮本施設整備課長

　すみません。先ほど金剛寺委員からの質問の中で駅名変更に絡む道路標識表示変更工事

64



について，駅名変更に絡む金額はということでご質問がありました金額についてお答えさ

せていただきます。

　駅名変更に絡むものは574万6,000円，誘導サイン，大型のサイン，これらの塗装し直し

がそのほかの金額という形になります。文巻橋のところの誘導サインと佐貫の駅広の中に

ある誘導サイン，大きな看板のものでございます。

　以上です。

山宮委員長

　金剛寺委員，よろしいですか。

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございます。

　そうしますと，この574万6,000円だけが佐貫駅名の駅名変更に伴う工事料ですか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　「佐貫駅」と書いてあるものを新駅名のほうへ変更する工事費でございます。

山宮委員長

　よろしいいですか。

　ほかにありませんか。

　札野委員。

札野委員

　23ページの土木管理手数料です。0004番，開発許可関係申請手数料，現在で計画されて

いる開発許可ありましたら教えてください。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　現在計画されている開発があるかということで……

札野委員

　予定されている。

木村都市計画課長

　予定されている，この開発行為と申しますのは，もう事業者がおうちを建てたいとか何

か事業をやりたいときに，それが開発行為に該当する場合には開発許可申請を出しますよ

ということで，その手数料をここに計上させていただいている状況ですので，その都度，

やるときにその申請が上がってくるということで，どこどこが今，予定されているという

ことではありませんので。

山宮委員長

　札野委員。
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札野委員

　わかりました。ありがとうございます。

　続きまして，99ページです。01016600環境行政推進費の中の新エネルギーシステム導入

です。19番，補助金，新エネルギーシステム導入，これの実績数がわかりましたら，昨年

度等の実績数がわかりましたら教えてください。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　昨年度の実績数は，この予算ではわからないんですが，今年度の予算の状況でよろしい

ですか。

〔発言する者あり〕

岡田環境対策課長

　であれば，この太陽光発電システムに関しましては２万円掛ける３キロワットで95台，

それとあとは，高効率給湯器なんですが，これはエコキュート，エコウィル，これが３万

円で70台，それから，エコジョーズ，エコウィル，これが１万円で35台，エネファームが

４万円で25台，この予算を計上しているところであります。合わせて915万円ということ

で計上させていただいております。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　昨年度はちょっとまだ集計されていないということなんですかね。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　今，手持ちにないので，下に行けば，後でお示しはできます。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。

　続きまして，103ページ，真ん中辺ぐらいです。01017700塵芥処理費の指定ごみ袋の製

造です。5,087万9,000円，これは何枚ぐらい製造をしているのでしょうか。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　まず，指定ごみ袋の製造につきましては，燃やすごみの大きいのが8,600箱です。4,750

円掛ける8,600箱でございます。それから，燃やすごみ袋の小なんですが，これが単価が
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2,250円で1,400箱でございます。そして，燃やさないごみが大きいのが単価が4,850円で

600箱，それと，燃やさないごみの小が単価が2,000円で100箱でございます。以上合わせ

ましてこれの消費税が1.08かかりますので，それで予算化をしておるところでございます。

　以上です。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　これの収入計上ってあるんでしょうか，売り上げに対する。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　歳入は43ページに掲載されておりまして，ここの50番の指定ごみ袋売払収入ということ

で5,560万円ということで見込んでおるところでございます。ちなみに，こちらですが，

可燃の大きいほうが8,800箱，可燃の小が1,300箱，それから，不燃の大が500箱，それと

不燃の小が100箱でございます。

　これにつきましては，来年度から消費税が10％になるおそれがあるので，駆け込み需要

があるということで想定をしております。

　以上です。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございました。

　続きまして，その下なんですけれども，01017800の13委託料なんですけれども，資源ご

みの収集運搬と資源ごみのコンテナ配付等の費用なんですけれども，資源ごみは要は回収

してお金になるということで考えてよろしいんでしょうか。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　ちょっと意味がわからなかったんですが，資源をして回収をして，もうけがあるという

のは，それは業者の話でありますか。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　資源ごみの種類までは限定していないんですけれども，資源ごみですから段ボールなり

粗大ごみなり何なりの回収のことかなと思ったんですけれども，そうすると，処分するの

に処分費だけではなくて，それが資源になってお金を生むと思うんですけれども，そうで

はないんですか。
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山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　それらの収入につきましては，塵芥処理組合が所管していますので，そちらの収入に入

ります。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　他の市町村でよくやっている粗大ごみの回収等に関して，代金を回収，市民からいただ

いてというようなシステムがあると思うんですけれども，そういったのは対応はして，あ

くまでも塵芥処理に任せているということなんでしょうか。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　今，委員おっしゃっているのは，多分軽トラで来て，勝手に回収に来ている話でしょう

か。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　市町村に行きますと，ある場所に行きますと，市のそういったごみステーションみたい

なところがありまして，小さなですね，そこに年に例えばチケットがあって，幾らまでは

ごみの処分ができますよという，都内なんかよくあるんですけれども。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　今おっしゃったものは103ページの委託料の中の３番目で，指定ごみ袋及び粗大ごみ処

理券等の販売，この粗大ごみ処理券販売のほうになります。この収入が入るということで，

大きいたんすとか，そういうもので１枚につき1,540円かかるようになっています。それ

を私どもの現場の職員が回収に行くという形をとっております。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。

　そうすると，1,000万の支払いをして，収入はどこに。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。
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岡田環境対策課長

　今の1,073万4,000円につきましては，まず，指定ごみ袋及び粗大ごみ等の販売というこ

とでありますので，その指定ごみ袋も含まれております。これが大きいごみで1,000円掛

ける8,800箱，それから，燃やすごみの小で1,000円掛ける1,300箱，それから，燃やさな

いごみの大きいので1,000円掛ける500箱，それと燃やさないごみの小で1,000円掛ける100

箱，これと粗大ごみのその処理販売委託料として20円掛ける1,700枚ということで歳出を

見ておるところでございます。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　処理するだけということなんですね。歳入はないということなんですよね。

山宮委員長

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　失礼しました。23ページに，ちょうど中ほどでありますけれども，清掃手数料の0003粗

大ごみ処理廃家電収入運搬手数料ということで，先ほどの1,540円掛ける1,700枚というこ

とで歳入を見込んでおります。

　以上です。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　わかりました。ありがとうございます。

　次です。105ページ，01017900し尿処理費なんですけれども，市内におけるくみ取りの

件数は何件なんでしょうか。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　し尿処理の手数料ということで，トン当たり350円でございます。

〔「件数」と呼ぶ者あり〕

鈴木下水道課長

　すみません，ちょっと件数のほうは把握しておりませんので，全体としてのトン数的に

は市内全体をまとめまして１万1,280トンが入ってきております。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。
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　１万1,280トンが，後で教えてください。市内にどれぐらいあるのかというのは。

山宮委員長

　後ほど回答ということでよろしいですか。

札野委員

　はい。

山宮委員長

　挙手をいただいておりますので。

　岡田環境対策課長。

岡田環境対策課長

　先ほどの札野委員の質問でございまして，太陽光発電の実績値ということでお聞きにな

ったと思います。

　平成26年度につきましては，太陽光発電で115件，高効率給湯器で139件で，平成27年度

につきましては，太陽光発電で94件，高効率給湯器で156件で見込んでおります。まだ確

定ではないので見込んでおります。

山宮委員長

　鈴木下水道課長よろしいですか。じゃ，後ほどよろしくお願いします。

　引き続き，札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。

　では，その下の10108000合併処理なんですけれども，合併浄化槽の件なんですけれども，

１基当たりの現在の大体の施工コストを教えていただきたいんですけれども，一般的な金

額で。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　合併処理浄化槽につきましては，大きさによって違ってくると思うんですけれども，５

人槽，７人槽，なかなか10人槽って２世帯とか，そういうときにはあるんですけれども，

通常の５人槽，７人槽ですと，まず大体100万前後，その場合によっては100万，ちょっと

110万とかかかるかと思うんですけれども，ある程度，合併浄化槽の取りかえのほかに，

そこまで行く配管ですか，ですから，農家住宅のほうの部分，場所と，あとはちょっと市

街地のほうでの宅地の面積の小さいところとでは，やはりその辺のところがちょっと違っ

てきております。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。

　今，補助金で出せる金額というのが，５人槽，７人槽で，じゃ，お幾らなのか教えてい

ただけますか。
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山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　今の５人槽で64万5,000円，７人槽で77万2,000円，10人槽で95万9,000円でございます

そのほかに単独浄化槽，今現在，単独浄化槽を使っているときには，その撤去費というこ

とで９万円を限度に補助のほうが出ておりますので，よろしくお願いいたします。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。

　若干持ち出しもまだあるということですね。

　続いて，その次です。109ページの10109200農業公園湯ったり館の管理運営費です。今

これ管理運営費が１億3,080万8,000円で，たしか使用料が9,500万だったと思うんです。

ということは，赤だなというように思うんですけれども，今後の経営改善といいますか，

そういった対策案がありましたら教えてください。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　まず，オープンが平成12年でしたので，それと比べると近隣にもそういった温浴施設が

できてきたというのが一つの，来館者が減ったということの一つかなと思います。その来

館者が減ったことによって使用料の収入が減ったということなので，ピークに比べると平

成23年，私が持っている資料では20年から持っているんですが，23年が21万5,000人で，

すごく多かったんですが，それからすると約10％弱下がっていますんで，このような状況

の中，平成28年度，今度，都市ガス設備導入に伴って工事を行いますので，管理料の約３

割，３割以上を占める燃料費とか光熱水費が今後変化していくと思われます。

　また，今のところ，開館から15年経過していますので，いろいろ修繕費や備品等の買い

かえなんかも今やっているところなので，そういったものを今後見きわめながら，どのよ

うにしていくか考えていきたいと思います。

　以上です。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　わかりました。

　その下です。01019300農業公園農業ゾーンの管理運営費なんですけれども，これも同じ

く使用料が農業公園は145万7,000円だと思います。これも赤が出ていると思うんですけれ

ども，これも経営改善の方策がありましたら教えてください。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長
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　この農業公園は，農業への理解を深め，そして，都市と農村の交流を図ることといった

ことを目的としておりますので，今後そういったところも，なるべく赤字にならないよう

考えていきたいと思っております。

　以上です。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　やはり市民にとってなくてはならないものだという判断であれば，ある程度の判断も要

ると思うんですけれども，少し縮小する方向を考えていただくですとか，圧縮できるもの

は圧縮する等も具体的にちょっと手を打っていかないといけないかなというふうに，ちょ

っと気がいたしましたので，この質問をさせていただきました。

　次のページです。111ページ，上のところから補助金で農業耕作条件改善事業費6,000万

円あるんですけれども，これの最新実績，直近の実績等ありましたら教えてください。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　新規事業でありまして，今まではやっておりません。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　では，目標を教えてください。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　目標につきましては，ここに出ております6,097万2,000円，こちらが目標でして，区画

拡大工事が３件で711万6,000円ですか，こちらが区画拡大工事として３件，そして，暗渠

排水路工事，こちらが14件，こちらが5,385万6,000円，こちらが今，要望を受けているも

のでございます。

　以上です。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　わかりました。ありがとうございます。

　最後の質問です。127ページの一番上です。遊具点検99カ所の公園の遊具の点検をする

ということだったんですけれども，その点検方法といいますか，どんな点検をなされてい

るのかというのを教えてください。

山宮委員長
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　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　点検の方法ということでお答えさせていただきます。

　今回計上させていただいています遊具点検は，先ほど申し上げたとおり99公園のうち

391基を予定しております。この遊具の点検につきましては，ボルトのさび，それから，

基礎からの離れとかを全部目視によって点検していく作業になります。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　これは業務委託をされているということですか。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　はい，遊具専門の業務委託，遊具点検何とか管理士とか何とかという形の方に委託して

おります。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。

　保険料と思えば，そうですね。わかりました。ありがとうございます。

　以上です。

山宮委員長

　ほかにございませんか。

　鈴木下水道課長，挙手ありましたので，どうぞ。

鈴木下水道課長

　先ほどのし尿処理のほうの件数ということなんですけれども，まず，平成26年がくみ取

りが869件，それから，浄化槽，これは合併と単独ありますけれども，これが6,648件，世

帯ですかね，それから，平成27年がくみ取りが847件，浄化槽，これが6,683件でございま

す。

　以上です。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　わかりました。ありがとうございます。

　１点だけちょっと追加でいいですか。まだまだあると思いましたので，あれなんですけ

れども，このし尿，すみません，01017900の中の19番のし尿処理施設等整備事業の償還費

なんですけれども，これはいつまでなんでしょうか。
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山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　償還のちょっとこれ衛生センターのほうに確認しないと，いつの工事まであって，その

後に改修とか，いろいろな形でまた建設費等で借り入れをしていれば，それでまた償還と

なってきますので，その中で龍ケ崎市としては14.81％が龍ケ崎市の負担割合ということ

で建設のほうですか，についてはなっております。ですから，ちょっと今の時点で，あと

どれぐらいかちょっと今わからないので，申しわけございません。

山宮委員長

　札野委員。

札野委員

　ありがとうございます。

　以上です。

山宮委員長

　ほかにありませんか。

　油原委員。

油原委員

　59ページ，一番下の市民窓口ステーション管理運営費です。これちょっと私もわからな

いんですけれども，あそこの施設自体，今，名称いろいろ変わっていますが，筑波都市整

備株式会社ですかね。これは龍ケ崎市も2,000万か4,000万か出資をしている。基本的に出

資者で，牛久と交代で役員になったりしているんですけれども，経営者とも言えるんだろ

うとは思いますけれども，そういう意味で，ここの使用料及び賃借料というのを支払って

問題はないのかどうか，ちょっとお聞かせをください。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　先ほど大竹委員のご質問でもお答えさせていただきまして，また，以前，油原委員のほ

うからも先ほどあったようなご指摘いただきまして，そういったこともサプラ側のほうで

考慮いただいたようで，テナント全店で負担しておりますのは施設の水道代ですとか，あ

と，トイレとか照明とか，そういった本当に共益費部分だけの支払いということでお伺い

しています。

山宮委員長

　油原委員。

油原委員

　ありがとうございます。

　共益費については使うんですからね，これは払うべきなんだろうと，ここに使用料及び

賃借料という予算項目でしたので，ちょっとお聞きをいたしました。ありがとうございま

した。

　続いて，61ページ，公共交通対策費の中，委託料で地域公共交通網形成計画策定と，基
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本的には都市交通マスタープランを基本にこれまで動いてきたわけでありますけれども，

今回この公共交通網形成計画策定，これまでの課題というんでしょうかね，いろいろと整

理をされた中で，新たな課題とか，その取り組みについて，この調査についての考え方に

ついてお聞かせをいただきたい。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　まず，この計画につきましては，これまで都市の公共交通については，そのマスタープ

ランとして似たような名前でわかりづらいんですが，地域公共交通総合連携計画という計

画がございました。その計画に基づいてコミュニティバスの安定運行，乗合タクシー，関

東鉄道竜ヶ崎線の設備補助などを実施してきているところでございます。

　このような中で，この計画の根拠となります法律でございます地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律が，平成26年５月21日に改正になったということで，計画の名前自体

もその法律の中で，今度は地域公共交通網形成計画という名前に変更になってございます。

　そういった中で，内容につきましても，国の指針のほうで，まちづくりと連携した計画

づくりに努めてくださいですとか，あとは広域的な視点を持った交通ネットワークの形成

に努めてくださいとか，あと可能な限り数値化した目標を定めてくださいという計画づく

りの指針が示されております。ちょうどこの今の地域公共交通総合連携計画が平成28年の

来年度をもって計画年次が終了ということでございますので，この法律を受けまして新た

な地域公共交通網形成計画を策定するというものでございます。

　課題につきましては，この計画を策定する中で，市民アンケート調査などを行いながら，

改めてまとめていくことになろうかと思いますが，所管として地域公共交通を担ってきた

者としては，課題としては，まず大きな課題は四つに分散します市街地の都市構造という

こともありますことから，移動距離ですとか移動時間が長いということがあって，コミュ

ニティバスをはじめとします公共交通の密度の高い，頻度の高いといいますか，ダイヤを

構成することは難しいことが大きな課題かと思います。これに伴って各公共交通機関を乗

り継ぎを利用して移動する場合，待ち時間等が発生してしまうと，スムーズな移動が難し

いということが課題の一つとして挙げられるかと思います。

　また，もう一つは，先ほど法の改正の中で国の指針もありましたけれども，広域的な観

点という面では，当市で申しますと，通勤・通学もございますけれども，買い物ですとか

レジャーなどによる行動を見た場合，人の移動，交通のベクトルといいますか，そういう

のは東京方面はもちろんですけれども，どちらかというと，つくば方面とかＴＸ軸のほう

に向いているのか，西方向に向いているのかなという感覚がありまして，また，逆に東方

向については稲敷地域等々のほうからは，今度は当市に向かってくる交通のベクトルがあ

るというのがあります。ということで，南北についてはやはりＪＲ常磐線軸の利便性を高

めるということで対応できるのかなと思いますけれども，東西方向の広域的な移動も大き

な課題の一つかなとは思っております。

　課題については，以上２点が大きな課題かなと思っています。

　以上です。

山宮委員長

　油原委員。

油原委員

　ありがとうございました。

　それだけの認識を持って取り組んでいただけるというのは，安心しております。どうぞ
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積極的な計画策定をお願いしたいと思います。

　続きまして，113ページです。真ん中の市街地活性化対策費のうちの委託料，（仮称）

龍ケ崎まちなか再生プラン基礎調査，福島委員から質問がありました。中心市街地活性化

法に基づく調査報告があって，それが10年経過をして，再度評価をしながら見直しをして

いくのか。見直しをしていくのか，それとも新たな計画をつくるのか教えてください。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　平成28年度につきましては，その準備行為ということで，今回予算を計上させていただ

いております。

　したがいまして，平成28年度以降，そういった計画を考えていきたいと，そのように考

えております。

山宮委員長

　油原委員。

油原委員

　要望でありますけれども，見直しにしても，新たな計画にしても，まちなかの基本的な

まちづくりというか，再生というのは基本的には方向はそう変わらないのかなと。ですか

ら，具体的に進むのに新たな計画というか，これから実施する中で具体的な事業の実施計

画をつくっていく。それで動いていくということが，その調査報告書よりも実施計画書を

つくるべきなんだろうというふうに思いますので，これは要望とさせていただきます。

　121ページ，道路改良事業の佐貫駅東口駅前広場基本設計であります。これもご質問あ

りましたけれども，いろいろと大学関係で検討なされているということでありますが，基

本的には，ここの中の駅広の渋滞解消というのが大きい目標なんだろうというふうに思い

ますけれども，この後，項目は違いますけれども，佐貫３号線について予備設計をする。

そういう中で交通量の推計，道路構造という話もありますけれども，どれだけの交通量が

あって，それが佐貫に入ってくるのかと，ですから，こういうことを先にデータとして整

備をしないと，佐貫の駅前広場の基本設計というのは１年早いような気がするんですよ。

その辺について考え方をお聞きいたします。

山宮委員長

　宮本施設整備課長。

宮本施設整備課長

　佐貫の駅前広場と３号線をどうリンクさせていくかというような質問かと思われます。

　現在，駅前広場，こちらにつきましては，駅前広場を利用する朝の通勤・通学ラッシュ

時，これが渋滞の原因になっている状況でございます。それに加えて佐貫３号線を今度，

整備していくに当たって，また，佐貫駅の利用者が増えていくというような形が見てとれ

るところになると思います。

　そういった中，佐貫３号線のほうでこの都市計画道路のまず交通量のほうも含めて入れ

ていくというような形を，佐貫の駅前広場のほうへも，こちらも今度検討課題，基本設計

の中でそちらの推計，交通量等も入れて検討していかなければいけないような状況になり

ます。そういった中で，今の交通の流れ，今後，人口減少に伴って駅利用者の減少等も考

えられるような中で，十分両方の事業をリンクさせながら，検討していかないと成功には

つながらないと思って頑張ってやっていくところでございます。
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山宮委員長

　油原委員。

油原委員

　そういう整合性というのは重要だということは認識されているということでありますの

で，どうぞよろしくお願いをいたします。

　最後に，123ページ，排水路整備事業てすね。先ほど金剛寺委員からお話がありました。

工事請負費で，基本的には地域の雨水排水というか，浸水被害を緩和していくというかな

くしていくという工事なんだろうというふうに思いますけれども，前にもちょっとお話し

しましたけれども，基本的には江川がまちなかを通っています。江川自体が上流のほうが

太くて，下流のほうが河道は狭いというような状況の中で，当然ポンプアップするなりや

っていくわけですが，上流からそれだけ流れれば，やはりポンプアップも停止せざるを得

ない。基本的には浸水も解消されないと。大きい課題なんだろうけれども，やはり江川を

論処に分水をしないと，まちの中に入ってくる水を抑えないと，こういう工事をやって排

水を除水するというのか，除外させるということにつながらないんだろうと，ですから，

この分水というか大きい計画の中で，やはりこの江川論処分水計画等について，前，菅原

部長のほうからいろいろと見直しをしていくということでありましたけれども，その辺の

考え方についてお伺いいたします。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　今，油原委員のほうからお話がありましたように，旧市内の雨水排水の流末といたしま

しては，北側につきましては大正堀川，南側につきましては江川というような状況でござ

います。江川につきましては，平成25年の台風26号などの集中豪雨の際に，一部区間で江

川に並行する道路に水が一部乗ってしまいました。そういう状況で，今，江川から論処堀

への分岐についてですが，江川の市街地に入る分水を考える場合は江川の市街地に入る手

前や市街地の中央付近で分岐というようなことが，２カ所ぐらい考えるかとは思うんです

けれども，ただ，そういうことによって市街地での江川の量流を下げることが分水によっ

て期待できるかとは思われます。ただ，先だっての台風26号の際には，論処堀自体が周辺

の水田と一体となっているような状況でもございました。

　そこで，江川から論処堀への分岐に当たりましては，論処堀の改修，それから，もちろ

ん論処堀の流末となる新利根川の水位や堤防なども考慮に入れて，必要によっては論処堀

から新利根川への強制排水のためのポンプ場の設置なども含めて検討が必要ではないかと

思われます。

　論処堀につきましては，龍ケ崎と利根町を縫うように流れているような状況で，新利根

川もございますので，利根町や県との調整が計画に当たっては必要になってくると考えて

おります。そういったことから，江川から論処堀への分岐につきましては，論処堀の改修

も含めて，今後の検討としてまいりたいと思っております。

　以上でございます。

山宮委員長

　油原委員。

油原委員

　ありがとうございました。

　まちの中の浸水対策と，根本的に一つ計画を進めていただきたいと，終わります。
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山宮委員長

　鈴木下水道課長より発言の申し出がありましたので，これを許可いたします。

鈴木下水道課長

　先ほどのし尿処理の件なんですけれども，し尿処理施設等の償還についてなんですけれ

ども，財政課のほうに確認しましたところ，平成32年度までということでございます。

　以上でございます。

山宮委員長

　札野委員，よろしいですか。

　ほかにありませんか。

　大野委員。

大野委員

　77ページ，01009500の市民法律相談事業についてお尋ねいたします。先ほどの説明で，

１人25分で８名，そして，33回開催しますというようなお話をお伺いしました。記憶違い

じゃないかと思うんですが，そのように承りましたが，大変盛況だなというような思いが

するわけですけれども，この事業は大変盛況で，申し込みというか受け付けをいたします

けれども，全ての方が行きわたっているのかなというような気がするんですが，この33回，

８名で264名と，どのぐらいの人数が応募なさっていますか。それを根拠にして，今回こ

れ決めたと思うんですが。

山宮委員長

　谷川市民窓口課長。

谷川市民窓口課長

　法律相談なんですけれども，先ほど来お答えしております。年間に33回，１日当たり８

件のお申し込みまで受けることができます。そうしますと，年間で264件ということにな

るんですけれども，実績としまして平成26年度は206件ございました。ちょっと感覚での

話になってしまって申しわけないんですが，27年度中，お申し込みがいっぱいになってし

まうケースというのが，１日でいっぱいになってしまうというケースが約半分ぐらいかと

思います。その残りのうちのまた半分ぐらいが，後日お電話でお申し込みいただいて，あ

いていたときに入っていただくような形でお申し込みをいただいています。確かに，こち

ら波がございまして，８名定員のところが10名，11名と申し込み機会も多いんですけれど

も，今のところはその半分ぐらいが，その定員をちょうど，もしくは定員を超えるような

状況になっています。

山宮委員長

　大野委員。

大野委員

　余り回りくどいことを言っていても時間の無駄ですので，端的に，果たして法律相談を

した方々が納得いったのかどうかと，こういうことを言いたいんですよ。と言いますのは，

25分で何かのトラブルとかいろいろな法律相談をするということは，大変至難のわざだろ

うと思います。といいますのは，大体説明をするのに，こういう事案なんでよという説明

するのに，慣れている人でも10分，15分はかかっちゃいますよ。それを全然，あんまりそ

ういう相談をしたことがない人が説明をするのには，25分じゃ短いと思います。

　したがって，果たしてこの200数名の方がどれだけ満足して帰っていったのかなという
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ような気がするんですよ。

　それで，前にもちょっと提案したんですが，例えば事前にどういう問題であるかという

ことをきちっと把握しておく必要があるだろうと思います。そして，それはある意味では

職員の皆さんはプライバシーの問題だと言います。ところが，私も相談したことあります。

例えば農地の問題で行きました。それから，弁護士さんは農地法を六法全書で開くんです

よ。全てが全ての分野でたけているというふうには思えないんですよね。当たり前なんで

す。得意の分野というのは必ずありますから，得意な分野じゃない場合をすれば，当然，

六法全書を開いて，それから考えるしかないんですよ。25分なんて，あっという間なんで

す。

　したがって，私が一番疑問に思っていることは，相談には行ったんだけれども，果たし

てこれだけのお金と労力をかけて，市民の皆さんは十分なのかどうかと。だから，それを

職員の皆さんが前もって把握する，もしくは司法書士会，行政書士会，土地家屋調査士会，

いわゆる境界の問題とか，いろいろありますから，そういう方々のそういった法律相談を

やって，そして，どうしてもわからないものを弁護士さんにお願いするとか，そういう形

を考えないと，真の法律相談はできないのかなと思います。ぜひそういった点を考えてい

ただきたい。ですから，今年からというわけにいかないでしょうから，本当に皆さん方が

理解してくれているのか，満足してくれているのか，そういった調査から始めたほうが私

はよろしいかと思います。そして，それを解決するのにはどういう方法がいいかと，これ

を私，正直言って20年ぐらい言っているんです。相変わらず変わらないんですよ。そんな

わけで，毎年言うのも何だから，ずっとここのところは言わない。でも，ちょっと言いた

くなったもんで，また，お願いします。

　それから，21ページの先ほども出ました農林水産業使用料の農業公園湯ったり館使用料

9,589万3,000円です。当然この数字を出すからには，それなりの根拠があるわけですね。

つまり，いわゆる28年度は何人想定しているのか。これは，ただ，１人500円で終われば

１億だったら20万人ですということはあるでしょうけれども，これは宿泊施設とか，いろ

いろありますので，金額が違うわけですから，お願いいたします。いわゆる利用人数が何

人想定していますかということです。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　単純に大人が何人だけじゃなくて，多目的の宿泊とかいろいろあるんですけれども，来

館者数では，28年度は18万6,000人です。

山宮委員長

　大野委員。

大野委員

　といいますのは，私の頭の認識では約20万の皆さん方が利用としているというような認

識でいました。先ほどのお話だと，最高が21万人ですよというようなお話でしたね。それ

で，仮に21万がこれが18万6,000，18万5,000，２万5,000人少なくなりましたといっても

先ほど指摘されたようなこの使用料と，もう一つは出るお金ね，運営費の１億3,000万ぐ

らいで，約3,800万ぐらいの差額があるんですよ。だから，21万入ったときには黒字であ

っても，それから２万5,000人引いても，単純計算すると1,405万ですよね，まあ，いいや，

3,800万の赤字にはならないんですよ。その一番入った21万人のときですら赤字だったん

ですよ。言うなれば，この16年間，始まりから黒字になったことないんですよ。だから，

先ほど課長が言うような，人数が少なくなったらか使用料が足らないということじゃない
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んです。

　なぜこういうことを言うかというと，一般質問でもちょっと言ったように，道の駅をつ

くるとき，これからの管理運営を考えるときに，このような轍は踏まないでくださいとい

う意味で言いたいんです。何億かかるかわりません。でも，出発式から毎年赤字ではしよ

うがないんですよ。だから，黒字になる方法は，賃借料をもらうのが一番いいんです。そ

れでも大幅な改修工事があれば，何千万というお金がかかるでしょうけれども，だから，

それも見込んでの賃借料となると高くなるかどうかわかりませんけれども……

　高いという声もありますが，言うなれば，今回出ているような市街地活力センターのま

いん，商工会に260万で年間で借りていて，こういった周りを何千万だかという形でやれ

ば，こんないいことはないですからね，それと同じなんです。別に商工会を批判している

わけでも何でもないですよ。そういう形にならないように，ひとつ考えていただきたい。

でなければ，これはもう本当に全部つくるもの，みんな赤字。湯ったり館がいいかという

のは，還元施設として……

　これまでもそれを言わないでいたわけですよ。でも，これからつくる道の駅は，ぜひ考

えなくちゃいけないんですよ。公共施設再編だと言って，またお金がかかるでしょう，だ

って。道の駅も公共施設と同じでしょうね。だから，何年かすれば，やはりやるしかない。

だから，ぜひそういうことを考えて，採算ベースというものも考えてつくっていただきた

いと思います。それはそれで終わりにします。

　111ページ，01020200生産調整推進対策事業なんですが，先ほどいろいろ説明がありま

した。

　そこで，１点だけお伺いしたいと思います。当市の生産調整の達成率は何％になります

でしょうか。ある意味，協力してくれている農家が，あるいはその持っている面積が生産

調整の何％になるでしょうか。答えられなければ結構です。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　ただいま調べて報告いたします。

山宮委員長

　挙手をお願いします。

大野委員

　わかりました。ぜひ調べていただきたいと思います。

　今は生産調整の達成というものは，余り重きを置かない時代になりました。ここに書い

てある数字は，大体前年度並みで出ているわけですよね。そんなわけで，生産調整の達成

率，いかに高めるかということで計算がされていないことは，もう重々わかっております。

　なぜこんなこと言うかというと，これまでの生産調整は農家にとって不利益でした。利

益がなかったんです。でも，ここに示されているとおり，いろいろな形の国の助成金，補

助金が出てくるんです。ですから，これからは協力農家を増やすことが農家にとってのも

うかる農業なんです。そういう意味で，これをむしろ高めていただきたいと，そんなふう

に思います。

　それから，農業振興事業というのがありましたね。前のページの109ページですね。

01019450農業振興事業1,949万ということでございます。これは市長にお尋ねしたいと思

うんです。市長は，当市の農業振興をやっていきますということでございます。そういっ

た言葉を裏づける，この予算措置であるのでしょうか。

80



山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　農業振興事業，こちら1,949万9,000円，この中に地域農業振興支援活動費というのがあ

りまして，こちらが，まちづくり文化財団が兼業農家及び高齢者農家等の離農者から優良

農地を借り受け，借り手に貸し付ける，いわゆる農地利用集積円滑化事業，こちら平成26

年度が118ヘクタール，そして，平成27年度，今年度が300ヘクタールと，非常に県内でも

上位に農地集積を行っております。そんなところで，国の政策であります，そういった農

地集積について積極的に取り組んでいるものと思っております。

　以上です。

山宮委員長

　大野委員。

大野委員

　農地集積事業，十分知っております。今，課長が言ったように国の政策です。ですから，

この農業振興事業という大きな項目の中で当市として，当市の農業振興をするための方策

が，ここに入っているんですか，あるいはまた，質問を変えれば，じゃ，どこに入ってい

るんですかという形で市長の見解を聞きたかったんです。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　ちょっと申しわけありません。今，大野委員が話された点，ちょっと私，事務屋のほう

からちょっとお話しさせていただきます。

　そちらにつきましては，ちょっとブランドとかぶるかと思いますが，この107ページの

一番下の01018950の龍ケ崎ブランド育成事業，こちらでお米につきましてはブランドとな

りましたので，そちらのＰＲ，トマトにつきましても，そういったことでＰＲということ

で，こちらの需用費の67万円，こちらがいろいろ販売促進ＰＲ，そういったものをすると

いうことで，トマト，そして，特別栽培米のＰＲをするということで，まず，こちらに入

っております。

　そして，その下の19の負担金補助金及び交付金680万6,000円，そちらのほうで市として，

農業ヘルパー制度の支援ということで16万円，こちらは市の単独の補助でございます。そ

して，減農薬米普及促進事業としまして，特別栽培米に300万，あと産地アップ支援事業

ということで，そちらにつきましては，109ページの３行目ですか，産地アップ支援事業

というこどて362万6,000円，そういったことで当市として取り組んでいるところでござい

ます。

　以上です。

山宮委員長

　中山市長。

中山市長

　今，農業政策課長のほうからもいろいろ説明がございましたけれども，農業に関しまし

ては，やはりいろいろなことで私，同じようなことを何度も繰り返して言っていますけれ

ども，日本の農業にとっても今，大変大きな過渡期，大きなうねりの中にあるというふう
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に考えております。

　そんな中で，従来から農林水産省のほうの様々なメニューがあって，そして，それもな

おかつ毎年のように少しずつ変化をしているというのは大野委員もよくご承知のことかと

思います。その上で，今般ＴＰＰ，これが批准されるかどうかというような段階になって，

日本の農業を守るための施策がまた，新たなメニューが相様々出てきているような状況に

あるわけでもございます。

　そういうことで，農業政策課，文字どおり農業政策に関して，そのようなメニューにき

め細やかに対応しながら，今，龍ケ崎の農業ということで，どのように農家の皆さんがも

うかる農業ができるようになればということで頑張っているところだと思います。

　その上で，独自にということでありますけれども，これに関しましてもＪＡ竜ケ崎など

とも連携をしながら行っている事業も，様々な事業がございますけれども，龍ケ崎市農業

を発展させるための取り組みは，まだまだやっていかなければならないと思います。

　そういうことで，ブランドのお話，今，課長のほうから説明していただきましたけれど

も，やはりブランド化というのは，一つの大きなポイントだと思っております。そういう

ことで，龍ケ崎トマトの持つ強みなども，これから生かしていくことも大事だと思います

し，また，さらに新たなブランド力を持ったものを商品開発していくことも大切だと思い

ます。

　ちょっとつけ加えさせていただくと，道の駅で成功例として，道の駅をつくるときに同

時並行でつくった新しいブランドがヒット商品になって，それを武器に大変にぎわってい

る道の駅などがあるというような話も伺ったことがありますので，そういう取り組みも，

また，新たなそういう展開に合わせて農業者の皆さんともよくお話しをしながら，商品開

発などもこれからもしていくことができるのではないかと思っております。

　そういうことで，大野委員が感じられているように，多分物足りないと思われているん

だろうと思いますけれども，大野委員に頑張っているなと思われるように，これからも頑

張ってまいりたいと思っておりますので，よろしくお願い申し上げます。

山宮委員長

　大野委員。

大野委員

　先ほど言う，植竹課長のブランド化，これについても大変不満を持っていますね。なぜ

かと言ったら，減農薬米の普及促進事業，これ30キロ1,000円の補助をして300万というこ

とは，これは3,000袋なんですよね。3,000袋というのは1,500俵，じゃ，減農薬を推進し

ている，つまり特別栽培米をつくっている人は何ヘクタールですかというと，これまた答

弁の時間の，いい，要らない，要らない，はるかに多いんですよ，3,000俵より，1,500俵

より，それをじゃ，どうするんですかと，1,500俵より多いんです。じゃ，一言何ヘクタ

ールですか。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　平成27年度は90ヘクタールでございました。

山宮委員長

　大野委員。

大野委員
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　90ヘクタールということは，低く見積もって７俵にしたって，七九，六十三だよね。

6,300俵じゃないのかな。そうすると，先ほどの3,000袋は1,500俵なんですよ。そうする

と，4,800俵，あらかたは独自に販売をしていると，そういう答弁なんですよ。そして，

それが，じゃ，この3,000袋どこへ行くんですかというと，これは学校給食米に使うんで

すよと。学校給食米もこの1,500俵で，もう大体いっぱいなんですよ。ですから，そうい

うことでしたら市内の幼稚園，保育園にも龍ケ崎のこの米はどうなんですかというお話を

したわけです。でも，これは予算がつかないんでしょう。

　でも，さらに一言言いたいのは，これは全て水田の関係なんですよ。産地支援アップで

トマト，小菊とか，辛うじてありますが，全て田んぼなんです。水田なんです。だから，

私は畑の振興策はどうなっているんですかということを言っているわけです。

　そして，道の駅をつくることによって，農業振興を目指すんだと市長は言っています。

ですから，こういう予算のときに，どこに畑作の振興の費用が出ているんですかというと，

これは一目瞭然なんですよ。一般質問のときには皆さんわかんない，この予算書がないか

ら，大野何言っているんだというかもしんないけれども，ここの予算書を目の前にしたら，

畑作振興はないんです。畑作振興はないということは，道の駅の直売所はお米とトマトだ

けですかということになっちゃうんですよ。あるいは小菊ですかと。

　だから，中山市長，農業振興をどうやってこの予算に反映させたんですかと，今からだ

って，なかなか難しいんですよ。28年度から始まったって難しいの。それに反映してなく

てはどうなんですかということで，お話をしました。これに関しては，これで終わりにし

ます。また，いろいろ線引っ張ってあるのあるんですけれども，じゃ，お願いします。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　先ほどの生産調整です。111ページの01020200こちらで平成27年度の当市の達成率とい

うことです。74％でございます。

　以上です。

山宮委員長

　大野委員。

大野委員

　74％というのは，正直言ったら全国でも最低のほうだよ，はっきり言って。生産調整が

始まった年に龍ケ崎市は岡田昭守市長，テレビに出ちゃったんですよ。全国最低の生産調

整達成率というわけで，それがたしか80何％だよ。だから，74％というのは言わないほう

がいいの。だから，そのとき言ったでしょう。生産調整の達成率を上げることが今のもう

かる農業になるんですよと，だから，こういった助成事業，いわゆる補助金，生産調整の

補助事業を受けられる方は，認定農家とかいろいろな形で100％達成している人しか，こ

の助成金は受けられませんよね，課長ね。

山宮委員長

　植竹農業政策課長。

植竹農業政策課長

　原則は生産調整達成者ということです。

山宮委員長
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　大野委員。

大野委員

　原則は何ですかって聞きたいけれども，いいよ，課長。私は言いたいことは，こういっ

た補助事業が受けられるような農家，協力農家を増やしてくださいと，それがもうかる農

業につながりますよと。

　それから，もう１点は，貝原塚の畑には何もつくってないんですよ，今，だから，こう

いう補助事業があるから，あるいは市がこういうふうに手を打っているから，皆さんつく

りましょうよ，そして，その作物を道の駅の直売所に出しましょうよと，そのための道の

駅をつくったんですよ，何億かけてつくったんだから，直売事業出してくださいよ，でな

くちゃ龍ケ崎の農業振興にもなりませんし，もうかる農業もできないと。そういう意味で

この予算書を，あるいは補正予算でも上げてもらって頑張んなくちゃ，何のための道の駅

の建設なんですか。それから，言うだけ言っていても，もうかる農業ったって，いつまで

ももうからないよと，そういうことで農業問題は終わりにしたいと思います。

　それから，113ページの01020600の市街地活性化対策費でございます。今度は商業の問

題，中心市街地活性化策の問題です。ここの市街地活性化対策ということで1,297万円上

がっております。例年どおりでございますね，はっきり言いましてね。いがっぺ市を開催

したり，まいんバザールを12回，１回５万円で月１回，歳入のほうにちょっと入りますけ

れども，にぎわい広場１万1,000円って書いてありました。それから，中心市街地活性化

センターが時給1,000幾らで，やはり２万幾らぐらいの歳入で入っていました。やはり中

心市街地活性化をする上には，これまでの中心市街地活性化計画としてやってきたものは，

中心市街地活性化センターが一つ，それから，にぎわい広場，それから，龍ケ崎消防署を

つくりました。それから，中心市街地の道路を赤く染めました，歩道のところをね。こう

いったことが大体主な内容だろうと私は思っております。余り基礎調査なんかしなくたっ

てわかりますよね。

　それで，そういったことをやってきたにもかかわらず，にぎわい広場の歳入，中心市街

地活性化センターの歳入は１万，２万です。私は，にぎわい広場，中心市街地活性化セン

ターを利用することが中心市街地活性化策の一つだろうと思います。そういうわけでつく

ったわけですから，それが余り利用されていない。そして，今回こういった中心市街地活

性化対策費が出てきましたが，この件についても何ら目新しいことがない。出てきたのは

龍ケ崎コロッケ日本一事業，これが３年に１回ですか，４年に１回ですか，三島市と３市

でやっているんでしたっけね。それが回り番で３年に１回か４年に１回回ってくると，そ

ういったものが330万計上されているということでございますが，これも同じように，先

ほどの農業の問題と同じように，中心市街地活性化策を展開していこうと思うならば，こ

れまでのことを，同じことをやっていたんではさっぱり中心市街地活性化策になりません

よ。

　そういった意味で，私の認識が間違っているのか，あるいはほかに中心市街地活性化策

がどこかに書かれているのか，予算化されているのかをお尋ねしたいと思います。

山宮委員長

　本日の会議時間を延長いたします。

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　委員のお尋ねの中心市街地の活性化がほかの項目に書かれているのかというご質問につ

いては，先ほどご指摘があったページの事業番号，113ページの事業番号01020600こちら

の事業のみでございます。
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山宮委員長

　大野委員。

大野委員

　正直言って目新しいものはないし，今までこういった活性化策をやって，なおかつ活性

化どころじゃなく，衰退の兆しで，私はそう思っております。事業所数も少なくなり，従

業員の数も少なくなり，人通りも少なくなっていると，増えているようには思えません。

　そこで，もう一つ，この委託料のまちなか再生プラン基礎調査，これも業務委託するか

と思いますが，こういったものを，つまり中心市街地活性化計画をちゃんと立派なものを

つくりました。平成14年でしたっけ，平成14年か15年につくったって言っていましたよね。

それで10年たって，４年か５年たってから，これ今から基礎調査をやるというお話ですが，

こういった基礎調査こそを職員の皆さん，それから，先ほど福島委員が言った若手事業者，

場合によっては町なかにいる議員の皆さんもいるわけです。皆さんが一緒になって，ある

いは中山市長が先頭になって，委員長になって，こういったものを取り組み，計画も策定

したほうがよろしいんじゃないですか。

山宮委員長

　島田商工観光課長。

島田商工観光課長

　まず，委員のほうからのお話の中で，平成14年に作成を，前回作成をいたしました中心

市街地基本計画の中で，今でも続けて一つの成功例というふうに思っているのですが，ま

いんバザールがございます。最近に至りましては，かなりの来場者も今，増えておりまし

て，先日調査もしてみたところであります。１店当たりの売り上げということと，来場者，

さらにはリピート率，こういった観点で調べてみました。１回当たりの来場者の数であり

ますが，多少ばらつきはあるのですが，大体1,000人ぐらいと，20店から30店の出店をい

ただいておるところなんですが，毎回のように出ていただいているところもあれば，遠方

から来ていただいているお店もございます。そういったものを楽しみに，訪れていただい

ている方にとっては中心市街地でのまいんバザールというのは月１回でありますが，楽し

みにおいでいただいているイベントというふうに認識しております。

　一番売り上げが多いところで申しますと，１回当たり，これは10時から午後２時までの

営業でありますが，１店舗当たり15万円と，あとの平均的なところでありますが，２万円

から３万円，多いところでと申し上げましたが，人気店についてはやはり多いというふう

に聞いております。

　こういった中心市街地でのにぎわいというのは大変重要な事業であるというふうに考え

ておりまして，平成20年度におきましては中心市街地にあたります商店会を，我々商工観

光課のほうで，各商店会のほうを三つほど回らせていただきました。若手の経営者の方と

お話しをさせていただき，今後，28年度で進めようとする事前調査の事前の掘り起こし，

意見の掘り起こしのようなイメージでやってきたんですが，どのような施設がまちに必要

なのかというような話も伺ってまいりました。

　龍ケ崎のまちの中では３世代でお住まいになっている方も，まあまあいらっしゃるとい

うこともありまして，やはり子どもが昔のように，まちの中がにぎわうような施設があっ

たらいいとか，あるいは竜ヶ崎駅から上町，ちょうどまいんのあたりまでの独自のイベン

トなんかも起こしてみたい，そのようなことをおっしゃる事業者の方，若手の経営者の方

もいらっしゃいました。

　そんなところから，このような意見，アンケート，あるいはまちの方を中心とした委員

会なるものをコンサルティングの事業手法によりまして，次の29年度以降になるかとは思

うんですが，前の10年計画に続くような，新たな計画づくりというのを考えてまいりたい，
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そのように考えております。

　以上です。

山宮委員長

　大野委員。

大野委員

　課長ね，イベントのことをお話ししているわけじゃないんです。イベントはイベントで

大事でしょう。そしてまた，それなりお金をかけているんですから，それなりの人間はい

らっしゃいますよ。

　でも，私が言っているのは，ここら辺のところの認識をちゃんとしていただきたいと思

うのは，中心市街地活性化というのは何ですかと，昔のにぎわいを取り戻すというのが中

心市街地活性化なんですよ，一言で言えば。昔のにぎわい，まあ，昔は大分，近隣近傍か

ら来ましたから，あのにぎわいを取り戻すというのは大変ですよ。私はイベントの１日だ

けがにぎわえばいいということを言っているんじゃないんです。それだけに，もし，担当

課が考えていたら，幾らお金を費やしたって活性化になりません。駅名改称の影響度調査

で出ているように，商業祭り６万に来たから，１人1,000円落としていきますので6,000万

円の収入というか経済効果があります。とんでもないというの。売れているのは露天商だ

けでしょうよ，はっきり言って。別に露天商を批判しているわけじゃないんですよ。でも，

地元の商工業者が潤うような形でイベントをやんなくちゃいけないんですよ。そしてまた，

イベントの開催時ばかりではなく，それが週１が週２，週３と広がるような形のものをも

っていく。そして，日常的に皆さんが来てくれるような，それが活性化でしょう。

　ここに今，書いてあります活性化対策事業は，ある意味イベントだけですよ。コロッケ

日本一事業，ああ，龍ケ崎コロッケ日本一事業，チャレンジ工房のどらすて，まいんバザ

ールもしかり，月１回，それから，いがっぺ市に関しては年に１回ということですよ。こ

ういうものは，確かにそれは言いように言っては，中心市街地活性化対策でありますし，

その一環であります。でも，全部じゃないんですよ。それをどのように考えているんです

って聞いているんです。ですから，今すぐ，こうですというわけにはいかない。いかない

から，こういった今回の予算書に出ているような基礎調査，委託料，こういったものを活

用して，業者に丸投げではなくて，中心市街地活性化対策，10数年前につくったやつは丸

投げだから，あんまりやられていないんですよ，私に言わせれば。これは無理だと，お金

もかかる，お金をかけてそれだけの効果があるかどうか，やらなかったほうのがよかった

んです。そうですよ。お金使うだけ使って大変ですから……

　いいですよ。だから，一番言いたいことは，こういった業務委託の丸投げということで

はなくて，今ここにいる部課長があと四，五年でいなくなったら，その後は自前でつくる

なんていう経験が全くなくなっちゃうんです。まだ今いる方々は，それなりに自前につく

ってきただろうと私は思います。ですから，今回の予算書にいろいろな業務委託がありま

す。下手すると，１億円超えるかもしれない，業務委託料だけ足していけば。そういうこ

とじゃなくて，なるべく自分たちで自前でやっていくと，あくまでも業者なんかには相談

だという形でやっていかないと，何やっても駄目だということになりますので，その点を

言って，まあ，終わりにしたいと思います。あといろいろありますけれども，お後があり

そうなものですので，これで終わらせていただきます。

山宮委員長

　ほかにございませんか。

　伊藤委員。

伊藤委員
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　61ページ，01003850公共交通対策です。最後の補償金のところなんですけれども，これ

乗合タクシーの部分も含まれていると思います。今，乗合タクシー，デマンドタクシーで

すか，これ５カ所しか行かないんですけれども，28年度の予算に当たって，行く場所を増

やすような検討がされたかどうかお伺いします。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　乗合タクシーにつきましては，これまでも議会の場でいろいろご質問いただきまして，

目的地の増加についてはいろいろご質問，ご意見などをいただいているところでございま

して，あくまでもコミュニティバスとか公共交通機関を補完する機能だということで，５

カ所の目的に限って運行してきたところなんですが，来年度につきましては，先ほど来ご

質問にも出ています市民窓口ステーションがサプラのほうにオープンするということもご

ざいまして，そちらへ目的地の一つとして加えて運行してまいりたいと考えております。

それに伴いまして，利用者も増えることを見込んでおりますので，その分の予算増となっ

ております。

　以上でございます。

山宮委員長

　伊藤委員。

伊藤委員

　ありがとうございます。

　１カ所でも増えれば，市民の皆さんがやはり利用しやすいということと，なかなか今度，

その窓口ステーションができるということでは，利用がさらに広がるのではないかという

ふうに思います。それはよかったと思います。

　それと，あと一つ，やはり病院関係が，行きたいというお話もあるので，引き続き，こ

のことについては検討していただくよう要望をさせていただきます。

　次です。63ページです。01004120コミュニティセンター管理費，15工事請負費，先ほど

松葉コミュニティセンターのトイレ改修工事のお話がありました。非常にちょっと金額が

高いので，どんな工事なのかということを改めてお伺いしたいということと，このトイレ

そのものについての設備ですか，その内容についてお伺いいたします。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　まずは松葉コミセンのトイレの改修工事についてですが，この工事の内容といたしまし

ては，１階と２階の男子トイレと女子トイレ及び１階にございます多目的トイレの全面改

修工事を行う予定でございます。

　具体な内容といたしましては，便器の入れかえ，和式から洋式化，また，暖房便座への

交換といったような形でございます。そのほか先ほどもちょっとお答えしましたが，トイ

レの床ですね，タイル等，はがしての大がかりな工事になりますので，その床，また，壁，

天井等についても張りかえを行うといった内容のものでございます。

　以上です。

山宮委員長
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　伊藤委員。

伊藤委員

　ありがとうございます。

　それで，松葉コミュニティセンター，トイレそのものに関してなんですけれども，暖房

便座を入れるということなんですが，実はこのコミュニティセンター全てのところに暖房

便座は入ってないんですね。最近，コミュニティセンターはいろいろな団体の方も使いま

すし，高齢者も使うんです。そういった点では，暖房便座を全てのコミュニティセンター

に入れていただくということと，今の時代やはりシャワートイレですか，それが必要なん

じゃないかなというふうに私は思っているんですけれども，その点に関しまして，今後コ

ミュニティセンターのトイレの改修について考え方をお伺いいたします。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　ただいまの暖房便座とシャワートイレの件でございますが，この松葉のコミュニティセ

ンターについても暖房便座とシャワートイレでございます。

　また，今後，改修を行っていくコミュニティセンターのトイレにつきましても，同様に

暖房便座，また，シャワートイレですか，といったような形での改修を行ってまいりたい

というふうに考えてございます。

山宮委員長

　伊藤委員。

伊藤委員

　それについて，年次計画というか，その辺も示す必要があると思うんですね。その点に

ついてはどんな考えがあるのかお伺いいたします。

山宮委員長

　斉田市民協働課長。

斉田市民協働課長

　現在，コミュニティセンターにつきましては13館ございまして，そのうちの９館が築後

20年といったような形で大分年数がたってございます。そういったことから，今回の松葉

コミュニティセンターの工事については建物がちょっと古いというようなこともありまし

て，その床が，トイレの下がピット式になっていなかったり，そういった理由から工事費

のほうがちょっと高目になってございますが，そのところについては現地調査をやるしか

ないですけれども，いろいろそういった形で工事費や，そのトイレというか建物構造で変

わってくると思いますので，これについてはそういった調査をしまして，計画的に順次進

めてまいりたいというふうに考えております。

　以上です。

山宮委員長

　伊藤委員。

伊藤委員

　ぜひよろしくお願いいたします。
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　コミュニティセンターを使っている方々から，結構そういうお話も多いので，その辺は

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

　次です。67ページです。01005400北竜台防犯ステーション管理費です。毎回これは質問

しているんですけれども，なかなか県の予算のほうもあると思うんですけれども，28年度

における交番設置の取り組みについて，改めてお伺いいたします。

山宮委員長

　木村交通防犯課長。

木村交通防犯課長

　28年度の交番設置の取り組みということでございますが，27年度につきましても，今年

の１月７日に県警本部を訪問しまして，市長，副市長，そして，萩原県議にもご同行いた

だきまして要望書を提出してきたところでございます。県警本部長は，また，地域部長様

宛てに要望書を提出してまいりました。

　状況としましては，今，伊藤委員おっしゃられたとおり厳しい状況でございまして，現

在，遂行中の駐在所，交番といった警察施設再編の整備計画には，残念ながら北竜台交番

の設置は入っていないということでございました。ただ，サイバー犯罪ですとかＤＶ，ス

トーカー対策への重点配分ということになるということでございますが，茨城県警の警察

官が，そういった意味では23名増員されるということでございました。重点配分先として

はちょっと違いますが，県警全体としての人数，キャパが増えますので，今後やはり事

件・事故の発生とか，場所的な問題を踏まえた上で総合的にこの北竜台の交番設置につい

ては考えていきたいとの地域部長から回答をいただいてまいりました。

　厳しいのは変わりはないと思いますけれども，具体的なお話もいただいて，ほんの少し

でも担当としては前進しているような期待を持って帰ってきたところでございますので，

28年度につましても，引き続き，要望してまいりたいと思います。県内にこういった施設，

土浦市，鹿嶋市，笠間市，取手市，そして龍ケ崎市，５市ありまして，こういった要望活

動をしているのは龍ケ崎市だけだと伺っておりますので，忘れられないように引き続き対

応してまいりたいと思います。

　以上です。

山宮委員長

　伊藤委員。

伊藤委員

　今，少し前進されたのかなというようなお話があったんですけれども，これもやはり担

当課と市長が，あきらめずに進めてきたことだと思うんですね。あそこは本当にヨーカド

ーも近いですし，結構ニュータウンの中，窃盗とか，そんなのも空き巣とかが多いんです

よね。そういった点では，引き続き，ぜひお願いしていってほしいなと思いますので，よ

ろしくお願いをいたします。

　次です。117ページです。01021550宅地耐震化推進事業，質疑もありましたんですけれ

ども，これ調査をして，結果を出して，その後ちゃんときちんと住民に公表されるような

ことになるのかどうかだけ，１点お伺いをいたします。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　宅地耐震化推進事業の先ほどの大規模造成地変動予測調査ということで，この調査にお
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いては，宅地カルテや大規模造成地のマップを作成するということになります。公表につ

いては，これ盛り土の状況等，あと近隣市町村，あるいは県との調整を図りながら，公表

について検討してまいりたいと考えております。

山宮委員長

　伊藤委員。

伊藤委員

　なかなか危険箇所がわかったら大変ということで，一番初め，ハザードマップをつくっ

てほしいと言ったときに，そういうことがあってなかなかつくらなかったんですよね，龍

ケ崎は。それで，国のほうがハザードマップが本当に必要だということになって，各市町

村取り組むようになって，龍ケ崎は比較的早く取り組むようになりました。

　今度のことについても，やはり危険箇所があるんだったら，やはり住民がきちんと知る

こともすごく大事だと思いますし，それに向けて，じゃ，今度どういうふうに防いでいく

のかということも必要になってきますので，それは公表するということで検討していただ

きたいというふうに思いますので，よろしくお願いをいたします。

　同じ117ページです。01021800住宅建築物耐震改修促進事業です。これなかなかいつも

予算をとっていますけれども，実績どおりにはいかないというのが実態だと思います。平

成27年度の見込みがどうなっているのかお伺いいたします。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　住宅建築物耐震改修促進事業でございます。27年度，今年度の見込みということでの件

数です。耐震診断が２件，改修計画，これは耐震改修を計画する設計でございます。これ

が１件，改修についてはゼロという状況でございます。

山宮委員長

　伊藤委員。

伊藤委員

　改修をするにしても，なかなか費用の点で大変だということで進んでないんだというふ

うに思われますけれども，やはり，いざ大きな地震があったりとかしたときには非常に困

りますので，まず，28年度の促進策についてどういうふうにしていくのかということと，

私はこの補助ですか，補助金は引き上げる必要があるんではないかというふうに思います

ので，その２点についてお伺いをいたします。

山宮委員長

　木村都市計画課長。

木村都市計画課長

　耐震改修事業の周知についてでございます。これにつきましては，これまでも市公式ホ

ームページをはじめ，市広報紙りゅうほーへの掲載，あるいは27年度でありますと市民防

災フェア等も開催されましたので，建築士会龍ケ崎支部のご協力を得て，耐震相談を行っ

てまいりました。

　28年度についても，同様に周知を行ってまいりたいと考えております。さらに，危機管

理室と連携しまして，各種説明会，出前講座等を行い，周知していきたいと考えておりま

90



す。

　あと，補助金の件でございますが，現在，龍ケ崎市が行っている補助金の額は近隣市町

村等見ましても，決して低い額ではないということでは考えております。ただ，近隣市町

村の様子を見ますと，なかなか近隣市町村でも耐震改修というのはなかなか進んでいない

というようなこともございます。一つには，耐震改修事業費がかかるということは，これ

は一つの進まない理由ということは認識しておりますので，今後の検討とさせていただき

たいと考えております。

山宮委員長

　伊藤委員。

伊藤委員

　ぜひよろしくお願いしたいと思います。

　以上です。

山宮委員長

　ほかにありませんか。

〔発言する者あり〕

山宮委員長

　質疑なしと認めます。

　続きまして，議案第34号　平成28年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算についてご

説明をお願いいたします。

　菅原都市環境部長。

菅原都市環境部長

　議案第34号，平成28年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算です。歳入歳出予算の総

額は歳入歳出それぞれ22億8,120万円といたそうとするものです。

　218ページをお開きください。

　まず，債務負担行為でございます。公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償

でございます。平成28年度でございます。期間につきましては，28年度から平成33年度ま

ででございます。これにつきましては，銀行への預託金でございます。

　続きまして，その下でございます。地方債でございます。まず，起債の目的でございま

す。公共下水道事業です。これにつきましては，公共下水道工事にかかる補助裏分でござ

います。

　その下でございます。流域下水道事業です。これにつきましては，常南流域下水道事業

への負担金でございます。

　その下でございます。公営企業会計適用債でございます。これにつきましては，公営企

業会計移行に際しまして，基本計画策定業務にかかる費用に対する起債でございます。

　その下になります。資本費平準化債です。これにつきましては，事業債の償還期間の繰

り延べを行い，単年度負担の軽減をするための起債です。

　その下になります。下水道事業債特別措置分であります。これにつきましては，地方交

付税算入不足額を補うためのものでございます。

　続きまして，222ページをお開きください。

　歳入になります。受益者負担金でございます。一番上段でございます。0001番，下水道

受益者負担金現年賦課分でございます。これにつきましては98％を見込んでおります。件

数につきましては95件でございます。
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　その下になります。下水道受益者負担金滞納繰越分でございます。15％を見込んでおり

ます。率につきましては，例年のとおりの率で推移してございます。

　その下になります。下水道使用料でございます。0001番，下水道使用料現年賦課分です。

これにつきましては99％を見込んでおります。

　その下になります。下水道使用料滞納繰越分でございます。20％を見込んでおります。

　その下になります。下水道施設目的外使用料，これにつきましては，東電柱，ＮＴＴ柱

及び支線の占用料でございます。

　続きまして，下水道手数料でございます。下水道工事指定店登録手数料であります。更

新が55店，新規で２店を見込んでおります。

　その下になります。下水道使用料督促手数料です。これは130件を見込んでおります。

　その下になります。下水道事業区域証明手数料です。これは４件を見込んでおります。

　続きまして，下水道整備費国庫補助金であります。社会資本整備総合交付金であります。

これにつきましては，工事費に対する交付金で，工事費の50％の交付額でございます。

　その下でございます。下水道管理費県補助金であります。下水道接続支援事業費であり

ます。これにつきましては，使用開始の３年以内を対象としておりまして，補助率につき

ましては10分の10でございます。

　続きまして，財産収入であります。流域下水道基金の利子ということでございます。

　その下になります。一般会計繰入金であります。これにつきましては，公共下水道事業

特別会計の健全化のため，不足分を一般会計より繰り入れております。公共下水道事業費

等繰入金工事費分と公共下水道事業職員給与繰入金の２本立てでございます。

　225ページをお開きください。

　一番上段でございます。繰越金でございます。公共下水道繰越金でございます。これに

つきましては，項目の設定でございます。

　続きまして，延滞金であります。下水道使用料延滞金であります。これにつきましても，

項目の設定です。

　続きまして，預金利子であります。公共下水道事業歳計現金運用利子でございます。こ

れにつきましても，項目の設定でございます。

　続きまして，諸収入でありまして，水洗便所改造資金貸付金元利収入でございます。こ

れにつきましては，水洗便所改造資金貸付金元利収入でありまして，金融機関預託金で，

歳入歳出同額を計上しております。

　その下でございます。雑入でございます。下水道計画図売払収入と下水道賠償責任保険

金であります。これにつきましては，歳入歳出同額を計上しております。

　その下でございます。市債でございます。まず，公共下水道事業債であります。これに

つきましては，先ほども説明したところでございますが，国庫充当率90％であります。

　その下になります。流域下水道債であります。これは充当率100％でございます。これ

につきましては，処理場の改修費に充てておりまして，利根浄化センター施設改修の当市

負担金分でございます。

　その下になります。公営企業会計適用債でございます。これも先ほど説明したところで

すが，公営企業会計移行に伴います基本計画策定業務に係る起債でございます。

　その下になります。下水道事業資本費平準化債であります。これにつきましても，起債

償還期間の繰り延べによる平準化債でございます。

　その下になります。下水道債でございます。特別措置分であります。これにつきまして

は，地方交付税歳入不足分を補うものでございまして，導入率が50％が40％に制度改正に

なったため，７％の不足分を補う起債であります。

　歳入につきましては，以上でございます。

　続きまして，227ページをお開きください。

　続きまして，歳出でございます。職員給与費，下水道管理費でございます。これにつき

ましても所管でございます。
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　その下になります。下水道事務費であります。大きなものとしましては，委託料であり

まして，地方公益企業法適用基本計画策定の委託料でございます。

　19番，負担金補助及び交付金です。負担金につきましては，ごらんの日本下水道協会ほ

か３件でございます。

　続きまして，下水道普及費であります。これにつきましても，19番の負担金補助及び交

付金は補助金としまして，水洗便所改造資金，水洗便所改造資金利子補給金であります。

　貸付金としまして，水洗便所改造資金貸付金を計上してございます。これにつきまして

は，市内７銀行への預託金であります。

　続きまして，下水道使用料等徴収事務費であります。大きなものとしましては，やはり

委託料でありまして，下水道受益者負担金システムの保守を計上しております。

　使用料及び貸借料であります。これにつきましては，新住民情報基幹システムの賃借料

であります。

　19番の負担金補助及び交付金であります。負担金といたしまして，県公共料金暴力対策

協議会と県南水道企業団徴収取扱事務費を計上しております。

　その下になります。流域下水道基金費であります。これは基金に対する利息分の積み立

てございます。

　その下になります。公共下水道管理費です。大きなものとしましては，委託料としまし

て，下水道台帳の補正と雨水排水ポンプ場維持管理です。佐貫排水ポンプ場ほか５カ所を

管理しております。と施設の除草であります。これにつきましては，佐貫排水雨水幹線水

路除草をしております。

　飛びまして，一番下になりますが，管渠の清掃と汚水中継ポンプ場等維持管理でありま

す。これにつましては，地蔵後ポンプ場ほか３カ所のマンホールポンプを計上しておりま

す。

　229ページをお開きください。

　続きまして，負担金補助及び交付金であります。負担金としまして南が丘地区公共下水

道維持管理費を計上しております。

　その下でございます。流域下水道管理費でございます。これも負担金といたしまして，

霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費を計上しております。

　その下になります。職員給与費であります。下水道建設であります。これも所管となり

ます。職員３人分の計上でございます。

　続きまして，その下になります。公共下水道整備事業であります。大きなものとしまし

ては，委託料で，補償調査，家屋等事後調査業務委託，工事にかかります家屋等事後調査

の委託業務でございます。西坪地区実施設計であります。200パイの工事を500メートルや

るような委託料でございます。

　15番の工事請負費であります。これにつきましては，佐貫排水区雨水貯留施設整備工事

ほか３件を計上しております。

　補償，補填及び賠償金であります。これにつきましては，地下埋設管及び家屋工作物の

補償を計上しております。

　その下でございます。公共下水道改築等事業であります。委託料としまして，地蔵後中

継ポンプ場改築工事実施設計ほか２件を計上しております。

　15番の工事請負費であります。これにつきましては，西坪幹線幹管路改築工事と西坪幹

線人工鉄ふた交換工事であります。

　その下になります。流域下水道整備事業であります。これにつきましては，大きなもの

としまして，負担金でありまして，霞ヶ浦流域下水道整備事業のほうに負担金を支出して

いるところでございます。

　231ページをお開きください。

　公債費でございます。一番上段でございます。下水道事業債元金償還費であります。こ

れにつきましては，償還金及び割引料でございます。
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　その下でございます。下水道事業債利子償還費であります。これにつきましても，償還

金利子及び割引料でございます。

　その下で予備費でございます。これにつきましては，公共下水道事業予備費でありまし

て，一般会計から特別会計への繰出金の調整をしているところでございます。

　平成28年度龍ケ崎市公共下水道特別会計予算につきましては，以上です。

山宮委員長

　ただいま説明のされた内容について質疑ありませんか。

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　１点だけお伺いします。229ページの03000900の公共下水道整備工事の中の工事請負費

の中の枝線工事で，今年度３カ所が予定されていますけれども，下水道整備事業の中では，

この西坪と馴馬が残りだと思うんですけれども，ただ，この地域の中では，まだまだ残っ

ている地域があると思うんですけれども，今度の計画予定ではどのようになっているかお

伺いしたいんですけれども。

山宮委員長

　鈴木下水道課長，お願いします。

鈴木下水道課長

　28年度につきましては，今こちらに書いてあるような形で，西坪で２カ所，馴馬で１カ

所やるわけなんですけれども，今現在の進捗状況といたしまして，この馴馬地区，西坪地

区につきましては，今現在，馴馬地区につきましては整備区域約60ヘクタールに対して31

ヘクタールが整備済みということで，それから，西坪地区につきましては218.4ヘクター

ルに対し49.7ヘクタールが整備済みというようなことで，約50％ちょっと弱の整備という

ことで，今後も引き続き，この馴馬，西坪地区の整備のほうを進めていきたいと思ってお

ります。

山宮委員長

　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございました。

　何年ぐらいかかるのかなというのはわからないのかもしれないですけれども，わかれば

お願いします。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　この年度につきましては，ちょっとこれからの予算のつきぐあいとか，国のほうのです

ね，それもありますので，あと何年くらいでできるかというのは，ちょっと言えないとこ

ろなんですけれども，また，実際はこの馴馬，西坪地区以外にも市全体で考えますと，ま

だ何カ所か残っているところもございまして，そういうものも含めますと，まだちょっと

整備のほうは時間がかかるというような状況でございます。

山宮委員長
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　金剛寺委員。

金剛寺委員

　ありがとうございました。

山宮委員長

　ほかにありませんか。

　坂本委員。

坂本委員

　223ページです。使用料及び手数料の件で，下水道指定店登録手数料，今，指定店何社

ぐらいありますか。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　先ほどちょっとお話ししたかと思うんですけれども，下水道工事指定店のほうなんです

けれども，更新が55，新規が２店で57店，それ今回なんで，あとそれの倍あるんで，です

から，ちょっとそれの大体約倍というような形，倍というか，結局これは本年度分の変更，

来年の変更分ですので，ですから約100件近くあると思います。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございます。

　これ，工事指定店で指定登録をしてできる工事範囲っていうのは，本管からの宅内のつ

なぎ込みでしたよね。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　はい，工事につきましては，宅内の配管と，あとそれの通常ですと汚水ますまで市のほ

うでできておりますので，それから先の宅内管ということでございます。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ということは，何が言いたいかというと，これはその後に出てくる工事請負費のほうの

大きな工事に関しては，それとはまた別の許可ということになるわけですよね。ですから，

あくまで大きな工事をとるときには指名参加願で，あくまで契約検査課のほうに登録して

いるんだけれども，その宅内のただつなぎ込みだけのために100件ぐらいが，こういう２

年に１回ぐらい登録されているということだと思うんですが，そこまての逆に言うと，そ

んなにメリットというか，昔は結構件数があったのであるとは思うんですが，これはこの

まま続けていくような方向なんでしょうか。
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山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　今年度も工事指定店の登録についてやっているわけなんですけれども，やはり新規の参

加もありますし，中には実際工事のほうが実際やっていないというような形で登録だけの

ような会社もありまして，そういったことで更新を取りやめている会社もございます。

　ちょっとここであるんですけれども，報告ということで，指定店ごとに２年ごとの今，

更新をやっていたわけなんですけれども，今後の計画としましては，一応周りの市町村の

状況が３カ年が一番多いんで，中には合計で５年というところもありますので，一応３カ

年ということでの指定店の期間を変えていきたいと思っております。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございます。

　本当そのとおりだなと思っていまして，私，５年ぐらいでもいいかなと思うんですよね。

基本的に市内業者が登録結構多くて，現実施工されているのも市内業者だと思いますので，

そういった意味ではこれ２年に１回の申請，結構大変だと思うんですよね。小さい会社も

今，多くやられていますので，その辺の年度の５年だったら５年とか延ばすとか，例えば

もう市内業者に限定してしまって，こういう制度を廃止するとか，そういったことも考え

てもいいのかなと思っています。その辺の計画というか，そのまま進めてください。お願

いします。

　あと，229ページです。金額が大きいので，一応質問させてください。佐貫排水貯留施

設整備工事です。ちょっと規模と内容的なものを少し説明願いますか。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　佐貫排水区の雨水貯留施設整備工事については，佐貫地区の浸水被害解消のためという

ことで，雨水排水施設の整備を行うものとして，平成15年に事業認可を取得いたしまして，

ＪＲ常磐線と西側の旧公団跡地の間にある市道に，約840トンの雨水を貯留するための施

設として延長約135メートル，内径約2.5メートル掛ける2.5メートルの通常のボックスカ

ルバートとよく言ってしまうんですけれども，そのような形でのコンクリート製品を埋設

し，ＪＲの佐貫駅ホーム，流末が佐貫ポンプ場になりますので，そうしますと，あそこに

常磐線がございますので，そうすると，横断しているところが佐貫駅のホーム下のところ

とＵＲの賃貸マンションのところから流れてくる２本がありますので，ちょうどその流末

ということで，そちらのところに排水路の雨水を流入させて，集中豪雨時などの雨水を一

時的に処理をする施設を設けるものでございます。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　ありがとうございます。

　ちょっともう１回確認なんです。貯留施設，最終的な流末，最終的な流末というのは，
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佐貫ポンプ場に行って，それから小貝川に送り込むという形でよろしいですよね。ちょっ

と気になるのが，今までの流量があって，それを今度，佐貫ポンプ場まで行くじゃないで

すか。今度，ポンプ場からその小貝川へ流すまでのポンプの量というのは変えなくても大

丈夫なんですか，ポンプの出量といいますか，それだけの量が増えるわけですよね。

山宮委員長

　鈴木下水道課長。

鈴木下水道課長

　佐貫ポンプ場自体が今，４台ございまして，そのポンプ場の能力的なものからいって，

相当そこまで行く雨水幹線があるんですけれども，その辺の能力がちょっと最近の集中豪

雨だとか台風で，ちょっと能力不足ということで潮来線の佐貫駅から来た潮来線の交差点

だとか，マンハイムの反対側のトステムの裏あたりとか，その辺では今，26号のときにも

浸水している状況ということで，とりあえずは東側から来る水を一旦，佐貫ポンプ場での

能力を補うために調節池みたいな機能で設けるものでございます。

山宮委員長

　坂本委員。

坂本委員

　すみません。ちょっと私の勘違いもあったようで，でも，単純にやはりためておいて，

最終的には流すわけですから，でも容量は大丈夫そうだということですよね。

　あと，私も何度か要望をちょっとさせてもらった源橋の下のところですよね。あそこが

どうしても冠水してしまう。今回のこの貯留施設があれば，きっとあそこの冠水も何とか

防げるようになるよというふうになるとは思うんですが，あとはこの貯留施設，結構いろ

いろメーカー，いろいろあると思うんですけれども，結構最近になると，防火水槽なんか

もちょっと一緒にできるようなパターンのものなんかもあるので，その辺も調査しながら

進めていってほしいと思います。

　以上です。

山宮委員長

　ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　質疑なしと認めます。

　続きまして，議案第35号　平成28年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算について

ご説明をお願いいたします。

　菅原都市環境部長。

菅原都市環境部長

　議案第35号でございます。平成28年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計を説明いたし

ます。

　これにつきましては，歳入歳出予算の総計を歳入歳出それぞれ6,470万円といたそうと

するものでございます。

　246ページをお開きください。

　まず，債務負担行為であります。農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償
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であります。期間につきましては，28年度から平成33年度まででございます。これにつき

ましては，銀行への預託金であります。

　続きまして，地方債でございます。起債の目的であります。資本費平準化債です。これ

につきましては，事業債の期間の繰り延べを行い，単年度の負担を軽減するための起債で

す。

　251ページをお開きください。

　歳入になります。農業集落排水使用料です。農業集落排水使用料現年度賦課分です。こ

れにつきましては，98％を見込んでおります。対象区域戸数が166戸で，対象戸数が103戸

であります。

　その下になります。農業集落排水使用料滞納繰越分でございます。これにつきましては，

平成27年度繰越見込みが15％であります。率につきましては，同じ率での計上でございま

す。

　その下になります。農業集落排水使用料督促手数料であります。これは10件分の計上で

ございます。

　その下になります。県支出金であります。農業集落排水事業費の補助金であります。こ

れにつきましては，リン除去支援事業費であります。これにつきましては，霞ヶ浦水質保

全を目的にしました農業集落排水の放流のリンを除去するものでございまして，薬剤を購

入しております。薬剤の購入と汚泥の処理費と水質の分析費であります。

　繰入金でございます。一般会計の繰入金であります。農業集落排水事業費等繰入金，工

事分と農業集落排水事業職員給与費繰入金であります。これにつきましては，農業排水事

業の健全化のため，不足分を一般会計より繰り入れているところでございます。

　その下になります。繰越金であります。これにつきましては，項目の設定でありまして，

農業集落排水事業繰越金の項目の設定であります。

　続きまして，諸収入でございます。預金利子であります。農業集落排水事業歳計現金運

用利子であります。これにつきましても，項目の設定でございます。

　その下になります。諸収入でございます。水洗便所改造資金貸付金元利収入であります。

これにつきましては，金融機関へ保証金として貸し付けた貸付金の払い戻しでございまし

て，歳入歳出とも同額を計上しております。

　続きまして，市債であります。農業集落排水事業資本費平準化債であります。これにつ

きましては，起債償還期間の繰り延べのため，30年から45年に係る単年度の負担を軽減す

るための起債です。

　253ページをお開きください。

　続きまして，歳出であります。一番上でございます。職員給与，農業集落排水管理費，

管理でございます。これは１人分でございます。これも所管となります。

　その下になります。農業集落排水普及費であります。主なものにつきましては，貸付金

でありまして，水洗便所改造資金貸付金であります。市内金融機関６銀行への預託金であ

ります。

　その下になります。農業集落排水施設管理費であります。これにつきまして13番の委託

料でございます。一般廃棄物処理と農業集落排水処理施設維持管理費，これにつきまして，

浄化センター，マンホールポンプ等の維持管理でございます。

　その下になります。マンホールポンプ等清掃であります。マンホールポンプの緊急の清

掃費の委託料を計上しております。

　19番の負担金補助及び交付金であります。負担金としまして，県農業集落排水事業連絡

協議会への負担金を計上しております。

　その下になります。公債費でございます。農業集落排水事業債元金償還費であります。

これにつきましては，償還金利子及び割引料でございます。

　続きまして，その下でございます。農業集落排水事業債利子償還費であります。これに

つきましても，償還金利子及び割引料であります。
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　予備費でございます。その下になりまして，農業集落排水事業予備費であります。これ

につきましては，一般会計から農集予算への繰出金の調整をしております。

　平成28年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算につきましては，以上でございます。

山宮委員長

　ただいま説明がされた内容について，質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　質疑なしと認めます。

　これをもちまして，環境生活委員会所管事項についての説明と質疑を終結いたします。

　以上で，予算審査特別委員会に付託されました議案第32号から議案第39号までの８案件

についての説明と質疑を終結いたします。

　この後，休憩中に執行部の説明委員の入れかえを行いまして，再開後は討論，採決を行

いすので，よろしくお願いいたします。

　休憩いたします。

　午後５時55分，再開の予定です。

【休　憩】

山宮委員長

　休憩前に引き続き会議を再開いたします。

　これより議案第32号から議案第39号までの討論に入ります。

　討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。

　これより採決いたします。

　議案第32号　平成28年度龍ケ崎市一般会計予算について，本案は原案のとおり了承する

ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　ご異議がありますので，挙手採決といたします。

　議案第32号，本案は原案のとおり了承することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

山宮委員長

　賛成多数であります。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　議案第33号　平成28年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算について，本案は原案

のとおり了承することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　ご異議がありますので，挙手採決といたします。

　議案第33号，本案は原案のとおり了承することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

山宮委員長

　賛成多数であります。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　議案第34号　平成28年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算について，本案は原案の

とおり了承することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　ご異議なしと認めます。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　議案第35号　平成28年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算について，本案は原案

のとおり了承することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　ご異議なしと認めます。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　議案第36号　平成28年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算について，本案は原案のと

おり了承することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　ご異議なしと認めます。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　議案第37号　平成28年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算について，本

案は原案のとおり了承することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　ご異議なしと認めます。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　議案第38号　平成28年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算について，本案は原

案のとおり了承することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山宮委員長

　ご異議なしと認めます。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　議案第39号　平成28年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算について，本案は原案

のとおり了承することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山宮委員長

　ご異議なしと認めます。

　よって，本案は原案のとおり了承されました。

　以上で予算審査特別委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。

　これをもちまして予算審査特別委員会を閉会いたします。

　長期間にわたり慎重審議，ご苦労さまでした。
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